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大刷新！

　私たちは、「公共的な空間」とよばれる、さまざまな生活背景や価値観をもつ多様な他者との関
わりにおいて形成される場に生きています。異なる立場や背景をもつ人 と々どのようにして共に暮ら
し、よりよい社会を築いていくのかを考えることが私たちには求められています。
　本書では、“実社会とのつながり”を重視し、実際の社会で生じている具体的な課題を取り上げ
るとともに、異なる立場や意見を幅広く紹介しています。また、学習課題や本文には「私たち」という
言葉を積極的に用い、生徒が学習の主体として社会との関わりを意識し、みずからの役割を考えら
れるようにしています。
　本書を通じて、多面的・多角的な視点で物事をとらえ、他者と対話しながら思考を深める力、そし
て複雑で変化の激しい社会の本質を理解し、未来の社会を創造する力を育んでゆくことを願って
います。
　先生方には、本書を活用し、生徒とともに社会の課題に向き合い、よりよい未来の実現に向けた
学びを深めていただければ幸いです。

『高校生の公共』に込めた想い
よりよい「公共的な空間」のあり方を考えられる教科書を目指して

著作者代表　東京大学　教授　苅部直
帝国書院　編集部
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全体
構成

「公共的な空間」のあり方を認 識し、社会参画への力を養える構成
●�第１部の学びを土台として、第２部で社会の課題を考察し、第３部
の課題探究学習に取り組む構成としています。

●�本文ページで基礎を身につけ、特設ページでそれを活用した学習
に取り組むという流れを徹底しています。教科書を通して、社会の
形成者としてみずから学び考える力を育めるようにしています。

第３部第2部第1部

実社会の諸課題について
考察を深める

生徒自身が問いを設定し
課題探究学習を行う

実社会の諸課題を考えるための
視点や方法を身につける

第１部、第２部の学習を生かして、科目のまとめとして生徒自身が問いを設定し、課題探
究学習を行います。
より実践的な学習で、社会参画に必要な力を養えるようにしています。（➡本資料p.16～）

第3部
第１部で身につけた視点や方法を生かして、学習指導要領に示された13の主題ごとに社会の課題を
考察します。
課題を追究し解決に向けて考える学習を通して、社会への理解を深められるようにしています。
（➡本資料p.12～）

第2部

教科書p.10の本文や、巻頭3、p.8の第1部の見通しページにて、「公
共的な空間」とはどのようなものか、定義を明確にしています。

「公共的な空間」

多様な他者との関わりに
おいて形成される「公共
的な空間」の概念やその
あり方について理解を
深め、実社会の諸課題を
考えるために必要な視点
や方法を身につけます。
（➡本資料p.8～）

第１部 本文ページ

58
見開き

社会の形成者

みずから学び考える力 
として

を育む

▶p.2-3
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1第 節 法や規範の意義と役割
　 　　p.64-69主題① 私たちは、社会規

き

範
はん

や法とどのように関わっていけば
よいのだろうか。

節の
問い

2第 節 契約と消費者の権利・責任
　 　　p.70-75主題② 私たちは、消費者としてどのようなことに注意して契

けい

約
やく

を結べばよいのだろうか。
節の
問い

1第 章 私たちと法章の
振り返り振り返り

第１章の学習を振
ふ
り返りながら、節の問いに対するあなたの考えをまとめよう。振り返り11

（ア）〜（エ）に適切な語句を入れよう。
 法の秩

ちつ

序
じょ

の例（➡ p.65）

知識を整理する

具体的なきまりを一つ取り上げ、その意義を考えよう。

問いを考える

節の問いに対するあなたの考えを、「権利」という言葉を用い
てまとめよう。

問いをまとめる

政令

規則

国の最高法規

国会が制定

各大臣による
命令

各機関が
制定

（イ）

（エ）

による命令（ウ）

（ア）

（ア）〜（ウ）に適切な語句を入れよう。
 契

けい

約
やく

自由の原則（➡ p.70）

知識を整理する

節の問いに対するあなたの考えを、「自立した消費者」という
言葉を用いてまとめよう。

問いをまとめる

「消費活動」の視点から、それぞれの役割を考えよう。

問いを考える

消費活動

〈国民〉

〈企業〉 〈政府〉

具体的なきまり（法や規範の名称）

そのきまりが規制したり、定めたりしている内容は何か？

そのきまりは自分とどのような場面で関わっているか？

そのきまりが守られることで、あなたや社会にどのようなメリットがあるか？

契
け い

約
や く

する 　　　　を選ぶ 誰
だれ
から購

こう
入
にゅう
するか

契約の 　　　　を決める 何をいくらで購入するか

契約の 　　　　を決める 口約束で購入するか、書面を交
か
わ

して購入するか、など

契約するか
しないかを決める

購入するか購入しないか

（ア）

（イ）

（ウ）

84
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2第 部

よりよい社会の形成に
参画する私たち

よりよい社会を形成していくために、法に関わる主体として
私たちにはどのようなことができるのだろうか？

第１章
の
問い

私たちと法1第 章

　自転車に乗る際に左側を通行したり、横断歩道で青
信号になるのを待ったりするように、私たちが生きる
公共的な空間にはさまざまなきまり（社会規

き
範
はん
や法）が

存在している。そして、そのようなきまりは私たちを
縛
しば
るだけのものではなく、私たちの権利を守るもので
もある。また、そのきまりを共有する人々の性質や状

じょう

況
きょう
に応じて、例外を認めたり、きまり自体を変

へん
更
こう
した

りすることが適切な場合もある。

公共的な空間と法

　第１章では、そのような法に関わる主体として、社
会生活を支える社会規範や法の意義と役割、契

けい
約
やく
と消

費者の権利・責任、司法参加の意義などについて学習
する。日々変化を続ける社会をよりよいものにしてい
くために、私たちはどのように法に関わっていけばよ
いか考えていこう。

第 1章では何を学ぶのか

章の章の見通し見通し

62
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学習を始める前に問いに対する
あなたの考えをまとめてみよう。

QR コンテンツ
 見通し・振り返りシート 
を活用しよう

第 2 部 1 章の
振
ふ

り返り　➡ p.84-85

8　道路交通法での「あおり運転」の厳
げん

罰
ばつ

化を周知する警察官（2020 年　
東京都）
1

8　18 歳成人（成年）を啓
けい

発
はつ

する消費生活センターの展示（2022年　
山形県）
2

8　裁判の傍
ぼう

聴
ちょう

券を求めて並ぶ人 （々2017 年　沖縄県）3

節の
問い

1第 節
　 　　p.64-69主題①

法や規範の意義と役割
私たちは、社会規

き

範
はん

や法とどのように関わっていけばよい
のだろうか。

同性婚
こん

は法的に認められるべきか？
p.69

実社会の
諸課題諸課題

節の
問い

2第 節
　 　　p.70-75主題②

契約と消費者の権利・責任
私たちは、消費者としてどのようなことに注意して契

けい

約
やく

を
結べばよいのだろうか。

意図しない定期購
こう

入
にゅう

は解約できるか？
p.75

実社会の
諸課題諸課題

節の
問い

3第 節
　 　　p.76-83主題③

司法参加の意義
私たちは、よりよい司法制度を実現するためにどのような
ことができるのだろうか。

死
し

刑
けい

制度は続けるべきか？
p.82-83

実社会の
諸課題諸課題
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3第 節 司法参加の意義
　 　　p.76-83主題③ 私たちは、よりよい司法制度を実現するためにどのよ

うなことができるのだろうか。
節の
問い

第1章の問い よりよい社会を形成していくために、法に関わる主体として
私たちにはどのようなことができるのだろうか？

（ア）〜（ウ）に適切な語句を入れよう。
 三

さん

審
しん

制（➡ p.77）

知識を整理する

三つの観点から、よりよい司法制度のためのしくみを挙げよう。

問いを考える

節の問いに対するあなたの考えを、「司法参加」という言葉を
用いてまとめよう。

問いをまとめる

家庭
裁判所

控

 
訴

抗

 
告

抗

 
告

上

 
告

上

 
告

特
別
抗
告

・
再
抗
告

特
別
抗
告

・
再
抗
告

上

 
告

上

 
告

上

 
告

跳
躍
上
告

飛
躍
上
告

控

 
訴

控

 
訴

控

 
訴

控

 
訴

高等裁判所

家庭裁判所

簡易裁判所

（ア）

（イ）

〈民事裁判〉 〈　　　　裁判〉（ウ）

QRコンテンツ
を活用しよう

章の見通しページ（➡p.62-63）も振り返り
ながら、学習を通して自分の考えがどのよ
うに変わったかを意識して取り組もう。

思考ツール一問一答見通し・振り返りシート

よ
り
よ
い
司
法
制
度
の
実
現

「裁判の方法」の観点

「取り調べの方法」の観点

「司法制度改革」の観点

ここまでの学習を総合的に活用して、章の問いに対するあなたの考えをまとめよう。振り返り22
１．①〜③に文章を当てはめながら、第１章の問いを考えよう。

２．１を踏
ふ

まえてよりよい社会を形成するために、あなたが解決に向けて探究したい実社会の課題を考えよう。（➡ p.216）

①事実（第 2部 1章で学習してきたことなど）

である。

②根拠（なぜそのように考えられるのか）
なぜなら、

と考えられるからである。

③主張（あなたの考え）
よりよい社会を形成していくために、法に関わる主体として私たちには、

ができる。

※�自分の考えがまとまっている場合は、
｢③主張｣ → ｢①事実｣ →「②根

こん
拠
きょ
」の順番で、

まだまとまっていない場合は、
「①事実」→「③主張」→「②根拠｣ の順番で
考えてみよう。
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単元
構成

見通し・振り返りを通して、学 習による考えの変化を確認できる
単元構成

※１:第１部では「部」　　※２：第１部では「章」　　※３：第１部では「『公共』の見方・考え方」

●各単元の最初には学習の全体像を示した見通しページを、最後には学習内容
を振り返り、単元の問いへの考察を深める振り返りページを設置しています。
●これらのページに取り組むことで、学習による考えの変化を確認できるように
しています。

見通しページ、振り返りページに対応した
ワークシートを節※2単位でご用意していま
す。
QRコンテンツ（➡本資料ｐ.36-37）および
指導書Webサポート（➡本資料p.38-39）よ
りダウンロードしてご活用いただけます。

STEP2
 本文ページ

見通し・振り返りシート

左ページでは、「公共的な空間」と
学習内容とのつながりや、その章※１

で学習することを示しています。

1

振り返り２では、章※１の問いに対する考えをまとめることで、学習のまとめができるようにしています。
最後に、実社会の課題を考えることで、第３部の課題探究学習につながるようにしています。

4

右ページでは、各節※２の問い
と、節の最後に考える「実社会
の諸課題※３」を示しています。

2

振り返り１「知識を整理する」では、各節※２の知識・技能に関わる基本的な学習事項を確認できるよう
にしています。「問いを考える」では、思考ツールなどを活用して、思考力・判断力・表現力等に関わる
記述を促しています。「問いをまとめる」では、「節※２の問い」に対する考えをまとめることで、学習前
後の考えの変化を確認できるようにしています。

3

章※１で学習することの全体像を示し、見通しを
もって学習に取り組めるようにしています。STEP１   見通しページ

STEP3   振り返りページ 章※１の学習を振り返り、第３部の課題探究学習
につなげられるようにしています。

▲p.62-63

▲p.84-85
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　　　　　　　　　　私たちは、公共的な空間のなかでどんな判断基準で行

動しているだろうか。例えば｢人にされて嫌
いや
なことをし

ない｣という基準があるが、「嫌なこと」にも個人差があるだろう。公共的な

空間における他者との関係で「よい行い」を判断するのは、なかなか難しい。

　かつては、神に伺
うかが
いを立てて行動を決めていたこともあった。しかし近代

に入ると、よい行いとなる道徳の根
こん
拠
きょ
を、神ではなく人間に置くようになっ

ていった。そしてヨーロッパ大陸では主に人間の理性を、イギリスでは主に
人間の経験を、その根拠として重視した。
　　　　　　　　　　人間の理性を重視する立場の代表が、ドイツの哲

てつ
学
がく
者

カントである。カントは、よい行いは人間の内部にある
みずからを律しよう（自律）とする理性に基

もと
づくべきだとする義務論を唱えた。

このような、行
こう
為
い
の動機となる公正などの義務を重視する考え方の下

もと
では、

予期される結果に関わりなく人間には従うべき義務的な制約があり、それに

基づく行為がよい行いと判断される。

　　　　　　　　　　一方で、経験を重視する立場はどのように考えたのだ

ろうか。イギリスの哲学者ベンサムは、道徳の根拠をよ
り客観的なものにしていくべきだと考えた。まず｢快（快楽）＝善｣と「不快・

苦痛＝悪｣を計測可能なものと想定し、人の行動基準である道徳の根拠をそ

こから論じることができると主張した。そして、なるべく多くの人が、なる

べく多くの快を手に入れ不快を避
さ
けるような心地よい状態、つまり｢最大多

「よい行い」と
近代西洋の議論

p.10

2

公正などの義務を
重視する考え方

1 p.39

見方・考え方

個人や社会全体の
幸福を重視する考え方

2

1

動機と結果の考え方3 私たちは、公共的な空間をよりよくしていくために、
どのような判断基準で行動すればよいのだろうか。

学習
課題

　一
いっ
般
ぱん
的に嘘

うそ
はよくないものであると考えられている。しかし、人間関係を円

えん
滑
かつ

にするためにつく嘘はどうだろうか。例えば、あなたは友人Aから友人 Bの悪
口を聞いたとしよう。友人Aと友人 Bはとても仲がよく、親友のように見えて
いたのだが、あなたは果たしてこの悪口を友人 Bに伝えるべきであろうか。

読み
解き

もしあなたが左のような状
じょう

況
きょう

に直面したら、友人Bに対して嘘をつく
か、真実を話すか、どちらの選

せん

択
たく

をするだろうか。

嘘をつくことの是非について

・真実を話さずにいれば、Aと Bの人間
関係は良好に保てるため、嘘

うそ
をつくべ

きだ。
・真実を話すと自分はAからの信

しん
頼
らい
を失

い Bも傷つき不利益が大きいため、嘘
をつくべきだ。

・嘘をついた場合、Aと親友どうしだと
思っている Bを欺

あざむ
くことになり、自分

も後
こう
悔
かい
を抱

かか
えることになるので、真実

を話すべきだ。
・いかなる場合でも、嘘をつくことは適
切ではないので、真実を話すべきだ。

Ye
s No

1 自分だけに通用するものではなく、すべて
の人に、どのようなときでも通用する普

ふ
遍
へん
性

をもったものでなければならないという道徳
法則を説いた。

2 イギリス経験論の学者の一人であるアダム
=スミス（➡ p.145）は、自己のなかに存在する
中立的な立場である「公平な観察者」が肯

こう
定
てい
で

きる程度に、自分の行動や感情を抑
よく
制
せい
するこ

とによって共感を引き起こすことが重要であ
ると説いた。ここでいう「共感」は、他者を他
者として尊重することを意味するものであり、
苦しんでいる他者に対してその気持ちになろ
うとする「同情」とは異なる。

8　快の計算　社会全体の幸福度は、快と不
快の合計で計算される。上の例ではＡの方が
不快が多いが、快の総量はＢより多くなる。

1

A B
快（100）快（100） 快（70）快（70）不快（30）不快（30） 不快（10）不快（10）

70
60

－ －

正しい嘘は存在する？  思考実験導入

あなた

あなた

友人A

友人 B

僕
ぼく
、 友 人 B と
よく一緒にいる
けど、本当は嫌
いなんだよね。

友人Aは、
僕
ぼく
のことについて
何か言っていた？

（何と答えたらい
いのかな…。）
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数の最大幸福｣こそが望ましいと考えた。こうした行為の結果である個人や
社会全体の幸福を重視する考え方は、功

こう
利
り
主義とよばれる考え方の出発点で

もある。またこの考えの下では、実行可能な選
せん
択
たく
肢
し
と予測される結果を比

ひ
較
かく

し、個人や社会の幸福を最大化する行為がよい行いと判断される。その後、

イギリス出身のミルが、快にも質があり、精神的な快がより高級だと述べる
など、功利主義の議論は発展し、帰

き
結
けつ
主義という考えにつながっていった。

　　　　　　　　　　例えば、人間関係や物事をうまく収めるためには嘘
うそ
も

必要である、という「嘘も方便」の考え方は、嘘をつくべ

きではないという義務論の立場からは否定されてしまう。一方、限られた資

源や財源を社会的な少数者に与
あた
えるような施

し
策
さく
は、多数派の利益にはつなが

りにくいとして、功利主義でも幸福の総量だけを重視する立場からは否定さ

れかねない。このように、よい行いの判断基準に最善のものはなく、その

時々の状
じょう
況
きょう
によって個別に検討し、判断していく必要がある。

　そして、このような義務論や功利主義の問題を乗り越
こ
えようと、現代では

異なるアプローチとして、徳
とく
倫
りん
理
り
学が登場している。徳倫理学は、行為の動

機や結果を問題にするのではなく、行為をする人間のあり方を問題にし、勇

気や正義、節
せっ
制
せい
、思いやりといった徳をもつ人になること、つまりその人のあ

り方自体を磨
みが
くことで、複雑な現実に立ち向かおうとする態度を重視している。

　今まさに、かつて徳について議論を重ねた先人たちとの時代を超
こ
えた対話

が、公共的な空間を生きる私たちに求められている。

3

見方・考え方 p.36、39

行為をする人間に
注目する考え方

3

p.37

p.28

「よい行い」を判断する二つの考
え方を、本文から探そう。

確 認

感情が数値化され、AI によっ
て常に「最大多数の最大幸福」が
提示される社会の実現を望む
か、あなたの考えを説明しよう。

説 明

3 もとはスコットランドの哲
てつ
学
がく
者ハチスン

（1694 〜 1746）の著書で示された言葉。ベン
サムは後に著書で「最大幸福の原理」と記した。

思想家

カント（1724～ 1804） ベンサム（1748～ 1832） ミル（1806～ 73）

主著 『純
じゅん
粋
すい
理性批判』『実

じっ
践
せん
理性批判』など 『道徳および立法の諸原理序説』など 『功利主義論』『自由論』など

思想の特
とく

徴
ちょう

ドイツ（現在のロシア、カリーニングラード）出
身の哲

てつ
学
がく
者。人間は経験によるものではなく、

理性に基
もと
づく道徳法則に従うべきとする義務論

の考え方の基
き
礎
そ
を築いた。「～したければ、～

せよ」という条件つきの仮
か
言
げん
命
めい
法
ほう
ではなく、「～

すべき」という無条件に命じる定
てい
言
げん
命法がその

前提となる。そして理性ある存在を人格とし、
それを目指す共同体を「目的の国」とよんだ。

イギリス出身の哲学者・法学者。人間はその経
験から快（快楽）を求めて不快（苦痛）を避

さ
けると

し、快の量が不快の量を上回ることを幸福とす
る功

こう
利
り
主義の考えを築いた。個人の快の総和が

社会全体の快になる「最大多数の最大幸福」の考
えの下

もと
、社会全体の幸福の実現を目指した。な

お、ベンサム自身は社会的少数者への公平さを
重視した功利主義を説いていた。

イギリス出身の哲学者・経済学者で、ベンサム
の功利主義の考え方を修正した。快には個人差
があり、計測できる量的な快（感覚的快楽）と、
計測できない質的な快（精神的快楽）に分けるこ
とができるとした。そして、人間の精神的側面
である質的な快を、より高いものとして重視し
た。ミルの考えを端

たん
的
てき
に表した言葉に「満足し

たぶたであるよりも、不満足な人間の方がよ
い。満足したおろか者よりも、不満足なソクラ
テスの方がよい。」がある。

8　近代西洋の主な思想家2

8　埋
う

め立ての申
しん

請
せい

が取り下げられた鞆
とも

の浦
うら

（広島県）　交通渋
じゅう
滞
たい
の解消などを目的に浜

はま
の

一部を埋め立てる計画に対し、住民から訴
そ
訟
しょう

が起こされた。裁判所は、景観は国民の財産
であるとして、埋め立ての差し止めを命じた。

3

第
1
部
　2
章

31
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「公共的な空間」のあり方を学び、 課題を解決する力を育む教科書特色
① よりよい「公共的な空間」を築くための「第 １部 公共の扉」

嘘をつくことの是非につ
いて、賛成の立場と反対
の立場の主張を例示する
ことで、自身の考えを深
められるようにしていま
す。

1

思考実験
課題の本質や論点を把握
することを目的に、さま
ざまな思考実験を掲載し
ています。想像力を働か
せたり、多様な立場で考
えたりすることで、多面
的・多角的に思考する力
を育み、複雑な課題に向
き合う力を養えるように
しています。

思考実験

ページ テーマ（全10テーマ）

p.27 自分の羊を増やすべきか？
「共有地の悲劇」

p.28 「正義」を実現するケーキの
分け方は？

p.30 正しい嘘は存在する？

p.32 成功するために環境はどれ
くらい重要か？

p.35 形式的な礼を守ることに意
味はある？

p.36
人々の快適な生活と生態系
の維持、どちらを優先する
べきか？

p.38 限られた資源を誰に、どの
ように配分すべき？

p.42 多数決は万能か？

p.58
選挙に男女別の枠を設ける
のは適切な配慮か、過度な
優遇か？

p.128 核兵器の削減が進まないの
はなぜ？

4●第１部では、「公共的な空間」の概念やそのあり方について理解を深め、そこで生じる諸課題に
ついて考えるための視点や方法を身につけられるようにしています。
●本文ページでは、課題の解決に向けて考える際の手がかりとして、どのような視点や方法があ
るのかを身近な事例や丁寧な説明から学べるようにしています。

「よい行い」の定義のあ
いまいさを問いかけるこ
とで、「公共的な空間」に
おける判断基準について
考えられるようにしてい
ます。

2

義務論と功利主義につい
て、高校生にも分かりや
すい平易な文章で説明し
ています。

3

実社会では義務や幸福
だけが判断基準となるわ
けではないことに触れ、
行為をする人の徳を重視
する「徳倫理学」のアプ
ローチについても取り上
げています。

5

章第1 章第２ 章第３見通し
ページ 公共的な空間を

つくる私たち
公共的な空間における人間
としてのあり方・生き方

公共的な空間における
基本的原理

振り返り
ページ

「公共」の見方・考え方特 設 部の
振り返り

部の
見通し

第2部、
第3部へ

本文ページ

第1部の見取り図　見通し➡本文ページの学習➡振り返りを通して学習内容が定着するようにしています

「公正などの義務」「個人や社会全体の幸福」
の視点を、次の特設ページで活用 

▲p.30-31
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見方・考え方見方・考え方
公共 のの

限られた資源を誰に、どのように配分すべき？  思考実験

　あなたは小さな病院の医師である。近くの森林公園でハイキングをしていた複数のグループのうち 5名が蛇
へび

にかまれ、あ
なたの病院に運ばれてきた。蛇は毒をもっている可能性が高いが、毒を中和する血

けっ

清
せい

（免
めん

疫
えき

抗
こう

体
たい

）は病院に 1つしかなく、30
分以内に接種しないと症

しょう

状
じょう

が急変し重
じゅう

症
しょう

化するおそれがあるようだ。不足している 4名分の血清を分けてもらえるよう、近
きん

隣
りん

の病院に依
い

頼
らい

をしたが到
とう

着
ちゃく

には 30分以上かかるという。医師であるあなたは、どのような対応をとるべきだろうか。

生命倫理について考える

生命に優先順位をつけることは許されるか？

　血
けっ

清
せい

を接種する人をどのように決めるべきか、　を参考に考えてみよう。
　❷１つしかない血清を接種する場合、誰

だれ

に接種するべきか、　を参考に考えてみよう。
❶ 1

2

8　新型コロナウイルスのワクチン接種受付の様子　
（2021 年）　医

い
療
りょう
体制の維

い
持
じ
などのため、医療従事者

や妊
にん
婦
ぷ
、基

き
礎
そ
疾
しっ
患
かん
がある人を優先して接種が行われた。

3

誰
だれ
かを選ぶことは、同時に誰かの
接種をあきらめることでもあるた
め、自分の意思で決めることは難
しい。くじ引きで平等に決める②
の方法がよいと思う。

すぐに死に至る病気ではないよう
だから、胎

たい
児
じ
や妊

にん
婦
ぷ
への影

えい
響
きょう
を考

え、Bさんに接種すべき。重
じゅう
症
しょう
化

のリスクに応じて判断することが
重要だと思う。

ワークシート

血
けっ

清
せい

の接種方法

① 自分の判断で接種対象者1人を決める。

② くじ引きで接種対象者 1人を決める。

③ 1 人分の血清を5人に分けて接種する。
血清の効果が全く出ない可能性もある。

④
近
きん
隣
りん
の病院から血清が届くのを待ち、5

人分の血清がそろってから全員に接種
する。全員が重

じゅう
症
しょう
化する可能性もある。

8　血
けっ

清
せい

の接種方法1

接種を必要としている患
かん

者
じゃ

Ａ
さ
ん

10 代男性、
小学 5年生 Ｄ

さ
ん

40 代女性、
古くから
つきあいの
ある友人Ｂ

さ
ん

20 代女性、
妊
にん
娠
しん
6か月

Ｅ
さ
ん

50 代男性、
会社経営者で
病院への
寄付を
申し出ている

Ｃ
さ
ん

30 代男性、
消防士で
Aの父親

8　接種を必要としている患
かん

者
じゃ

2

ステップ 1 この問題をどう考える？
　資源が十分に存在し、誰

だれ

もがその資源にアクセスでき
る社会は理想かもしれない。しかし実社会では資源の希
少性があり、限られた資源をどのように分配するかを判
断しなければならない場面も多い。ここではまず、蛇

へび

に
かまれた患

かん

者
じゃ

への対応を求められた医師、という設定の
思考実験を通して、あなたなりに選

せん

択
たく

や判断の基準を設
け、限られた血

けっ

清
せい

をどのように用いるべきか考えよう。

p.141

3

12

ステップ 2-1 公正などの義務を重視する視点で考える
　公正などの義務を重視する考え方では、行

こう

為
い

がどのよ
うな結果になるにせよ、行為の動機に普

ふ

遍
へん

性があるかど
うかが判断基準となる。これを踏

ふ

まえると、医師として
の義務に基

もと

づき 5人全員を救おうとする動機には普遍
的な公正さがあるようにも思えるが、全員が重

じゅう

症
しょう

化する
可能性を容

よう

認
にん

する判断は普遍化できないという見方も
あるだろう。

p.30

38
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実社会における優先順位 〜トリアージの事例〜
　すべての生命を救うことが最善であることはもちろんだが、左の思考実験のように、次善策を求められることが避

さ

けられ
ない場面もある。実社会では、特に緊

きん

急
きゅう

性のある災害現場などにおいて、傷病の程度や緊急度に応じて医
い

療
りょう

の優先順位をつけ、
搬
はん

送
そう

・治
ち

療
りょう

を行うトリアージが行われることがある。トリアージは、助かる生命は救うべきという普
ふ

遍
へん

性のある動機による
義務論的な判断基準と、生命に優先順位をつけることで助かる生命（幸福）を最大化しようという功

こう

利
り

主義的な判断基準が絡
から

み合う行
こう

為
い

の一つと考えることができる。

● トリアージの考え方に関するさまざまな意見

　❸上の①～④の意見は、それぞれ　のA～ Eのどの考えに近い発言か考えてみよう。
　❹「人工呼吸器を必要とする患

かん

者
じゃ

の数が、用意できる人工呼吸器の数を上回った」という状
じょう

況
きょう

では、医
い

療
りょう

措
そ

置
ち

の優先順位づけをどの
ように判断するべきか、　のA～ Eからあなたの考えに近いものを選び、選んだ理由について周りの人と意見交

こう

換
かん

をしてみよう。

5

5

8　トリアージの考え方に基
もと

づいた救護訓練　トリ
アージは、フランス語の「triage：選別」に由来する。
4

救命できる可能性が
高 い 人 を 優 先

よ り 若 い 人 を 優 先

救命後に一定以上の期間
生 存 す る 人 を 優 先

感染のリスクを負い
最前線で働いていた人を優先

優先順位をつけずに先着順

100％80604020
強く賛成する
33.8％

賛成する
62.0

21.6

18.9 63.2 16.9

58.4 18.5
1.2
0.3

反対する 4.0

強く反対する 0.1
その他 0.1

0

0.8
0.2

1.6
26.9 58.3 12.9 0.3

23.8 51.7 22.1
2.2
0.2

A

B

C

D

E
〔医学界新聞〕（2020年）

4　人工呼吸器が不足
した場合のトリアージ
原則の考え方に関する
意識調査　新型コロナ
ウイルス感

かん
染
せん
症
しょう
の拡大

が深刻化した時期に
は、病

びょう
床
しょう
や人工呼吸器

の不足が大きな問題と
なり、治

ち
療
りょう
対象の優先

順位が議論された。

5

自身が感
かん
染
せん
者となるおそれがあることも顧

かえり
みず、患

かん
者
じゃ

に接してきた医師や看護師、薬
やく
剤
ざい
師などは優先的に医

い

療
りょう
を受けられるよう配

はい
慮
りょ
すべきだ。

①
肺
はい
炎
えん
など全身状態が重

じゅう
症
しょう
な人には医

い
療
りょう
を施

ほどこ
しても病状

がよくならないことも多いため、効果的な治
ち
療
りょう
が可能

で、回復の見
み
込
こ
みが大きい人が優先されるべきだ。

②

回復後の人生が長い方が、人生の各年
ねん
齢
れい
におけるさま

ざまな役割（ライフ・ロール、➡p.20）を経験できる。
この観点に基

もと
づいて医

い
療
りょう
の優先度を判断すべきだ。

③
同じ医

い
療
りょう
を施

ほどこ
した場合でも、基

き
礎
そ
疾
しっ
患
かん
や悪性腫

しゅ
瘍
よう
など

がある人はほかの症
しょう
状
じょう
を併

へい
発
はつ
するリスクもあるので、

そうした患
かん
者
じゃ
は医

い
療
りょう
の優先度を下げるべきだ。

④

生命に優先順位をつけることは許されるか、というテーマについて、公正などの義務
や、個人や社会全体の幸福を重視する視点を活用して考えよう。それを通して、実社
会の諸課題に対する選

せん

択
たく

や判断のあり方について、考えを深めよう。

ナビ
・�公正などの義務
・�個人や社会全体の幸福

活用する視点

ステップ 3 あなたの考えを深めよう
　生命倫

りん

理
り

が問われるトリアージのように、実社会では
解決すべき課題や実現すべき幸福に優先順位をつけな
ければならない場面も多い。そんなとき助けとなるのが
他者の存在である。自分と異なる価値観をもつ他者との
対話を踏

ふ

まえて、誰の、どのような幸福を優先すべきか
考えよう。それを通して、実社会の諸課題に対する選択
や判断のあり方について、考えを深めよう。

p.27

p.15、28

ステップ 2-2 個人や社会全体の幸福を重視する視点で考える
　思考実験のような状

じょう

況
きょう

は実社会でも起こりうる。その
例の一つであるトリアージは、助かる可能性のあるすべ
ての生命を救うという義務ではなく、結果的に助かる生
命を少しでも多くしようという幸福の最大化を重視す
る考え方に基づく。救えない生命が存在するような場合
には、幸福のあり方や判断基準が切実性をもって問われ
ることになる。

45

p.31

p.28

第
1
部
　2
章

39
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「公共的な空間」のあり方を学び、 課題を解決する力を育む教科書特色
①

多様な主張を確認するこ
とで、多面的・多画的に考
察できるようにしています。

1

ステップ2では、教科書
p.30-31で学習した「公
正などの義務」を重視す
る視点と、「個人や社会
全体の幸福」を重視する
視点の両方から考察する
ことを促しています。

2

ステップ３では、ステップ２
での考察を踏まえ、実社
会ひいては「公共的な空
間」の課題をどう解決す
べきか、考えを深められ
るようにしています。

5

●第1部特設ページ「『公共』の見方・考え方」では、本文ページで学習した「公共的な空間」における見方・
考え方を、アクティブ・ラーニングのなかで活用することで、より理解を深められるようにしています。
●高校生にも分かりやすいテーマを通して、課題を考察する力を養えるようにしており、第２部以
降では、ここで習得した視点や方法を活用できるようにしています。
●章末に設置することで、本文ページの学習を振り返りながら学べるようにしています。

思考実験で確認した状況
を、実社会の事例と関連
づけて考察できるように
しています。

4

各テーマで活用する視点
を示しています。

3

ページ テーマ（全４テーマ）

p.24-25 幸福に生きるためには何が重要か？

p.36-37
人々の利益を環境保護
よりも優先させてよい
か？

p.38-39 生命に優先順位をつけることは許されるか？

p.58-59 クオータ制を義務化するべきか？

章第1 章第２ 章第３見通し
ページ 公共的な空間を

つくる私たち
公共的な空間における人間
としてのあり方・生き方

公共的な空間における
基本的原理

振り返り
ページ

「公共」の見方・考え方特 設 部の
振り返り

部の
見通し

第2部、
第3部へ

本文ページ

第1部の見取り図　各章末の特設で、「公共的な空間」における見方・考え方を深められるようにしています

よりよい「公共的な空間」を築くための「第 １部 公共の扉」

第１部で身につけた課題解決に向けた視点
および考察する力を第２部で活用

▲p.38-39
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　　　　　　　　　　日本は、外国へ多くの自動車を輸出しているが、原油

などの資源や大豆などの農作物の多くを輸入に頼
たよ
ってい

る。自国の資源と技術だけで経済活動を賄
まかな
うよりも、貿易を通じて、生産が

得意なものを外国に売り、逆に、自国にないものや生産が難しいものを外国

から買うほうが、より豊かな経済へと発展させることができる。

　貿易によって国際分業が進み、それぞれの国が得意でない分野の生産を減

らして得意な分野の生産に特化することが、世界全体の生産効率を高めるこ

とになる。この考え方は比
ひ
較
かく
生産費説（比較優位の概

がい
念
ねん
）とよばれる。貿易に

よる分業の利益は、自動車などの工業製品を生産する先進国とその原材料を

生産する発展途
と
上
じょう
国との間で行う垂直的分業や、互

たが
いの国が異なる工業製品

を輸出し合う水平的分業によって得られる。
　また、米の消費量が多い国もあれば、小麦の消費量が多い国もあるように、

農作物や製品に対する需
じゅ
要
よう
も各国で異なる。このような国内市場と国際市場

での需要の違
ちが
いを生かして貿易することも互いの利益になる。

　近年では、同じ業種内での貿易も拡大している。同業種の完成品どうしの

貿易においては、同じ自動車や電子機器でも品質やデザインに差をつけるな

どして、差別化された製品が取り引きされている。

　貿易量が多いほど得られる利益は多いので、本来、貿易に何の制限もかけ

ない自由貿易がすべての国にとって望ましいとされる。しかし、安価な外国
製品が国内市場に流入したことで激しい競争にさらされた結果、雇

こ
用
よう
が失わ

なぜ貿易を
するのか

125 Column

3

p.197、201

国際経済のしくみ1 私たちが国家間で貿易を行っているのはなぜなのだろ
うか。

学習
課題

　日本では品目によって違
ちが
いはみられるものの、多くの食料を輸入しており、貿

易によって私たちの食生活が支えられている。

読み
解き

あなたの身の回りでは、どのような輸入
品があるだろうか。

8　日本の食料自給率2

米 大豆
魚

（食用）野菜

国産
98％

93

国産 7％

国産
59％

41

2

国産
80％

20
❶ ❷ ❸ ❹

※品目別自給率（重量ベース） 〔農林水産省資料〕（2021年度）

①両国が自動車１台・小麦１tを生産した場合

自動車１台
の生産に必
要な労働力

小麦１tの
生産に必要
な労働力

生産量

Ａ国
（60人） 20人 40人

Ｂ国
（180人） 120人 60人

両国の
合計

自動車＝２台
小麦＝２ t

⬆Ａ国は小麦よりも自動車を、Ｂ国は自動車よりも
小麦を少ない労働力（比較優位）で生産できる。

②両国が比較優位な財に特化して生産した場合

自動車の
生産にあ
たる人数

小麦の生
産にあた
る人数

生産量

Ａ国
（60人） 60人 0人

Ｂ国
（180人） 0人 180人

両国の
合計

自動車＝ 3台
小麦＝ 3 t

⬆両国が比較優位な財に特化（専念）すると、両国
の合計生産量は増加する。

8　比
ひ

較
かく

生産費説3

4　和食の例1
●❶❶

●❷❷

●❸❸
●❹❹ 和食の食材はどこから来ている？導入

192

第 66節 経済のグローバル化 節の
問い

私たちは、国際経済の持続的な発展に向けて、
どのような取り組みができるのだろうか。

中学校との関連 貿易　貿易摩擦　為替レート

192-193 第2部_3章_6節-1.indd   192192-193 第2部_3章_6節-1.indd   192 2024/10/16   11:342024/10/16   11:34

5

10

15

20

国際情勢の変化と原油価格

　原油の価格は、産油国の生産状
じょう
況
きょう
や世界経済の景気のよしあしなど、国際情勢

によって変化している。日本は原油のほとんどを輸入に頼
たよ
っており、原油価格の

変化は国内の経済に大きな影
えい
響
きょう
を与
あた
える。原油価格が高

こう
騰
とう
すると、電気料金やガ

ソリン価格の上
じょう
昇
しょう
につながるほか、

企
き
業
ぎょう
の生産・輸送費用が上昇すれ

ば商品の価格上昇にもつながり、
私たちの生活にも影響が及

およ
ぶ。

　2008 年には世界金
きん
融
ゆう
危機

（リーマン・ショック、➡p.203）
によって景気が悪化し、原油の需

じゅ

要
よう
も低下したため原油価格は大き
く下がった。近年は新型コロナウ
イルス感

かん
染
せん
症
しょう
の拡大や、ロシアに

よるウクライナ侵
しん
攻
こう
によって価格

が乱高下している。

CColumnolumnCColumnolumn
深める

れる産業が生じるなど、個々の立場から見れば、自由貿易によって不利益を

受ける人々もいる。こうした問題に対して、国内産業を保護する目的で外国

製品に関税をかけたり、輸入を制限したりする保護貿易政策がとられる。結
果として、国どうしが対

たい
抗
こう
措
そ
置
ち
を取り合い、貿易摩

ま
擦
さつ
が生じることもある。

　　　　　　　　　　貿易による取り引きに伴
ともな
ってお金の流れが生まれる。

アメリカではドル、中国では人民元、ヨーロッパの多く

の国ではユーロといったように、外国では日本の円とは異なる通貨（外貨）が
使われており、貿易の決済でもこれらの多様な通貨が使われる。

　例えば｢１ドル 100 円｣は、１ドルが 100 円と等しい価値であることを示

しており、この円と外貨との交
こう
換
かん
比率のことを外国為

かわせ
替相場（為替レート）と

よぶ。現在の日本は、為替レートが刻々と変動する変動相場制を採用してい
る。変動相場制の下

もと
では、為替レートは、財やサービスの価格と同様に、各

国の通貨が交換される外国為替市場での需要と供給によって変動する。

　　　　　　　　　　一国に入ってくるお金と外国へ出ていくお金を記録し

たものを国際収支とよび、経常収支、金
きん
融
ゆう
収支、資本移

転等収支に分けられる。経常収支は、輸出や外国証券への投資などの結果と

して外国から得た収入が、輸入などを通じて外国へ支
し
払
はら
った金額より少なけ

れば黒字となる。経常収支の黒字分は、国外の生産拠
きょ
点
てん
や外国証券のほか、

外貨準備などの対外資産の取得に使われ、金融収支として計上される。日本

は長らく経常収支の黒字が続いており、世界最大の対外資産を保有している。

p.187

異なる通貨
による決済

p.195

WORD

国際収支
6 p.194 国家間で貿易が行われている理

由を、本文から探そう。
確 認

「日本の農業を守るために保護
貿易を進めるべき」という考え
に対して賛成か反対か、あなた
の意見を説明しよう。

説 明

38.1

自動車

〔日本国勢図会〕（2021年）

合計
83兆
914億円

合計
84兆

8750億円

輸出

輸入

機械類

％

12.9

鉄鋼 4.6
自動車部品 4.3

その他

その他

プラスチック 3.6

36.5

50.0

機械類
25.1％

石油
10.7

液化ガス
5.9

医薬品 5.0衣類 3.3

8　日本の貿易品目5

外国為
かわせ
替市場は特定の取り引き場所があるわけ

ではない。ウェリントン（ニュージーランド）、
シドニー（オーストラリア）、東京、ロンドン（イ
ギリス）、ニューヨーク（アメリカ）といった順
に、毎日地球の自転に合わせて世界各地の市場
が開かれていくため、インターネットなどを通
じて 24時間取り引きを行うことができる。

外国為替市場WORD：

第一次所得収支
（海外投資の収益など）

第二次所得収支
（国際機関への拠出金など）

貿易・サービス収支経常収支

金融収支
（外国企業への投資や株式の取り引きなど）

資本移転等収支
（インフラ整備の援助など）

（財の輸出入やサービスの取
り引きなど）

国
際
収
支

8　国際収支の主な項
こう

目
もく

6

湾
岸
戦
争

イ
ラ
ク
戦
争
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ドル／バレル

※WTI原油のスポット価格

1990 95 10 15 20 23年052000
〔米国エネルギー情報局資料〕

ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

         

感
染
症
の
拡
大

リ
ー
マ
ン・シ
ョッ
ク

8　原油価格の推移4
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「公共的な空間」のあり方を学び、 課題を解決する力を育む教科書特色
① 13の主題ごとに社会の課題に迫る「第２部 よりよい社会の形成に参画する私たち」

第２部の構成と13の主題

●本文ページでは、概念的事項について定義を明確にしたうえで、本質的な部分から丁寧
に解説しており、社会のしくみがよくわかるようにしています。

第
２
章  

私
た
ち
と
政
治

第
１
章  

私
た
ち
と
法

第
３
章  

私
た
ち
と
経
済

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節見通し
ページ

振り返り
ページ

実社会の諸課題特 設

第3部へ第1部

章の
振り返り

章の
見通し

本文ページ

第2部の見取り図（第3章を例に）　見通し➡本文ページの学習➡振り返りを通して学習内容が定着するようにしています

身近な「食事」を導入として、貿
易についてイメージできるよう
にしています。

1
難しい用語も丁寧な説明と、分
かりやすい図解で解説していま
す。

2
「保護貿易の是非」という実社会
の課題について、考察や議論を
促す問いを設置しています。

3

主題 ③ 第３節
司法参加の意義

主題 ② 第２節
契約と消費者の権利・責任

　　　　　　　　　　p．82-83
死刑制度は続けるべきか？

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．75
意図しない定期購入は解約できるか？

実社会の諸課題

主題 ① 第１節
法や規範の意義と役割

　　　　　　　　　　p．69
同性婚は法的に認められるべきか？

実社会の諸課題

主題 ⑥ 第３節
日本の安全保障と防衛

主題 ⑩ 第３節
財政の役割と社会保障の課題

主題 ⑬
第６節
経済のグローバル化
 ➡本資料p.13

主題 ⑤ 第２節
主権国家と国際政治

主題 ⑨ 第２節
金融の働き

主題 ⑫ 第５節
社会の変化と職業選択

　　　　　　　　　　p．124-125
日本の安全保障はどうあるべきか？

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．172-173
持続可能な医療制度をどのように実現するべきか？

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．208-209
外国企業の誘致による地域活性化を進めるべきか？
� ➡本資料p.14-15

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．118-119
内戦状態の国に国際社会は介入するべきか？

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．162-163
日本銀行もデジタル通貨を発行するべきか？

実社会の諸課題

　　　　　　　　　　p．190-191
あなたの職業選択についてどう考えるか？

実社会の諸課題

主題 ④ 第１節
政治の役割と政治参加

　　　　　　　　　　p．108-109
国会議員に定年制を導入するべきか？

実社会の諸課題

主題 ⑧ 第１節
市場経済の機能と限界

　　　　　　　　　　p．154-155
公共施設の運営を民間企業に任せるべきか？

実社会の諸課題

主題 ⑦ 第４節
国際社会の課題と日本の役割

　　　　　　　　　　p．134-135
SDGｓのどの目標から着手するとよいか？

実社会の諸課題

主題 ⑪ 第４節
労働者の権利と雇用・労働問題

　　　　　　　　　　p．180-181
労働者の権利と義務はどうあるべきか？

実社会の諸課題

●学習指導要領の内容B「(ア)法」「(イ)政治」
「(ウ)経済」に章を、学習指導要領で示され
た13の事柄や課題に節を、それぞれ対応さ
せています。

●各節の最後には特設ページ「実社会の
諸課題」を設置し、各主題に関連する
実社会の課題について、考察を深めら
れるようにしています。

第1部と本文ページの学習を特設ページで活用

▼p.192-193
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外国企業の日本への進出・誘致の現状

　❶　〜　から、近年の外国企
き

業
ぎょう

の日本への進出状
じょう

況
きょう

について読み取ってみよう。4 6

　　　　経済のグローバル化と地域経済の持続可能性について考える

外国企業の誘致による地域活性化を進めるべきか？
主題⑬

8　熊本県に進出した台
たい

湾
わん

の半導体メーカーの工場
（2024 年）　この半導体メーカーの進出による熊本県へ
の経済波

は
及
きゅう
効果は、2022 年からの 10年間で約 7兆円

に上るという試算もある。国内の半導体関連企
き
業
ぎょう
の熊本

県への進出や、新規雇
こ
用
よう
の創出が見

み
込
こ
まれている。

1

8　千葉県に進出したアメリ
カの ICT 企

き

業
ぎょう

のデータセン
ター（2023年）

2

外国企業

国・地方自治体

誘致 雇用

直接投資
（日本に進出）

事業展開

販売

労働者 消費者

日本

8　外国企
き

業
ぎょう

の誘
ゆう

致
ち

のイメージ　日本は外国からの直
接投資拡大に向けて取り組んでいる。
3

8　日本の直接投資残高の推移4

2000

32.3

日本から外国への直接投資残高

6.1

274.7

46.2
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兆円
300
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0
22 年

外国から日本への
直接投資残高

〔日本銀行資料〕

8　日本への直接投資残高の地域別割
わり

合
あい

5

ヨーロッパ
42.9％

その他 2.4

アジア
24.1

北米
24.1

中南米
  6.5

〔財務省資料〕（2022年）

8　日本への直接投資残高の業種別割
わり

合
あい

6

金融・保険業
39.4％

10.39.7

7.6

5.5

7.5

その他
20.0

輸送機械器具化学・医薬

通信業

電気機
械器具

サービス業

〔財務省資料〕（2022年）

ワークシート

ステップ 1 この問題をどう考える？
　急速に進展するグローバル化のなかで、優秀な人材や
安い人件費、高い技術力、効率的なサプライチェーンの
構築、巨

きょ

大
だい

な市場などを求めて国外へ進出する企
き

業
ぎょう

は少
なくない。日本では地域経済の活性化のために、外国企
業の誘

ゆう

致
ち

も進められている。外国企業の誘致とその影
えい

響
きょう

について考えてみよう。

4〜6

3

ステップ 2-1 個人や社会全体の幸福を重視する視点で考える
　外国企業を日本に誘致することで、新たな雇

こ

用
よう

が生ま
れたり税収が増えて公共サービスが充

じゅう

実
じつ

したりするこ
となどによる幸福の増加分と、誘致によって地域住民の
生活や既

き

存
そん

の産業などに悪影響が生じるという幸福の
減少分を合算し、個人や社会全体の幸福が最大限になる
ような選

せん

択
たく

・判断を行うべきだという意見がある。

127

8 p.31
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外国企業が進出した地域のその後 ～世界の例～

外国企業の誘致に関するさまざまな意見

　❷ A、Bには、それぞれ「賛成」「反対」のどちらが入るか考えてみよう。また、あなたの考えを、上の賛成・反対の座標軸
じく

に位置づ
けてみよう。

　❸外国企業の誘
ゆう

致
ち

のメリットとデメリットを、「労働者」「地元住民」「地方自治体」など立場を変えて考えてみよう。

　　　　経済のグローバル化と地域経済の持続可能性について考える

外国企業の誘致による地域活性化を進めるべきか？
主題⑬

4　ベトナムに進出した
日本企

き

業
ぎょう

の 商 業施
し

設
せつ

（2014 年）　この企業は
日本でつちかったノウハ
ウを生かして、生

せい
鮮
せん
食品

や総菜の品ぞろえを充
じゅう
実
じつ

させたり、衛生水準の高
い店づくりをしたりして
地域の人々に新しい価値
を提供し、ベトナムでの
出店を拡大させている。
一方で、出店が増えるこ
とで、伝統的な景観や文
化が損

そこ
なわれるのではな

いかという懸
け
念
ねん
もある。

7 4　多
た

国
こく

籍
せき

企
き

業
ぎょう

の工場が
入ったビルの倒

とう

壊
かい

現場
（2013 年　バングラデ
シュ）　世界的なファッ
ションブランドの縫

ほう
製
せい
工

場が多数入居していたこ
のビルでは、多くの労働
者が劣

れつ
悪
あく
な環

かん
境
きょう
で働かさ

れていた。ビルは老
ろう
朽
きゅう
化

で以前から倒壊の危険性
が指

し
摘
てき
されていて、倒壊

により甚
じん
大
だい
な被

ひ
害
がい
が生じ

た。この事故は労働者の
人権問題に目が向けられ
るきっかけとなった。

8

A. 意見 B. 意見

外国企
き
業
ぎょう
を日本に誘

ゆう
致
ち
することで、新たな雇

こ
用
よう
が生み

出され、地域経済が活性化する。また、地方自治体の
税収が増えて公共サービスが充

じゅう
実
じつ
するなど、人々の生

活の向上も期待できる。

外国企
き
業
ぎょう
のやり方がもち込

こ
まれることで、周辺の環

かん
境
きょう

や伝統への配
はい
慮
りょ
が十分になされず、地域社会に悪影

えい
響
きょう

が及
およ
ぶ可能性がある。また、景気が悪化すれば撤

てっ
退
たい
す

るリスクもあり、必ずしも地域に根づくとは限らない。

外国企
き

業
ぎょう

の誘
ゆう

致
ち

による地域活性化を進めるべきかについて、個人や社会全体の幸福を
重視する視点、公正などの義務を重視する視点などから考えよう。それを通して、経
済のグローバル化と地域経済の持続可能性について、考えを深めよう。

ナビ
・個人や社会全体の幸福
・公正などの義務

活用する視点

ステップ 3 あなたの考えを深めよう
　企業の国際競争が進むなかで、経済のグローバル化は
今後も進展していくことが予想される。こうした国際的
な動きは身近な生活にも影響を及

およ

ぼしている。外国企業
の誘致による地域活性化を進めるべきかを考えること
を通して、経済のグローバル化と地域経済の持続可能性
について、考えを深めよう。

ステップ 2-2 公正などの義務を重視する視点で考える
　外国企業を日本に誘致することで、たとえ社会全体の
幸福が最大限になっても、地域の住民や企業、労働者の
権利が損

そこ

なわれることがあっては公正とはいえない。企
業は利益を追求するばかりでなく社会的責任も果たす
べきであり、誘致は地域社会との調和と持続可能性とい
う観点からも検討されるべきだという意見もある。

p.30
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「公共的な空間」のあり方を学び、 課題を解決する力を育む教科書特色
①

熊本県に進出した半導体
メーカーなど、新しい事
例を取り上げています。

1

各テーマで活用する視点
を示しています。

4

●第2部の特設ページ「実社会の諸課題」では、各主題に対応した実社会の13の課題について、
第１部で学習した視点や方法を、アクティブ・ラーニングのなかで活用しながら考察できるよう
にしています。
●資料読解や言語活動を通して、主権者として主体的に選択・判断するために必要な思考力や判
断力を養えるようにしています。
●節末に設置し、本文ページの学習を振り返りながら学べるようにしています。

複数の資料を掲載し、資
料活用能力も養えるよう
にしています。

2

第1部で学習した「個人
や社会全体の幸福」を重
視する視点と、「公正など
の義務」を重視する視点
の両方から考察したうえ
で、自身の考えを深めら
れるようにしています。

3

世界の例を挙げ、外国企
業の進出が地域にもたら
した影響や問題点などを
踏まえて、自身の考えを
まとめられるようにして
います。

5

賛成・反対それぞれの意
見を紹介し、自身の考え
をまとめるうえで参考に
できるようにしています。

6

個人の考えだけではな
く、多様な立場から考察
することで、社会全体で
合意形成を目指す姿勢
を育めるようにしていま
す。

7

13の主題ごとに社会の課題に迫る「第２部 よりよい社会の形成に参画する私たち」

第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節見通し
ページ

振り返り
ページ

実社会の諸課題特 設

第3部へ第1部

章の
振り返り

章の
見通し

本文ページ

第2部の見取り図（第3章を例に）　各節末の特設で、実社会の諸課題について考察できるようにしています

第１部、第２部の学習を生かして
第３部の課題探究学習へ

▲p.208-209
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1．公的年金制度の現状
・�日本は少子高

こう
齢
れい
化が進み、社会保険料を納める働き手

が減る一方で、給付を受ける高齢者が増加している。

1．ゲノム編集技術の現状
・�技術進歩により、生物の設計図である全遺伝情報（ゲノ
ム）を自在に改変することが可能となっている。

2．公的年金制度に関する論点
・�公的年金制度は、世代を超

こ
えて高齢者を支える世代間

扶
ふ
養
よう
のしくみをとっているが、給付と負担のバランス

に世代間で大きな格差があるともいわれる。
・�年金受給者は、現行制度を前提に保険料を納め続けて
きた。また、これまでに受給開始年

ねん
齢
れい
が 60 歳

さい
から 65

歳に引き上げられている。もしも給付水準を下げたら、
生活が困難になる高齢者が出てくるおそれもある。
・�公的年金制度を持続可能なものにするために、どのよ
うな取り組みが求められているだろうか。
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予測値

年度

年金
医療
福祉、その他

〔国立社会保障・人口問題研究所資料、ほか〕

8　社会保障給付費の推移1

8　年金支給日に混雑する銀行（2020年）2

子 供 の 運 動 能 力 を 向 上
さ せ る 目 的 で の 利 用

生 ま れ つ き の 重 い
遺 伝 性 の 病 気 を 予 防
す る 目 的 で の 利 用

賛成
47％

8 19 70

反対
22

その他 4

どちらとも
いえない
27

3

〔国立成育医療研究センター資料〕（2022年）

8　受精卵
らん

へのゲノム編集技術の利用に対する意見4

8　ゲノム編集技術を使い特定成分を増やしたトマト（2020年）3

2．ゲノム編集技術の利用に関する論点
・�ゲノム編集技術によって、治

ち
療
りょう
困難だった病気の治療

が可能になるなど、医
い
療
りょう
の進歩が起こっている。また、

農作物の病気への耐
たい
性
せい
や栄養価を向上させることに

よって、世界の食料不足問題の改善も期待されている。
・�一方で、ゲノム編集した農作物が生態系に与える影

えい
響
きょう

が未知数だという問題もある。また、望ましい容姿や
能力をもった子供が生まれるように操作することなど
に対しては倫

りん
理
り
的問題もある。

・�ゲノム編集技術をどう利用していけばよいのだろうか。

どのような公的年金制度が
望ましいか

ゲノム編集技術の利用を
どこまで認めるべきか

探究課題例①　人口減少問題 探究課題例②　生命倫理

224

課題探究学習
探究課題例を見てみよう

探究課題例5

216-225 課題探究学習.indd   224216-225 課題探究学習.indd   224 2025/03/06   11:072025/03/06   11:07

1．地球温暖化対策の現状
・�地球温暖化対策の国際的な枠

わく
組みであるパリ協定では、

「世界の気温上
じょう
昇
しょう
を産業革命前に比べ 2度未満、できれ

ば 1.5 度以下に抑
おさ
える」という目標が掲

かか
げられている。

1．AI の活用の現状
・�AI（人工知能）の技術進歩によってさまざまな分野で人
手不足の解消や業務効率化、生産性向上が進んでいる。

中国
31.7％

その他
32.2

アメリカ
13.6EU

7.7
インド
6.8

5.0
3.0

ロシア
日本

世界計
335.7億t

〔IEA資料〕（2021年）

8　国・地域別の二酸化炭素排
はい

出
しゅつ

割
わり

合
あい

5

10億ドル
2000

1500

1000

500

0
30年2021

96

1847

22 23 24 25 26 27 28 29

予測値

〔総務省資料〕

8　世界のAI 市場規模の予測7

8　地球温暖化などへの対策を求める人 （々2023 年　スイス）6 8　自動運転で走行するバス（2022年）8

2．国際社会におけるさまざまな立場
・�発展途

と
上
じょう
国では、過去に多くの温室効果ガスを排

はい
出
しゅつ
し

てきた先進国が地球温暖化の責任を負うべきであると
いう意見が根強い。一方、先進国では、世界が一丸と
なって対応することが必要だと認

にん
識
しき
されている。また、

海面上昇によって水
すい
没
ぼつ
の危機に直面している島国に

とっては、ほかの国以上に喫
きっ
緊
きん
の課題となっている。

・�国によってさまざまな立場があるなか、地球温暖化対
策にどのように取り組むべきだろうか。

2．AI の活用に関する論点
・�AI を活用した自動運転は、運転の難しい高齢者などの
移動手段や、公共交通機関の維

い
持
じ
が難しい地域におけ

る交通手段として期待されている。一方で、自動運転
車が事故を起こした場合に、誰

だれ
が責任を負うのかといっ

た問題もある。また、AI による文章や画像、音楽など
のコンテンツの生成も可能となったが、これらが既

き
存
そん

の著作物の著作権を侵
しん
害
がい
してしまう可能性もある。

・�AI の活用にあたって、どのようなルール作りが求めら
れているだろうか。

国際社会は地球温暖化対策に
どのように取り組むべきか

AI の活用には
どのような課題があるか

探究課題例③　地球環境問題 探究課題例④　情報

第
3
部

225

ここでは課題探究学習の探究課題例を紹
しょう
介
かい
します。よりよい社会を形成していくために、解決すべき実社会の課題はほかにも

数多くあります。これらの例を参考にして、あなたの課題探究学習を進めていきましょう。

216-225 課題探究学習.indd   225216-225 課題探究学習.indd   225 2025/03/06   11:072025/03/06   11:07

3第 部

持続可能な社会づくりの
主体となる私たち

持続可能な社会を形成していくために、さまざまな解決すべき課題に対して
私たちはどのように取り組んでいけばよいのだろうか？

第3部
の
問い

第 3部の構成

　探究課題の設定
　情報の収集・読み取り・分析
　考察を深める
　自分の考えの説明・論述
　探究課題例

1

2

3

4

5

　第 3部は、課題探究学習を実
じっ
践
せん
する部である。第 1

部で学習した現代社会の見方・考え方や、第 2部で学
習した法・政治・経済の知識や技能などを活用して、
みずから探究課題を設定し、情報を集め、レポートを
作成する。一連の課題探究学習を通じて、社会参

さん
画
かく
に

必要な力を養おう。

第３部では何を学ぶのか

8　グループでの話し合い1

8　課題探究学習の成果発表2

部の部の見通し見通し

214

214-215 第3部扉.indd   214214-215 第3部扉.indd   214 2024/10/16   15:372024/10/16   15:37

「公共的な空間」のあり方を学び、 課題を解決する力を育む教科書特色
① 第１部、第２部の学習を深める「第３部 持続 可能な社会づくりの主体となる私たち」

課題の設定、情報の収集・読み取り・分析、レポートの作
成方法など、課題探究学習の流れを手順ごとに丁寧に
解説しています。

1

●第１部、第２部の学習を生かして、科目のまとめとして、生徒自身が問いを設定し、課題探究学習
を行えるようにしています。
●課題探究学習を行うことで、実社会ひいては「公共的な空間」に参画していく力を養えるよう
にしています。

「人口減少問題」「生命倫理」「地球環境問題」「情報」
といった、実社会ひいては「公共的な空間」の課題に対
し、生徒が探究した事例を紹介しています。

2

探究課題
の設定

情報の収集・
読み取り・分析

考察を
深める

自分の考えの
説明・論述

社会の形成者
としてみずから
学び考える力

第1部
第2部

第3部の見取り図

例えば、「どのような公的年金制度が望ま しいか」という探究課題には、第１部で身につけた「公正などの義務」「個人や社会全体の幸福」の視点や、第２部の学習で身
につけた知識や技能と課題を考察する力 を活用して探究できるようにしています。

3

▲p.214

▲p.224-225
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10

15
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　　　　　　　　　　私たちはさまざまな立場の人で構成される公共的な空

間で生きている。そのため、互
たが
いの権利を尊重しつつ社

会生活を営んでいくためには、守るべきルールやきまりが必要となる。こう

したルールやきまりを社会規
き
範
はん
という。

　社会規範にはさまざまな種類がある。例えば、｢お年寄りに席を譲
ゆず
ろう｣と

いった呼びかけは、道徳やマナーといわれる。また、職業によっては、特に

高い倫
りん
理
り
が求められる場合もある。さらに、国によっては、レストランやホ

テルなどでチップを渡
わた
すことが慣習になっていることもある。こうした道徳

や倫理、慣習などは、宗教によって支えられていることも多い。

　そして、道徳に反する行動をすれば、人としてのあり方を疑われたり良心

が痛んだりすることがある。また、慣習を守らなければ、その社会に受け入

れられないおそれもある。

　こうした社会規範のなかでも法（法律など）は、最終的には刑
けい
罰
ばつ
や不利益な

取り扱
あつか
いを伴

ともな
うことで強制力をもつ。

　　　　　　　　　　法には人々の権利を制限する面があることから、原則

として民主的に作られたうえで、誰
だれ
に対しても平等に適

用され、適正に取り扱われなければならない。例えば同じ法律の違
い
反
はん
でも、

人によって違反にならなかったり、刑罰が異なったりすると、法の適用が平

等・適正だとはいえない。

　しかし、私たちの日常生活のあらゆることが法で縛
しば
られているわけではな

公共的な空間
と法

p.10

1

2 Column

1

3

法の及ぶ範囲

社会規範と法1 私たちの社会には、どのような社会規
き

範
はん

や法があるの
だろうか。

学習
課題

　エスカレーターでは急ぐ人のために片側（東京などでは右、大阪などでは左）を
空けるという習慣が自然と行われてきた。しかし事故への懸

け
念
ねん
から、近年は条例

などで歩行を禁止する動きもある。

エスカレーターでの歩行を禁止すべき？

4　片側が空いたエスカレーター
（神奈川県川

かわ

崎
さき

市）
1 読み

解き
誰
だれ

もが安全に利用できるためには、
どのようなルールがよいだろうか。

エスカレーターでの歩行を禁止することについて

・追い越
こ
す人とぶつかりやすく危険だ。

・障がいがあるためにどちらかの側にし
か立てない人もいる。
・利用者への呼びかけだけでは変わらな
いので、法律や条例で規制すべき。

・急いでいるときには片側が空いている
方が時間を短縮できる。
・長年続く慣習として定着している。
・法律や条例などで禁止せず、人々の自
発的なマナーに任せるべき。

Ye
s No

8　マナーと法律　たばこの煙
けむり
による健康被

ひ

害
がい
を防ぐために、条例で路上喫

きつ
煙
えん
を禁じてい

る地方自治体もある。しかし、罰
ばっ
則
そく
を設けて

強制するのは行き過ぎだという意見もある。

2

1 イスラーム（6p.16）には、五行（信
しん
仰
こう
告白、

礼拝、喜
き
捨
しゃ
、断

だん
食
じき
、巡

じゅん
礼
れい
）が守るべき義務とし

て課せられている。

社会規範

道徳
倫理
慣習
宗教

社会生活を営むうえで守ることが求められる

法（法律など）
刑罰などによって
強制力をもつ

8　社会規
き

範
はん

と法　社会規範の内容は、地域
や時代によって異なる。
3

導入

64

第11 節 法や規範の意義と役割 節の
問い

私たちは、社会規
き

範
はん

や法とどのように関
わっていけばよいのだろうか。

中学校との関連 法律

064-065 第2部_1章_1節-1.indd   64064-065 第2部_1章_1節-1.indd   64 2024/09/09   15:282024/09/09   15:28

5

10

15

20

い。私たちはみずからの意思に基
もと
づいて、誰とどこに住み、どのような仕事

に就
つ
くかなどを決め、自由に社会生活を営むことができる。ただし、こうし

た自由にも限界がある。当事者どうしが合意して結んだ契
けい
約
やく
であっても、社

会の秩
ちつ
序
じょ
や一
いっ
般
ぱん
的な道徳観念である公

こう
序
じょ
良
りょう
俗
ぞく
に反するものは無効になる。例

えば、奴
ど
隷
れい
になる、命を売るといった契約は認められるはずがない。また、

権利を濫
らん
用
よう
して他人の権利を侵

しん
害
がい
することも許されない。

　　　　　　　　　　法には上下関係がある。国の最高法規である憲法の下

位に法律、さらに下位には命令、規則、条例などがある。

すべての法律や命令は憲法に適合していなければならない。このため、上位

の法である憲法に下位の法である法律の条文が矛
む
盾
じゅん
したり抵

てい
触
しょく
したりする場

合、その条文は無効になる。

　そして法は、国と私たちとの関係を規律する刑
けい
法
ほう
のような公法と、私たち

の間の関係を規律する民
みん
法
ぽう
や商法などの私法に大別される。また、法律をめ

ぐるトラブルや解
かい
釈
しゃく
は最終的には裁判（訴

そ
訟
しょう
）で決着するが、その手続きを定

めた法を手続法といい、民
みん
事
じ
訴訟法や刑

けい
事
じ
訴訟法がそれに当たる。憲法と民

法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法を一般に六法という。
　そのほか、公法に含

ふく
まれる行政法や、もともと私法だった分野が必要に応

じて国が介
かい
入
にゅう
するようになった社会法があり、社会が複雑化、高度化するに

したがって、行政法や社会法は増える傾
けい
向
こう
にある。国家間の約束である条約

などまで含めると、現在有効な法律や命令などは数え切れないほど多い。

p.66

p.70

p.71

法の分類と種類 6 p.40、229

p.96

p.67、234

p.66、235

p.76

p.66 p.67

4

p.110

社会規
き
範
はん
に当たるものを、本文

から三つ以上探そう。
確 認

法によって強制すべきことと、
社会規

き
範
はん
による規制にとどめて

おくべきことにはどのような違
ちが

いがあるか、説明しよう。

説 明

憲法

法律

政令

省令

規則

国の最高法規

国会が制定

内閣による命令

各大臣による
命令

各機関が
制定

8　法の秩
ちつ

序
じょ

の例　同じ段階の法のなかでは、
後に定められた法が前に定められた法よりも
優先して適用される。

6

法律
公法

社会法 私法 国際私法
行政法 刑

けい

事
じ

法

実 

体 

法

内閣法
国家公務員法
地方自治法
住民税法
国家賠

ばい
償
しょう
法

刑
けい
法
ほう

軽犯罪法

労働基準法
労働組合法
生活保護法
独
どく
占
せん
禁止法

民
みん
法
ぽう

借地借
しゃく
家
や
法

戸
こ
籍
せき
法

商法
会社法
手形法

法の適用に
関する通則法

手 

続 

法
行政事件訴

そ
訟
しょう
法
刑事訴訟法
少年法

民
みん
事
じ
訴訟法

民事執
しっ
行
こう
法

人事訴訟法

破産法

8　法の分類の例　法を分類する視点にはさまざまなものがあ
る。例えば、議会などが制定し明文化されたもの（成文法）と、慣
習などにより法規

き
範
はん
として認められたもの（不文法）。そして、国

内の法規範（国内法）と、国や国際機関の間の法規範（国際法）。さ
らに、権利・義務などの内容に関するルール（実体法）と、裁判の
手続きを定めたルール（手続法）などである。

4

CColumnolumnCColumnolumn
トピック 旅行者と住民との共生に向けて

　近年、国内外からの旅行者が増えるのに伴
ともな
い、その地域の住民との

間でトラブルも増えている。こうしたトラブルは、その地域独自のルー
ルや慣習を旅行者が知らないために引き起こされることもある。そこ
で観光地のなかには、これまで明文化されていなかった地域のルール
を看板などで示すことで、旅行者に理解を求めて、住民との共生を目
指す動きもある。

8　旅行者に守ってほしいルールを示す看板（2020 年　京都府）　横に広
がって歩かないことや、軒

のき
下
した
のちょうちんに触

さわ
らないことなどを求めている。

5

第
2
部
　1
章
　1
節

65
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特色
②

身近な題材から社会への理解を 深める教科書

身近なテーマを導入に
用いることで、社会規
範について具体的にイ
メージできるようにし
ています。

1
新しい事例をコラムな
どで取り上げ、高校生
が社会に興味・関心を
もてるようにしていま
す。（➡本資料p.27）

5

学習内容に関連する実社会の課
題について、対立する意見を示
しています。課題の論点を理解
しやすくなり、みずからの考えも
深められるようにしています。

Yes No　●各見開きにおける導入では、写真・イラスト・資料と、学習内容と実社会を結びつける問いか
ら、高校生の社会に対する興味・関心を高められるようにしています。

●本文は読みやすく分かりやすいように、問いかけや たとえ を用いたり、かみ砕いた表現にした
りしています。

「 学 習 課 題 」はど の
ペ ージ で も「 私 たち
〜」という書き出しで
始め、本文でも「私た
ち」という言葉を各所
に盛り込むことで、高
校生が学習内容とみず
からの関わりを意識で
きるようにしています。

2

概念的用語について
は、本文内で明確に定
義づけしています。

3

本文を補足する側注資
料によって、法の上下
関係に対する理解が深
まるようにしています。

6

社会への興味・関心をひく身近な導入と、 かみ砕いた生徒目線の本文

ページ テーマ（全11テーマ）
p.30 嘘をつくことの是非について

p.32 「社会的な成功には環境より努力のほうが
強く影響する」という意見について

p.35 意識を伴わない形式的な礼を守ることにつ
いて

p.48 ヘイトスピーチ対策に罰則規定を設けるこ
との是非について

p.53 公務員の団体行動権（争議権）について

ページ テーマ（全11テーマ）

p.54 感染者の情報を積極的に公開することの是
非について

p.64 エスカレーターでの歩行を禁止することに
ついて

p.89 緊急事態条項について
p.90 二院制をやめて一院制にすることについて
p.171 ベーシックインカムについて
p.198 EUへの加盟について

たとえ を用いること
で、社会規範という概念
を具体的にイメージで
きるようにしています。

4

▲p.64-65



全
体
構
成

単
元
構
成

特
色
①

特
色
②

単
元
紹
介

関
連
教
材

コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成

20 21

5

10

15

20

　　　　　　　　　　私たちがふだん暮らしている地域の道路や水道の敷
ふ
設
せつ
、

学校の運営、福
ふく
祉
し
事業などについては、国が管理するの

ではなく、それぞれの身近な地域で独自に行政活動が行われる必要がある。

日本国憲法は一章分を地方自治に割
さ
き、「地方自治の本

ほん
旨
し
」を、地方自治体（地

方公共団体）の組織と運営の基準とした。地方自治は｢民主主義の学校｣とい
われる。住民が地方自治体の決定にみずから参加することが、民主主義を担

にな

うための訓練となるという考えがその背景にある。

　地方自治には、団体自治と住民自治との二つの要素がある。団体自治とは、
地方自治体を国から独立させることである。これを地方分権とよび、中央政
府の権力を抑

よく
制
せい
する点で、権力分立のしくみと同じ効果をもっている。これ

によって自治体は、国の法律の範
はん
囲
い
内で、外部からの干

かん
渉
しょう
を受けずに条例や

予算をつくり、行政事務にあたることができる。自治体の首
しゅ
長
ちょう
（知事・市町

村長）と議会は、どちらも住民が直接選挙によって選出する。この二元代表
制の下

もと
では、議会は首長の不信任決議を行うことができ、これに対して首長

は議会の解散権をもち、再選挙の実
じっ
施
し
によって対

たい
抗
こう
できる。

　　　　　　　　　　住民自治とは、住民自身が直接に意思を表明するか、
もしくは代表者である議員を通じて地方の行政を動かす

ことをいい、直接民主制の性格が強くなっている。住民は直接請
せい
求
きゅう
権をもち、

一定数の要求があれば条例の制定・改
かい
廃
はい
（イニシアティブ）、議会の解散や首

長・議員らの解職（リコール）を求めることができる。

地方自治の
考え方

Column

（92条） 3

12

p.41、92

p.65

（94条）

4（93条）

住民の政治参加

p.45、88 6

地方自治の役割4 私たちは、地方自治にどのように関わっていけばよい
のだろうか。

学習
課題

　政治への関心が低い高校生が多
いともいわれるなか、市長との対
話や高校生による議会や身近な地
域のまちづくりに参

さん
画
かく
し、よりよ

い地域づくりに向けて活動する高
校生もいる。
　選挙という方法以外にも、自分
たちの身近な地域の課題解決につ
いて関わることができる機会はた
くさんある。

4　高校生が参加する事業評価（2022 年　東京都
町田市）　高校生も参加して行われる市の事業評価
は行政経営・行政サービスの向上に活用されている。

1 読み
解き

高校生が地方自治に参
画するにはどのような
方法があるだろうか。

8　ブライス（1838～ 1922）　イギリスの政
治学者。地方自治が住民にとって大切な政治
参加の活動であり、その経験が民主主義の実
現につながると考え、「地方自治は民主主義の
学校」という言葉を残した。

3

議会
（議員の任期 4年）
都道府県議会
市町村議会

首長
（任期 4年）

知事
市町村長

不信任決議権

住民

内
閣

総
理
大
臣

総
務
大
臣

自
治
事
務
・

法
定
受
託
事
務
へ
の
関
与

条
例
の
制
定

選
挙

首
長
の
解
職
請
求

議
員
の
解
職
請
求

議
会
の
解
散
請
求

選
挙

選
挙
管
理

　
　委員
会

予算の調製や提出・
拒否権・解散権

事
務
監
査
の
請
求

監
査

監
査

選
挙

主
要
な
職
員
の
解
職
請
求

条
例
の
制
定
・
改
廃
の
請
求

選
任選

任

監
査
委
員

そ
の
他
の
委
員
会

農
業
委
員
会

教
育
委
員
会

人
事
委
員
会

8　地方自治のしくみ4

〔国立青少年教育振興機構資料〕（2020年度）

まあ関心がある
24.8

とても関心がある

9.7％

無回答 0.6

全く関心がない
22.8

あまり関心がない
42.1

8　政策への意見表明活動に対する高校生の意識2

高校生は地方自治にどのように参画できる？導入

96 中学校との関連 地方自治体（地方公共団体）　地方分権　条例　首長　直接請求権　オンブズマン（オンブズパーソン）
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　　　　　　　　　　今、あなたが着ている服や自分の呼び方はどのような

ものだろうか。例えばスカートをはいているかもしれな

いし、自分のことを「僕
ぼく
」と呼ぶかもしれない。しかしスカートをはくのは女

性とは限らないし、また男性だけが「僕」という一
いち
人
にん
称
しょう
を使うわけではない。

「私らしさ」を形づくるうえで、男女の性差はどのような影
えい
響
きょう
があるだろうか。

　かつては、性差で家事や仕事などの役割を分担する意識があったが、近年

では、社会とは性差を超
こ
えて平等な人どうしが協

きょう
働
どう
してつくり上げるものだ

という意識が広がりを見せている。そして日本でも男女雇
こ
用
よう
機会均等法や男

女共同参
さん
画
かく
社会基本法といった法律の制定を通して、社会活動の面では男女

を区別するべきではないという理念が浸
しん
透
とう
しつつある。しかし公共的な空間

では、いまだに「男らしさ」「女らしさ」を分ける意識が残っており、私たち

の悩
なや
みを生むこともある。では、こうした｢らしさ｣はどこでつくられるのだ

ろうか。これについては、生まれた時点でつくられるとする考えがある一方、

日々の社会生活のなかでつくられていくとする考えもある。そして後者の考

えを最もよく示しているのが、フランスの思想家ボーヴォワールによる｢人
は女に生まれるのではない、女になるのだ｣という言葉である。これは、「ら

しさ」は意識や社会制度の面からつくられ続けているという指
し
摘
てき
である。

　　　　　　　　　　男女の違
ちが
いには二つの区分があるとされる。生物学的

な性差としての性別と、社会的につくられた性差として

のジェンダーである。そしてこのジェンダーの視点から既
き
存
そん
の社会のあり方

「男らしさ、
女らしさ」

1

3

p.46、116、175、235

p.46、234

（1908〜86）

性差を
乗り越える動き

1

多様な個性が存在する社会3 私たちは、さまざまな個性が存在する社会を生きるう
えで、どのようなことを心がければよいのだろうか。

学習
課題

　近年、学校の制服が多様化して
きている。この背景には、制服に
学校としての特色を表そうという
考えがある。
　こうした流れのなかで、性差を
感じさせない工

く
夫
ふう
をした制服（ジェ

ンダーレス制服）も開発され、全国
的に導入が進んでいる。これによ
り、性別にかかわらず自由にスラッ
クスやスカートを選

せん
択
たく
できるとい

う学校も登場してきている。

8　性差を感じさせない工
く

夫
ふう

をした制服の例　性別にかか
わらず自由に制服を選べるように、色やシルエット、デザ
インに男女の違

ちが
いが出ないような工夫がされている。

1
読み
解き

ジェンダーレス制服の導入が広がっている背景には、どのような考え
方があるだろうか。

8　LGBT という言葉の認
にん

知
ち

度2
〔電通資料〕

知っている まあ知っている
あまり知らない 知らない

2015年

2018年

2020年

14.7％ 22.9 27.1 35.3

34.4 34.1 16.9 14.6

43.3 36.8 12.0 7.9

日本

2018年＊

「男は外で働き、女は家庭を守るべきだ」

1979年

1997年

2022年

日 本

ア メ リ カ

イ ギ リ ス

フ ラ ン ス

韓 国

＊調査対象：13～29歳

賛成する 72.6％
反対する わからない

反対する わからない

20.4 7.0

賛成する

57.8 37.8 4.4

33.5 64.3
2.2

14.6％ 48.5 36.9

8.2 6.1

6.3

8.6

8.5

85.7

35.7 55.7

26.1

22.2

65.4

71.5

※それぞれ異なる調査

〔内閣府：我が国と諸外国の若者の意識に関する調査、ほか〕

かん こく

8　男女の役割のイメージ3

1 生まれ、種族などを意味するラテン語の
「genus」を語源とする。時代や文化によって
男女の役割は多様であるため、その意味する
ところも異なる。

ジェンダーレス制服はなぜ広がっている？導入

14 中学校との関連 男女雇用機会均等法　男女共同参画社会基本法　ジェンダー　LGBTQ＋　ダイバーシティ　インクルージョン
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多数決は万能か？  思考実験

　クラスの文化祭の出し物を投票によって決めるという場面
を想定してみよう。40 人のクラスで、お化け屋

や
敷
しき
、屋台、

カフェの 3案について、クラスメイト一人ひとりが 1位、2
位、3位の順位をつけた投票を行った結果が1の状

じょう
況
きょう
である。

　例えばこの状況で 1位に選んだ人が多かったお化け屋敷
（18人）とカフェ（14人）で決選投票をすると、屋台を1位に、
カフェを 2位に選んだ 8人がカフェに流れ、お化け屋敷（18

人）の人数を超
こ
えるので、出し物は「カフェ」に決定する。

　このように投票結果が同じでも、採用する意思決定の方法
しだいで結果は変わる可能性がある。

CColumnolumnCColumnolumn
深める

　  多数決のジレンマ1

　  幅広く民意を反映しやすい意思決定方法 ～ボルダルールの考え方～2

　 どの意思決定方法が最善なのでしょうか？Q
　公共的な空間において一つの結論を出す場合は、全員の意
見が完全に一

いっ
致
ち
する可能性は低いため、なるべく多くの人が

満足できる方法を用いることが望ましい。そして、その考え
方に近いといわれる意思決定方法が、ボルダルールである。
ボルダルールでは、例えば 1位に 3点、2位に 2点、3位
に 1点、というように、投票者の志望度順に点数をつけ総
得点によって結論を導く。このため、比

ひ
較
かく
的幅

はば
広
ひろ
く民意を反

映した結果が得やすいという特
とく
徴
ちょう
がある。

　とはいえ、どのような場合においてもボルダルールが最善
というわけではない。意思決定の目的や集団の性質などをよ
く検討し、公正な決定方法を選ぶことを意識しよう。

p.10

3

4

p.26、30、32

　  何事も多数決で決めることが、民主主義においては重要ですよね？Q
　民主主義においては、議論を尽

つ
くしてもなお意見が割れれ

ば、最終的には多数決で意思を決定する。しかし単純な多数
決がより多くの民

みん
意
い
を反映するとは限らない。下の事例のよ

うに決め方しだいで結果は変わってしまう可能性があり、意

p.41

Column

思決定の方法に唯
ゆい
一
いつ
の正しい方法は存在しないのである。

　そのため意思決定においては、単に数の多いほうに決める
のではなく、少数意見を尊重し、異なる立場の人々が十分に
話し合い、合意点を見いだせるような配

はい
慮
りょ
が重要となる。

「1 位がお化け屋
や
敷
しき
、2 位

が屋台、3位がカフェ」と
いう投票をした人が 18人
いるね。

8　投票者の順位づけと人数の内訳1

18 人 14人 8人

1 位 お化け屋
や
敷
しき カフェ 屋台

2 位 屋台 屋台 カフェ

3 位 カフェ お化け屋敷 お化け屋敷

方法 概
がい

要
よう 当選は？

単純多数決 最も多くの人が 1位に選んだ候補に決める

決選投票 1 位に選んだ人が多かった候補の上位
二つに絞

しぼ
り、再投票で決める

最下位除外 最下位に選んだ人が多かった候補を除外し、再投票で決める

8　意思決定の方法と当選結果2

8　ボルダルールに基
もと

づく集計結果3

出し物 1位の人数と得点 2位の人数と得点 3位の人数と得点 総得点

お化け屋
や

敷
しき 18 人×3 点

= 54 点
0人×2 点

= 0 点
（14+8）人×1 点

= 22 点 76 点

屋台 8 人×3 点
= 24 点

（18+14）人×2 点
= 64 点

0人×1 点
= 0 点 88点

カフェ 14 人×3 点
= 42 点

8人×2 点
= 16 点

18人×1 点
= 18 点 76 点

6　2020 年夏季オリンピック・パ
ラリンピックの開

かい

催
さい

地選考（2013
年）　当時の選考は、候補地を一つ
選んで投票し、過半数の得票が出る
まで最下位を除いて投票を繰り返す
最下位除外方式に近い形で行われた。

4

42

なるほど
解 説 多数決のジレンマと近代立憲主義の意義
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1第 章 公共的な空間をつくる私たち
p.10-25 私たちが公共的な空間で自分らしく生きていくために

は、どのようなことが重要なのだろうか。
章の
問い

2第 章 公共的な空間における
人間としてのあり方・生き方

p.26-39
私たちが生きる公共的な空間をよりよくするために
は、何に注目して選

せん

択
たく

・判断していけばよいのだろうか。
章の
問い

1第 部 公共の扉部の
振り返り振り返り

第１部の学習を振
ふ
り返りながら、章の問いに対するあなたの考えをまとめよう。振り返り11

（ア）〜（エ）に適切な語句を入れよう。
 世界の宗教別人口の割

わり

合
あい
（➡ p.17）

多様性を認め合う社会の実現に向けて重要だと思う心構えや社会制度を、理由
とともに考えよう。

知識を整理する 問いを考える

章の問いに対するあなたの考えを、「多様性」という言葉を用いてまとめよう。

問いをまとめる

その他

無宗教
11.1

32.2％

24.9
13.5

6.9

11.1

ユダヤ教
0.2

儒教
0.1

（ア）

（イ）
（ウ）

（エ）

〔The World Almanac and Book of Facts 2023〕（2022年）

（ア）〜（エ）に適切な語句を入れよう。
 近代西洋の主な思想家（➡ p.31）

知識を整理する

章の問いに対するあなたの考えを、「公正などの義務」「個人や社会全体の幸福」
という言葉を用いてまとめよう。

問いをまとめる

「部活動において、引退のかかった試合や大会では、実力にかかわらず年長者
が優先的に出場すべきだ」という意見への賛

さん

否
ぴ

とその理由を、

・ 行
こう

為
い

の動機となる公正など
の義務を重視する考え方

・ 行為の結果である個人や社
会全体の幸福を重視する考
え方

の二つの視点から考えよう。

問いを考える

多
様
性
を
認
め
合
う

社
会
の
実
現

重要だと思う心構えや社会制度 その理由

カ
ン
ト

・�人間は経験によるものではなく、
理性に基

もと
づく 　　　　に従うべき

とする 　　　　の考え方の基
き
礎
そ

を築いた。

ベ
ン
サ
ム

・�快の量が不快の量を上回ることを
幸福とする 　　　　の考え方を
築いた。

ミ
ル

・�快には個人差があり、計測できな
い 　　　　な快（精神的快楽）を
より重視した。

（ア）
（イ）

（ウ）

（エ）

行為の動機となる公正など
の義務を重視する考え方

行為の結果である個人や社会
全体の幸福を重視する考え方

賛成　／　反対 賛成　／　反対
（理由） （理由）
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　　　　　　　　　　私たちが社会の一員としての実感を得る瞬
しゅん
間
かん
はどのよ

うなときだろうか。高校生であっても、例えば学校にお

いて委員会に所属して活動したり、地域において行事の手伝いやまちづくり

の提案をしたりするときなどは、まさに社会の一員として活動している瞬間

といえるだろう。これらの例のように、身の回りのできごとを「他人事」では

なく「自分事」としてとらえ、社会に参
さん
画
かく
していこうとする姿勢が、公共的な

空間を形成する私たちに求められている。

　　　　　　　　　　私たちは、親との関係で「こども」として生きたり、

「職業人」として働いて生きたりなど、年
ねん
齢
れい
によって社会

における自分の立場に応じた役割（ライフ・ロール）をもっており、こうした

役割を果たしていくことは、社会参
さん

画
かく
のあり方の一つとされている。

　それらの役割のなかでも、働くことは、財・サービスを生み出し、それが

ほかの人々に利用され循
じゅん
環
かん
することで社会の維

い
持
じ
と発展につながることから、

重要な社会参画のあり方である。そしてその過程で、働く人は対価を得る。

対価とはお金だけではなく、社会からの信用や感謝、自分自身のやりがいや

生きがいも含
ふく
まれ、社会的に自立して生きるための基

き
盤
ばん
と自信を得ることに

もつながっていく。また、働くことは必ずしも一つの職業に就
つ
いて働くこと

のみを指すものではなく、家庭で家事や育児・介
かい
護
ご
を行うことや、ボランティ

アを通じた地域貢
こう
献
けん
も含まれる。なお、こうした「支

し
払
はら
われない労働」（アン

ペイド・ワーク）を適切に評価することは、ジェンダーや世代の枠
わく
を越

こ
えた、

社会の一員
として

3 Column

p.10

社会参画の
あり方

p.39

p.140

12

p.52

4 p.171

p.14

社会をつくる私たち6 私たちは、よりよい公共的な空間をつくるために、ど
のようなことができるのだろうか。

学習
課題

　高校を卒業してすぐに働く人、
専門学校や大学を出てから働く人
など、働き始める時期に違

ちが
いはあっ

ても、ほとんどの人は近い将来働
くことになる。
　では、私たちは何のために働く
のだろうか。それはお金のためか
もしれないし、やりがいのためか
もしれない。「働く」という行

こう
為
い
に

ついて考えることは、公共的な空
間をどのように生きるか、という
重要なテーマにつながっている。8　国連総会で講演を行う若

わか

宮
みや

正
まさ

子
こ

さん（2018 年）　若
宮さんは勤めていた会社を定年退職した後にパソコン技
術を学び、81歳

さい
でゲームアプリを開発した。「世界最

さい
高
こう

齢
れい
のアプリ開発者」とも称

しょう
された。

1

読み
解き

年
ねん

齢
れい

によって働く目的に違いが生じるのはなぜだ
ろうか。

8　 働く目的は何か2

総 　 　 数

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

お金を得るため 社会の一員として、
務めを果たすため

自分の才能や能力
を発揮するため

生きがいを
見つけるため

無回答

（2022年）〔内閣府：国民生活に関する世論調査〕

63.3 11.0 6.7 14.1 4.9

79.3 5.4 7.6 6.0 1.7

76.9 9.0 8.0 6.1

76.1 5.6 8.4 8.8 1.1

75.2 9.7 6.5 7.7 0.9

61.6 13.4 6.5 15.2 3.3

40.8 15.5 5.3 25.3 13.1

8　地域社会においてどのような活動に参加
したいか
3

34.2

29.2

21.7

20.5

19.9

17.4

19.3

〔内閣府：生涯学習に関する世論調査〕（2022年）

0 5 10 15 20 25 30 35 40%
ス ポ ー ツ ・ 文 化 活 動

育 児 を 支 援 す る 活 動

地域活性化に貢献する活動

子供のための体験活動など

防 犯 ・ 防 災 活 動

学校や教育を支援する活動

参加したいとは思わない

※18～29歳

し えん

こう けん

〈複数回答〉

8　高校生ボランティア（2020 年　熊本県人
ひと

吉
よし

市）　豪
ごう
雨
う
で浸

しん
水
すい
被
ひ
害
がい
を受けた旅館の片づけ

を行っている。

4

「働く」ことの目的は？導入

20 中学校との関連 社会参画　ボランティア
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多様な人々による社会参画のあり方を考える際に重要な視点となる。

　　　　　　　　　　ある職業に就いて、その仕事こそが自分に向いている

と自覚することを職業的同一性とよぶ。そして職業的同
一性の獲

かく
得
とく
には、適切な職業選

せん
択
たく
が欠かせない。とはいえ、高校生である私

たちのなかには、まだ働くということについてイメージが湧
わ
かない人も多い

だろう。そんなときはまず、自分のやりたいこと、得意なこと、適性を見定

めてみよう。例えば、仕事についての情報を集めたり、インターンシップで
実際に仕事を体験したりなど、さまざまな経験によって適性が見えてくるこ

ともある。それに加えて、将来の職業生活などを考え、キャリアをどう形成
していくか、どのような人生を歩みたいかという人生設計も重要である。近

年では、転職も一
いっ
般
ぱん
的となっており、育児や介護が一段落してから働いたり、

本業をもちつつ副業にも挑
ちょう
戦
せん
したりするなど、職業生活には多様な選択肢

し
が

ある。また、さらにその選択肢を増やすために、職業スキルの向上や知識の

学び直しを行うリカレント教育も注目されるようになった。

　将来の職業生活をイメージして進路を考えたり、その進路を実現するため

の学習に励
はげ
んだりすることも立派な社会参画であり、自己実現を達成する方

法の一つでもある。そして自己実現は自分だけの幸福を達成するものではな

い。それは社会の形成者として、社会の幸福に寄
き
与
よ
することでもある。幸い、

私たちの周りには共に社会を支え合う多くの他者がいる。そんな他者と協
きょう
働
どう
し、

互
たが
いに自己実現を図

はか
るために、どのようなことが実

じっ
践
せん
できるか考えてみよう。

キャリア形成と
自己実現

7

p.22、190

p.160

8

1 見方・考え方

自己実現を達成するための方法
を、本文から探そう。

確 認

学校生活や日常生活のなかで、
社会参

さん
画
かく
につながると思う行動

を一つ取り上げ、その理由を説
明しよう。

説 明

1「幸福」に関連する概
がい
念
ねん
として、身体的・精

神的・社会的によい状態にあることをウェル
ビーイング（well-being）という。ウェルビー
イングは短期的な幸福のみならず、生きがい
や人生の意義などの将来にわたる持続的な幸
福を含

ふく
むとされている。

類型 特
とく

徴
ちょう

（関連のある職業）

現実的 機械や物、動物を対象とする仕事や活動
（機械設計技術者・農林水産業従事者など）

研究的 研究や調査などの仕事や活動（学者・研究者など）

芸術的 音楽、芸術、文学など芸術的領域での仕
事や活動（芸能人・作家など）

社会的 人と接したり、人に奉
ほう
仕
し
したりする仕事や

活動（カウンセラーなど）

企
き

業
ぎょう

的 企
き
画
かく
立案や組織運営、経営などの仕事や

活動（経営者・議員など）

慣習的 一定の方式や規則・習慣に従って行うよう
な仕事や活動（プログラマーなど）

8　ホランドの職業興味検査　アメリカの心
理学者ホランド（1919～ 2008）は、人間と職
場を含

ふく
む社会環

かん
境
きょう
は、どちらも六つのパーソ

ナリティ類型に分けられるとした。この検査
手法は、現代の就業支

し
援
えん
でも活用されている。

7

％
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

男性（正規雇用）

男性（非正規雇用）

（2022年）

女性（正規雇用）

女性（非正規雇用）

〔全国就業実態パネル調査〕
15～24 25～34 35～44 45～54 55～64 65歳以上

8　転職経験がない人の年
ねん

齢
れい

別割
わり

合
あい

　2020
年以降の新型コロナウイルス感

かん
染
せん
症
しょう
の拡大に

より、転職を経験する人は増加傾
けい
向
こう
にある。

8

CColumnolumnCColumnolumn
トピック よりよい社会づくりに参画する高校生

　長野県松
まつ
本
もと
工業高等学校では、よりよいまちづくりに向けた市議会議員との意見

交
こう
換
かん
会を定期的に開

かい
催
さい
している。2021年には学校前の県道の交通安全向上が必要

であるとの意見をまとめ、道路標示の新設や塗
ぬ
り直しなどの具体策を盛り込

こ
んだ要

望書を長野県に提出した。これを受け、長野県は減速を促
うなが
す台形のマークと、道路

を狭
せま
く見せるためのドットラインを設け、通学路の安全性向上が実現した。

8　高校生による要望書の提出（2021年）5 8　要望前の道路（左）と実現後の道路（右）6

第
1
部

　1
章

21ここまでの学習を踏
ふ
まえて、章の問いに取り組もう。　➡ p.60「第 1部の振

ふ
り返り」

振り返り
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読み
解き

若者の投票率を上げるに
はどのような方法が効果
的だろうか。

　　　　　　　　　　民主政治の特
とく
徴
ちょう
は、国民が政治に参加できる手段が、

国の制度として設けられているところにある。国民みず

からが政府に対して積極的に働きかけることで、基本的人権をはじめとする

さまざまな権利も、十分に守られるのである。

　日本国憲法は、国民の参政権を保障する手段として国会議員の選挙を定め、
納税額などによる資格を設けず、日本国

こく
籍
せき
をもつすべての成人男女が選挙権

をもつ普
ふ
通
つう
選挙を定めた。選挙権年

ねん
齢
れい
は 2016 年に 18歳

さい
に引き下げられた。

また、各人がひとしく一票を行使する平等選挙となっている。外国に在留す
る有権者による在外投票制度もある。選挙にあたっては、誰

だれ
がどの候補者に

投票したかを明かさない秘密投票を憲法が定め、公職選挙法は候補者らによ
る戸別訪問の禁止と、連座制を定めている。有権者がみずからの意思に基

もと
づ

いて投票することが、代表民主制における政治参加の一
いっ
般
ぱん
的な手段である。

　　　　　　　　　　選挙制度は、一つの選挙区から１人の議員を選ぶ小選
挙区制と、複数の議員を選ぶ大選挙区制とに大きく分け

られる。小選挙区制は、多数の支持を集めた政党の獲
かく
得
とく
議席数を増やす効果

をもつため、政権交代を容易にするが、意見が反映されない死票が多くなる。
これに対して大選挙区制の一種である比例代表制は、各政党の得票数に比例
して議席を配分する。こちらは、選挙結果に意見や利害の多様性をもたらす

ことができるが、多数の政党が並ぶ状態となり、複数の党派による連立政権

が生まれる可能性が大きくなる。

参政権の保障 p.88

p.41

p.5312 （15条）

3

WORD

選挙制度の特徴
とその課題

p.99、107

国民の政治参加と選挙6 私たちは、意見をより政治に反映するために、どのよ
うな制度を活用できるのだろうか。

学習
課題

　近年、投票率を上げるために、
さまざまな工

く
夫
ふう
が行われている。

例えば、期日前投票所をショッピ
ングセンター内に設けたり、投票
所の開設時間を長くしたりしてい
る。また、飲食店などが協力して、
投票するとさまざまな特典を受け
られる取り組みもある。
　さらに、より投票しやすくなる
ように、インターネットによる投
票を望む声もある。

投票率アップの方法はあるか？

4　バスのなかで投票をする高校生（2022 年　
福井県）　高校生が気軽に投票できるように、
小型バス内に移動期日前投票所が設けられた。

1

日本の選挙制度について規定した法律（1950
年制定）。公正な選挙のため、さまざまな規制
がある。例えば、有権者の自宅を直接訪問して
投票を依

い
頼
らい
する戸別訪問は禁止されている。ま

た、選挙運動の責任者が買収などで有罪となれ
ば、候補者本人の当選も無効になる（連座制）。

公職選挙法WORD：

制度 内容

期日前
投票制度

仕事や旅行、レジャー、冠
かん
婚
こん
葬
そう
祭
さい
などの理

由で当日に投票できない場合は、選挙期日
前に投票できる。

不在者
投票制度

出張や旅行などで名
めい
簿
ぼ
登録地以外の市区

町村に滞
たい
在
ざい
している場合は滞在先で、病院

や老人ホームに入院・入所中の場合は、そ
の施

し
設
せつ
内で投票できる。

在外
投票制度

外国に住んでいても日本の国政選挙に参加
できる。

郵便等
投票制度

身体に重度の障がいがある場合は、自宅な
どで投票用紙に記

き
載
さい
し、郵便などによって

選挙管理委員会に送付することで投票でき
る。

洋上
投票制度

日本国外を航海する船
せん
舶
ぱく
の船員や実習生な

どは、洋上からファクシミリ装置を使って不
在者投票ができる。

8　さまざまな投票制度3

〔明るい選挙推進協会資料〕

％
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30
0

17 21年14120905032000

61.96 61.96 

60代70代

20代
全体

55.9355.93

10代
43.2143.21

36.5036.50

71.4371.43

8　衆議院議員選挙の年代別投票率の推移2

導入
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特色
②

身近な題材から社会への理解を 深める教科書

高校生によるボランティア活
動や政治参加の写真など、同
世代の活躍を目にすること
で、社会への参画意識を喚起
できるようにしています。

1 行為の動機と結果の考え
方について、高校生にも
身近な部活動に関連して
考えられる問いを設定し
ています。

4

ジェンダーレス制服を導
入資料として取り上げ、多
様性を認め合う社会につ
いて考えられるようにし
ています。

2

高校生にも身近な「文化
祭の出し物を投票で決め
る」という事例をもとに、
多数決のあり方について
考えられるようにしてい
ます。

3

身近な題材で学習意欲を高める工夫

社会参画を身近に
感じられる題材

●高校生に近い世代が登場する資料を多数掲載し、 
社会参画をより身近に感じられるようにしています。 高校生にも身近な題材 ●高校生にも身近な題材やテーマを多数掲載し、学習内容

を自分ごととして考えられるようにしてます。

▲p.20（第１部第１章６ 社会をつくる私たち）
▲p.21（第１部第１章６ 社会をつくる私たち）

◀p.96
　（第２部第２章第１節４ 地方自治の役割）

◀ p.102
　（第２部第２章第１節６
　国民の政治参加と選挙）

◀p.14
　（第１部第１章３
　多様な個性が存在する社会）

◀p.42
　（第１部第３章なるほど解説

多数決のジレンマと
　近代立憲主義の意義）

◀p.60
　（第１部 部の振り返り）



全
体
構
成

単
元
構
成

特
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①
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②

単
元
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介

関
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コ
ン
テ
ン
ツ

見
開
き
構
成

22 23

　自分の住むまちでは、大型ショッピング
モールの建設が検討されているらしい。建
設をめぐっては、さまざまな意見がある。
放送部では、文化祭に向けて、この話題に
関してインタビューをし、ニュース番組を
つくることにした。どのような取り上げ方
をすればよいだろうか…。

1 ニュース番組をつくってみよう① インタビューから考えよう

インタビューはどのようなことに気をつけて扱
あつか
えばよいですか？

インタビューには、事実と、その人の主張の両方が含
ふく
まれていることがあります。事実

には客観的な根
こん
拠
きょ
があります。一方、主張は、その人の願望や価値判断、利害関係によ

る感情などが含まれており、人によって異なります。主張には主観が入っているため、
事実とは区別して扱わなければいけません。

Q
�A

架
か
空
くう
のニュース番組

をつくる活動を通し
て、情報を発信する
際や、情報を受けと
る際の注意点を学ん
でみましょう。

大型ショッピングモールの建設に関するインタビュー

①引
ひ

っ越
こ

しする予定
もうすぐ大学卒業で遠くのまち
に引っ越しする予定だから、自
分には関係ないな。

建設予定地の近くに
住む大学生

⑤商店街が寂
さび

れる
ショッピングモールにお客をと
られてしまって、商店街が寂れ
てしまう。

建設予定地の近くで
商店を営む経営者

⑥建設工事を受注したい
オープンが決定したら、建設工
事が増えそうだ。仕事を受注で
きるようにがんばろう。

建設予定地の近くの
建設業者

⑦よい面と悪い面がある
ショッピングモールができると
まちがにぎわうのはよいけれ
ど、問題も起こりそう。

建設予定地の近くに
住む女性

⑧家族で楽しめる
いろいろなお店が入り、家族で
遊びに行ける場所が増えるのは
楽しみだ。

建設予定地の近くに
住む家族

④買い物するのが楽しみ
人気ブランドのお店もたくさん
入るそうだ。早くオープンして
ほしいな。

建設予定地の近くに
住む若者

③商店街のほうが便利
車もないし、慣れた商店街のほ
うが便利なのに。商店街のお店
がつぶれないか心配。

建設予定地の近くに
住む高

こう
齢
れい
者

②渋
じゅう

滞
たい

が心配
近所にできると道路の渋滞や騒

そう

音
おん
で迷

めい
惑
わく
だよ。子供も小さいの

で不安だな。

建設予定地の近くに
住む家族

❶インタビュー①〜⑧について、建設をめぐる事実に関する部分に下線を引いてみよう。
❷インタビュー①〜⑧は、建設に「賛成」「反対」「どちらともいえない」のどれだろうか。下の表に書き出してみよう。

賛成 反対 どちらともいえない

賛成の主張でもその理由
は人によってさまざまで
す。また、同じような立
場でも賛成、反対が異な
ることもあります。

100

ステップステップステップ
18歳18歳へのへの18歳への

こんなときどうする？

情報の発信について考える

メディア・リテラシーを身につけるには？
ポ イ ン ト

事実と主張の違
ちが
いを理解しよう。

情報の選
せん
択
たく
によって、伝わり方が異

なることを理解しよう。
メディア・リテラシーの重要性を理
解しよう。

ワークシート
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2 ニュース番組をつくってみよう② インタビューを選んでみよう

3 メディア・リテラシーについて考えよう

A案
●④ ●⑧ ●③

B 案
●② ●① ●⑦

下のＡ案、Ｂ案は、「建設予定地の近くに住む人の声」というタイトルで取り上げる 1①〜⑧のインタビューとその順番である。
❸�Ａ案、Ｂ案は建設に肯

こう
定
てい
的な内容か、否定的な内容かそれぞれ選んでみよう。

❹Ａ案、Ｂ案を比
ひ
較
かく
して気づいたことを挙げてみよう。

情報を伝える際は、どのようなことに気をつけたらよ
いですか？
伝えたいことと、伝わったことが異なる場合もあります。伝え
る側は根拠にしている内容がそろっていればうまく伝わると思
いがちですが、内容の順番が変わると受けとる側の印象が全く
異なることもあります。また、情報を発信する際は、情報モラ
ルにも気をつけましょう。

Q

�A

ニュースをテレビなどで視
し
聴
ちょう
したり、新聞で読んだりす

るときは、どのようなことに気をつければよいですか？
放送局や新聞社によって主張に違

ちが
いがあることを知っておく必

要があります。そのうえで、実際の事実とニュース番組に込
こ
め

られた主張とを分けて考えることが大切です。気になる事
こと
柄
がら
は、

複数のニュース番組や新聞で確
かく
認
にん
することが重要です。

Q

�A

なぜメディア・リテラシーが大切なのですか？
情報通信技術が発達した現代には、膨

ぼう
大
だい
な情報があふれていま

す。ニュース番組では多くの主張が取り上げられる場合もあり、
それには賛成の考え方や反対の考え方、視点の異なる考え方な
ど、さまざまな立場の主張があります。なかには不正確な情報
や虚
きょ
偽
ぎ
の情報もあります。そのため、私たちには情報を適切に

集め、みずから考え、判断する能力（メディア・リテラシー、
➡︎p.99）が求められます。

Q
�A

放送部の部員になったつもりで、ニュース番組をつくってみよう。
❺どのような内容にするか、ニュースのタイトルを考えてみよう。
❻　①〜⑧のインタビューから三つ選び、放送する順に並べてみよう。
❼ほかの人が考えた❺❻と比べて、気づいたことを挙げてみよう。

1

❸Ａ案　建設に（肯
こう
定
てい
的な内容・否定的な内容）

　Ｂ案　建設に（肯定的な内容・否定的な内容）
❹気づいたこと：

❺タイトル：「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
❻　　　　　　　　→　　　　　　　→
❼気づいたこと：

災害時には、その情報がいつ発信され、私た
ちにどのような行動を求めるものか、迫

せま
る危

険の中身はどのようなものかを正確にとらえ
るように努める必要があります。

〔ウェザーニュース資料〕（2022年）

スマートフォン
63％

テレビ
16

ラジオ
12

防災無線 5 パソコン 4

8　災害時の情報入手で初めに使うもの　近年では、行政
も災害時に SNSを活用している（➡︎p.97）。
1
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特設ワークシート
p.100-101 18 歳へのステップ
メディア・リテラシーを身につけるには？

❶インタビュー①～⑧について、建設をめぐる事実に関する部分に下線を引いてみよう。

① 引っ越しする予定(建設予定地の近くに住む大学生)
もうすぐ大学卒業で遠くのまちに引っ越しする予定だから、自分には関係ないな。

② 渋滞が心配(建設予定地の近くに住む家族)
近所にできると道路の渋滞や騒音で迷惑だよ。子供も小さいので不安だな。

③ 商店街のほうが便利(建設予定地の近くに住む高齢者)
車もないし、慣れた商店街のほうが便利なのに。商店街のお店がつぶれないか心配。

④ 買い物するのが楽しみ(建設予定地の近くに住む若者)
人気ブランドのお店もたくさん入るそうだ。早くオープンしてほしいな。

⑤ 商店街が寂れる(建設予定地の近くで商店を営む経営者)
ショッピングモールにお客をとられてしまって、商店街が寂れてしまう。

⑥ 建設工事を受注したい(建設予定地の近くの建設業者)
オープンが決定したら、建設工事が増えそうだ。仕事を受注できるようにがんばろう。

⑦ よい面と悪い面がある(建設予定地の近くに住む女性)
ショッピングモールができるとまちがにぎわうのはよいけれど、問題も起こりそう。

⑧ 家族で楽しめる(建設予定地の近くに住む家族)
いろいろなお店が入り、家族で遊びに行ける場所が増えるのは楽しみだ。

➋インタビュー①～⑧は、建設に「賛成」｢反対｣｢どちらともいえない｣のどれだろうか。下の表に書き出して
みよう。

賛成 反対 どちらともいえない

年  組  番
名前

このページに対応したワークシートをご用意しています。
QRコンテンツ（➡本資料p.36-37）および指導書Webサポー
ト（➡本資料p.38-39）よりダウンロードしてご活用いただけ
ます。

特色
②

身近な題材から社会への理解を 深める教科書

教科書の前のページで学習した、世論とメ
ディアについての知識や技能を踏まえ、実践
的な題材で学べるようにしています。

1

架空のインタビューを並び替えてニュース番
組をつくる活動を通して、情報を発信する際
や受信する際の注意点を、実感をもって理解
できるようにしています。

2

18歳成人に向けて社会で役立つトレーニ ングができる「18歳へのステップ」

ページ テーマ（全10テーマ）

p.22-23 「私」ってどんな人間？

p.56-57 これSNSに投稿していい？

p.68 交通事故を起こしたら？

p.74 契約する前に知っておくべきことは？

p.80-81 裁判員裁判はどのように行われる？

p.100-101 メディア・リテラシーを身につけるには？

p.104-105 投票先はどうやって選ぶ？

p.160-161 将来のお金の計画をどう立てる？

p.178-179 求人票ってどう見るの？

p.226-227 情報収集ってどうやるの？

●特設ページ「18歳へのステップ」では、社会を生きるうえで役立つ実践的な知識や技能をアク
ティブ・ラーニングを交えながら習得できるようにしています。

●主権者教育、法教育、金融・消費者教育、キャリア教育、情報教育など、成年（成人）になるにあ
たり必要とされる知識や技能の習得に向けて、それぞれに対応したページをご用意しています。

ワークシート

▼p.100-101
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　戦後の日本で、1955 年から 93年に至るまで、自由民主党（自民党）が衆参両
院で優位を保ち、ほとんど単独で内閣を組織していた。この体制を、55 年体制
という。政党としての自民党は、党内の派

は

閥
ばつ

どうしが競争しながら、幅
はば

広
ひろ

く業界
団体や利益集団の支持を集めるところにその特

とく

徴
ちょう

があり、官
かん

僚
りょう

機構と密接に協議
しながら政策をつくる慣行を通じ、政界・財界・官界の｢鉄の三角形｣とよばれる
強固な体制を実現した。その結果として政治家の活動は、与

よ

党
とう

も野
や

党
とう

も、支持基
き

盤
ばん

となる地域や団体の利益の実現に終始し、政策は、各団体の利益主張や、権限
を確保しようとする官庁の要求を寄せ集めたものにとどまった。当時の日本経済
が拡大傾

けい

向
こう

にあったことと、冷戦時代の共産主義陣
じん

営
えい

に対する防衛意識が、この
体制を支えていた。
　この体制の下

もと

で金権政治が横行し、ロッキード事件、リクルート事件、佐
さ

川
がわ

急
きゅう

便
びん

事件といった汚
お

職
しょく

事件が続いたことにより、国民の反発を招いた。しかし、当
時の最大野党であった日本社会党（社会党）も不満の受け皿にはなれず、利益集団
との関係が薄

うす

い都市の市民を中心に、無党派層が拡大していった。

　1990 年代に入り、経済が低
てい

迷
めい

してグローバル化も進むと、予算をふんだんに
使って多くの利益要求を満たすことは、難しくなっていった。また冷戦が終わる
と、自民党が反共産主義の姿勢で有権者を引きつけることもなくなってくる。こ
うして、政治に対する不満が高まり、国民が政策によって政権を選

せん

択
たく

する、政党
政治の本来の姿の実現が求められた。

1 自民党支配の特色

p.98

p.99

p.98、103

p.98

2

3

p.89、98

2 連立の時代と首相権力の強化

p.98

8　戦後の日本政治の歩み1 QR戦後史にアクセス

8　ロッキード事件で有罪判決を受けた後に
保
ほ

釈
しゃく

される田
た

中
なか

角
かく

栄
えい

（1983年）　　　　　庶
しょ

民
みん
派として人気を集め、新幹線や地方開発に

力を入れたが、物価高
こう
騰
とう
や金脈問題などで政

治不信を招いた。

2
QR動画

8　主要政党で初めて女性党首となった土
ど

井
い

たか子
こ

（1986 年）　初の女性党首の誕生を
きっかけに、土井を中心とした女性文化人の
会合などが開かれた。

3
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東
久
邇
宮
稔
彦
王

幣
原
喜
重
郎

吉
田
茂（
自
由
党
）

片
山
哲（
日
本
社
会
党
）

芦
田
均（
日
本
民
主
党
）

吉
田
茂（
自
由
党
）

鳩
山
一
郎

石
橋
湛
山

岸
信
介

池
田
勇
人

佐
藤
栄
作

田
中
角
栄

三
木
武
夫

福
田
赳
夫

大
平
正
芳

鈴
木
善
幸

中
曽
根
康
弘

竹
下
登

宇
野
宗
佑

海
部
俊
樹

宮
澤
喜
一

細
川
護
煕（
日
本
新
党
）

羽
田
孜（
新
生
党
）

村
山
富
市（
日
本
社
会
党
）

橋
本
龍
太
郎

小
渕
恵
三

森
喜
朗

小
泉
純
一
郎

安
倍
晋
三

福
田
康
夫

麻
生
太
郎

鳩
山
由
紀
夫（
民
主
党
）

菅
直
人（
民
主
党
）

野
田
佳
彦（
民
主
党
）

安
倍
晋
三

菅
義
偉

岸
田
文
雄

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
、
終
戦（>

Ｐ.
44
）

戦
後
初
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙

第
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

日
本
国
憲
法
公
布（>

Ｐ.
44
）

日
米
安
全
保
障
条
約
調
印（>

Ｐ.
121
）

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
調
印（>

Ｐ.
121
）

日
本
、
国
連（>

Ｐ.
114
）に
加
盟

日
本
社
会
党
統
一
、
自
由
民
主
党
結
成（
55
年
体
制
）

安
保
問
題

国
民
所
得
倍
増
計
画（>

Ｐ.
186
）

沖
縄
返
還

ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク（>

Ｐ.
196
）

第
１
次
石
油
危
機（>

Ｐ.
186
）

日
中
国
交
正
常
化

戦
後
唯
一
の
衆
議
院
任
期
満
了
に
伴
う
総
選
挙

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件

初
め
て
の
衆
参
両
院
同
日
選
挙

国
鉄
民
営
化

社
会
党
委
員
長
に
土
井
た
か
子
就
任
、

　
初
の
主
要
政
党
女
性
党
首
に

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
て
全
国
区
制
の
廃
止
、

　
比
例
代
表
制（>

Ｐ.
102
）を
実
施

消
費
税（>

Ｐ.
166
）導
入（
３
％
）

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
発
覚

Ｐ
Ｋ
Ｏ
協
力
法
成
立（>

Ｐ.
122
）

佐
川
急
便
事
件

初
の「
非
自
民
」連
立
内
閣
誕
生

（
55
年
体
制
崩
壊
）

少
数
与
党
連
立
内
閣
誕
生

阪
神
・
淡
路
大
震
災

小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
実
施（>

Ｐ.
103
）

地
方
分
権
一
括
法
施
行（>

Ｐ.
97
）

介
護
保
険
制
度
実
施（>

Ｐ.
169
）

九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
開
催

郵
政
民
営
化
に
着
手

衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
与
党

　
が
絶
対
安
定
多
数
を
獲
得

個
人
情
報
保
護
法
成
立（>

Ｐ.
54
）

テ
ロ
対
策
特
別
措
置
法
成
立（>

Ｐ.
123
）

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で
民
主
党
躍
進
し
第
一
党
に

（「
ね
じ
れ
国
会
」が
問
題
化
）

北
海
道
洞
爺
湖
サ
ミ
ッ
ト
開
催

政
権
交
代
を
掲
げ
た
民
主
党
が

　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
で
圧
勝

東
日
本
大
震
災

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
で
野
党
が
躍
進
し
、

　再
び「
ね
じ
れ
国
会
」が
問
題
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大

Ｇ
20
大
阪
サ
ミ
ッ
ト
開
催

伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ
ト
開
催
　

平
和
安
全
法
制
成
立（>

Ｐ.
122
）

「
ね
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（1955年以降で政党名が書かれて  
いない首相はすべて自由民主党）

＊1945年8月17日より

主
な
で
き
ご
と

首
相（
政
党
）
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　93 年に、政治資金制度と選挙制度に関する改革をめぐって自民党が分
ぶん

裂
れつ

し、
総選挙の結果、自民党と共産党を除いた細

ほそ

川
かわ

護
もり

煕
ひろ

連立内閣が成立した（55 年体
制崩

ほう

壊
かい

）。翌年に成立した村
むら

山
やま

富
とみ

市
いち

内閣で、自民党は社会党などと連立を組むか
たちで政権に復帰するが、参議院では単独で過半数を占

し

めることができず、以後、
自民党を中心にした連立内閣が続くようになった。
　しかしその間、衆議院での小選挙区制の導入によって、自民党内では派閥の力
が弱まって総裁の指導性が高まり、行政改革による内閣官

かん

房
ぼう

の強化などが行われ
て、首相の権力が強められた。これを背景として、小

こ

泉
いずみ

純
じゅん

一
いち

郎
ろう

首相が強いリーダー
シップを発揮する。小泉首相は国民の広い支持を集め、郵政事業の民営化などの
改革を断行し、５年の長期にわたり政権を維

い

持
じ

した。

　2009 年の総選挙の結果、自民党は初めて衆議院第一党ではなくなり、民主党
を中心とした連立政権が誕生した。民主党政権は政治主導の確立を課題として掲

かか

げたが、衆議院と参議院で多数派政党が異なる「ねじれ国会｣ 状態を解消できず、
政権運営の行き詰

づ

まりによって国民の支持を失って下
げ

野
や

し、民主党も分裂した。
12年の総選挙で自民党が第一党に復帰し、安

あ

倍
べ

晋
しん

三
ぞう

首相の下で、公明党との連
立政権を組織した。安倍政権は、官

かん

邸
てい

主導とよばれる強い指導性を官僚機構に対
して発揮し、アベノミクスと名づけた経済政策によってデフレからの脱

だっ

却
きゃく

を目指
した。外交面では戦後 70 年の談話で先の大戦に関する反省を表明し、CPTPP
の締

てい

結
けつ

では、アメリカに代わりその成立を主導した。安倍首相の退
たい

陣
じん

後も野党へ
の支持は伸

の

びず、政権与党と首相官邸の一強の状態が続いている。

p.103

p.94

4

3 政権交代と残った課題

5

p.188 p.151

p.131 p.199、201

8　郵政改革を進める小
こ

泉
いずみ

純
じゅん

一
いち

郎
ろう

首相（2005
年）　「自民党をぶっ壊

こわ
す」のスローガンの下

もと
、

内閣総理大臣に就任。行政改革を推
お
し進めた。

4

8　衆議院議員選挙大勝と民主党政権誕生
（2009年）　民主党政権は、予算のむだを省
いて新たな財源を生み出すことを公約に掲

かか
げ

た。しかし、十分な財源を生み出せず、子ど
も手当や高速道路の無料化などの主要政策は
撤
てっ
回
かい
に追い込

こ
まれた。また、アメリカ軍普

ふ
天
てん

間
ま
基地の沖縄県外への移設も守られなかった。

5
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多数決は万能か？  思考実験

　クラスの文化祭の出し物を投票によって決めるという場面
を想定してみよう。40 人のクラスで、お化け屋

や
敷
しき
、屋台、

カフェの 3案について、クラスメイト一人ひとりが 1位、2
位、3位の順位をつけた投票を行った結果が1の状

じょう
況
きょう
である。

　例えばこの状況で 1位に選んだ人が多かったお化け屋敷
（18人）とカフェ（14人）で決選投票をすると、屋台を1位に、
カフェを 2位に選んだ 8人がカフェに流れ、お化け屋敷（18

人）の人数を超
こ
えるので、出し物は「カフェ」に決定する。

　このように投票結果が同じでも、採用する意思決定の方法
しだいで結果は変わる可能性がある。

CColumnolumnCColumnolumn
深める

　  多数決のジレンマ1

　  幅広く民意を反映しやすい意思決定方法 ～ボルダルールの考え方～2

　 どの意思決定方法が最善なのでしょうか？Q
　公共的な空間において一つの結論を出す場合は、全員の意
見が完全に一

いっ
致
ち
する可能性は低いため、なるべく多くの人が

満足できる方法を用いることが望ましい。そして、その考え
方に近いといわれる意思決定方法が、ボルダルールである。
ボルダルールでは、例えば 1位に 3点、2位に 2点、3位
に 1点、というように、投票者の志望度順に点数をつけ総
得点によって結論を導く。このため、比

ひ
較
かく
的幅

はば
広
ひろ
く民意を反

映した結果が得やすいという特
とく
徴
ちょう
がある。

　とはいえ、どのような場合においてもボルダルールが最善
というわけではない。意思決定の目的や集団の性質などをよ
く検討し、公正な決定方法を選ぶことを意識しよう。

p.10

3

4

p.26、30、32

　  何事も多数決で決めることが、民主主義においては重要ですよね？Q
　民主主義においては、議論を尽

つ
くしてもなお意見が割れれ

ば、最終的には多数決で意思を決定する。しかし単純な多数
決がより多くの民

みん
意
い
を反映するとは限らない。下の事例のよ

うに決め方しだいで結果は変わってしまう可能性があり、意

p.41

Column

思決定の方法に唯
ゆい
一
いつ
の正しい方法は存在しないのである。

　そのため意思決定においては、単に数の多いほうに決める
のではなく、少数意見を尊重し、異なる立場の人々が十分に
話し合い、合意点を見いだせるような配

はい
慮
りょ
が重要となる。

「1 位がお化け屋
や
敷
しき
、2 位

が屋台、3位がカフェ」と
いう投票をした人が 18人
いるね。

8　投票者の順位づけと人数の内訳1

18 人 14人 8人

1 位 お化け屋
や
敷
しき カフェ 屋台

2 位 屋台 屋台 カフェ

3 位 カフェ お化け屋敷 お化け屋敷

方法 概
がい

要
よう 当選は？

単純多数決 最も多くの人が 1位に選んだ候補に決
める

決選投票 1 位に選んだ人が多かった候補の上位
二つに絞

しぼ
り、再投票で決める

最下位除外 最下位に選んだ人が多かった候補を除
外し、再投票で決める

8　意思決定の方法と当選結果2

8　ボルダルールに基
もと

づく集計結果3

出し物 1位の人数と得点 2位の人数と得点 3位の人数と得点 総得点

お化け屋
や

敷
しき 18 人×3 点

= 54 点
0人×2 点

= 0 点
（14+8）人×1 点

= 22 点 76 点

屋台 8 人×3 点
= 24 点

（18+14）人×2 点
= 64 点

0人×1 点
= 0 点 88点

カフェ 14 人×3 点
= 42 点

8人×2 点
= 16 点

18人×1 点
= 18 点 76 点

6　2020 年夏季オリンピック・パ
ラリンピックの開

かい

催
さい

地選考（2013
年）　当時の選考は、候補地を一つ
選んで投票し、過半数の得票が出る
まで最下位を除いて投票を繰り返す
最下位除外方式に近い形で行われた。

4
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特色
②

身近な題材から社会への理解を 深める教科書

民主主義などの基本的原理や、近代立憲主義の意義について学習する際に、多数決の課題などを取り上
げ、理解を深められるようにしています。

1
見開きを大きく活用した年表で、戦後から今日までの
日本政治の流れを一覧できるようにしています。

2
QRコンテンツにアクセスすることで、年表を端末上
でも閲覧できるようにしています。

3

学習内容を分かりやすく補完する「なるほ ど解説」「戦後史にアクセス」

なるほど解説
●ニュースなどでも耳にする抽象的な概念や理論などについ

て、具体的な資料をもとにQ&A形式で解説し、理解を深
められるようにしています。

戦後史にアクセス
● 戦後の日本と世界の政治や経済の変遷を、年表と解説で振り

返りながら、それまでの学習内容を時系列で整理できるよう
にしています。現在の課題やその歴史的背景がわかります。

ページ テーマ（全７テーマ）
p.34-35 人間のあり方を論じた古代中国の思想家たち
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p.95 世界の政治体制
p.145 政府の大きさをめぐる考え方
p.148-149 企業活動と資金調達
p.152-153 GDPの見方・考え方
p.194-195 国際収支と為替レートの見方
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p.206-207 戦後の国際経済の変遷
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　　　　　　　　　　社会保障の大部分を占
し
める公的年金や医

い
療
りょう
・介

かい
護
ご
の分

野では、高
こう
齢
れい
者が増え、寿

じゅ
命
みょう
も延びていることから、給

付は増加する一方である。少子化が進み子供の数が減るにつれて、現
げん
役
えき
世代

の総数は減少し続けているので、保険料による収入だけでは給付は賄
まかな
えない。

不足分は国の歳
さい
出
しゅつ
から拠

きょ
出
しゅつ
しており、所得税を負担する現役世代の労働者を

圧
あっ
迫
ぱく
している。今後、人口減少社会の進行につれて労働力人口の減少が見

み
込
こ

まれるため、経済成長は鈍
どん
化
か
する。急速な高

こう
齢
れい
化の進展から、社会保障関係

費がさらに財政を悪化させることも危
き
惧
ぐ
されている。

　　　　　　　　　　社会保障の大きな問題は公的年金である。現在の高齢

者や私たちの老後の生活をどう支えればよいのだろうか。

　現在の公的年金は、政府が、現役世代から集めたお金、つまり保険料をそ

のまま高齢者に給付する仕送りのシステム（賦
ふ
課
か
方式）に事実上変わっている。

これは、現役世代のときに納めた保険料を老後に受けとるシステム（積立方
式）とは異なる。もっとも、賦課方式は高齢化が進んで、現役世代の比率が
減り、高齢者の比率が増えると、給付が賄いきれなくなってしまう。

　そこで年金制度の持続可能性を高めるために、年金保険料を引き上げたり、

現役世代の減少や平均余命の延びに合わせて給付を抑
よく
制
せい
したりしている。こ

のため、年金制度は形式的には破
は
綻
たん
しないが、現役世代が減少すれば、給付

額はどんどん切り下げられ、老後の生活水準は下がることになる。

　医療・介護の問題も大きい。医療分野では、医療費の増加を抑制するため、

少子高齢化と
社会保障制度

3

45 p.166

諸課題

持続可能な社会
保障制度に向けて

2

Column

社会保障制度の課題4 私たちは、どのような社会保障制度の課題に直面して
いるのだろうか。

学習
課題

　今の社会では、どのような分野
で社会保障の充

じゅう
実
じつ
が求められてい

るのだろうか。2によると、老後
の所得保障を求める人が全体とし
ては最も多い。一方 29 歳

さい
以下に

限定して見れば、子供・子育て支
し

援
えん
も老後の所得保障と同じくらい

求められているという特
とく
徴
ちょう
がある。

私たちには、限られた財源を何に
支出して何を諦

あきら
めるのかという選

せん

択
たく
が求められている。

4　「子ども食堂」を利用する人々（2019 年）　
子ども食堂では、子供に対して無料または低額
で栄養のある食事を提供している。

1
読み
解き

あなたは2のうち、何を
重視すべきだと考えるか。

8　今後充
じゅう

実
じつ

させる必要があると考える社会
保障の分野
2

〔厚生労働省資料〕（2019年）

老 後 の 所 得 保 障

老 人 医 療 や 介 護

医療保険・医療供給体制など

子 供・子 育 て 支 援

健 康 の 保 持・促 進

雇用の確保や失業対策

0 20 40 60 80％
全体

29歳以下

〈複数回答〉
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0
1960 70 80 90 2000 10 20 30 40 50 60 70年

65歳以上人口

15～64歳人口

0～14歳人口

実績値実績値 推計値推計値

〔国立社会保障・人口問題研究所資料、ほか〕

8　日本の人口構造の推移　近年、日本の総
人口は減少を続けており、2050 年代には 1
億人を下回ると推計されている。

3

社
会
保
障
関
係
費

歳
出
に
占
め
る
社
会
保
障
関
係
費
の
割
合

1970 80 90 2000 21年度10

60

30

50

40

20

10

0

兆円
60

30

50

40

20

10

0

％

歳出に占める社会
保障関係費の割合

社会保障関係費

〔財務省資料〕

14.1

34.734.7

50.2

1.2

8　国の歳
さい

出
しゅつ

における社会保障関係費の推移4

あなたは社会保障に何を求める？導入

170 中学校との関連 少子化　高齢化　バリアフリー　NPO（非営利組織）
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10

15

20

高齢者の自己負担割
わり
合
あい
の引き上げや、保険の適用範

はん
囲
い
の見直しなどが議論さ

れている。介護分野においても、原則 1割の自己負担割合が、所得の多い

人に限り、2割・3割へと引き上げられてきた。

　給付を維
い
持
じ
するためには、社会保障の担

にな
い手を根本から増やす必要がある。

少子化対策として、保育所に入所できない待機児童の解消や、幼
よう
稚
ち
園
えん
・保育

所の無
む
償
しょう
化（幼保無

む
償
しょう
化）などが中心に行われている。また働き手を確保する

ために、主婦や高齢者の就労促
そく
進
しん
も重視されている。

　　　　　　　　　　障がいの有
う
無
む
や年

ねん
齢
れい
などに関係なく、共に社会生活を

営むことが望ましいとする考え方をノーマライゼーショ
ンという。その実現には、障がいのある人などの生活の妨

さまた
げとなる物理的・

精神的な障害を取り除くこと（バリアフリー）が必要であり、建物のバリアフ
リー化や誰

だれ
にとっても使いやすいユニバーサルデザインの製品の普

ふ
及
きゅう
が進め

られている。法律により、障がいのある人や高齢者の雇
こ
用
よう
が企

き
業
ぎょう
に義務づけ

られているものの、積極的に雇用する企業はまだ少ない。政府の取り組みに

も限界がある以上、企業や各種団体が果たす役割は大きくなっている。

　近年では、高齢者の介護や障がい者福
ふく
祉
し
のみならず、子供の支

し
援
えん
などの分

野で、多くの NPO（非営利組織）やボランティアが活動している。働いても
低収入であるワーキングプアの家庭も少なくはなく、その子供が教育や医療

の機会を得られず、世代を超
こ
えて貧

ひん
困
こん
が連

れん
鎖
さ
するといった懸

け
念
ねん
もある。私た

ちも身近なところから、福祉社会に貢
こう
献
けん
することが求められている。

福祉社会の実現
を目指して

p.47

p.15

Non-Profit Organization WORD p.103 1

6

公的年金の賦
ふ
課
か
方式が抱

かか
える課

題を、本文から探そう。
確 認

ベーシックインカムについて賛
成か反対か、あなたの意見を説
明しよう。

説 明

8　国民負担率の国際比
ひ

較
かく

　給付の比率は、
国民が受けとる社会保障給付の国民所得に対
する比率を示している。国民負担率は、国民
が負担する税金と社会保障費の合計の、国民
所得に対する比率を示している。

5

給付の比率（2020年度） 国民負担率＊2（2020年）

フ ラ ン ス

スウェーデン

ド イ ツ

ア メ リ カ

日 　 　 本

イ ギ リ ス
＊1 2019 年度　＊2 日本以外は暫定値

租税負担率 社会保障負担率

69.9％

54.6

54.0

47.9

46.0

32.3

52.1％

38.8＊1

37.6＊1

36.3

30.4

36.7高福祉 高負担

〔財務省資料、ほか〕

福
ふく

祉
し

、環
かん

境
きょう

、まちづくりなどのさまざまな分野
で、営利を目的とせずに活動する民間団体を指
す。1998 年には NPO 法が施

し
行
こう

され、NPO
が法人として活動できるようにするなどのさま
ざまな支

し
援
えん

策がとられている。

NPO（非営利組織）WORD：

8　相対的貧
ひん

困
こん

率の国際比
ひ

較
かく

　相対的貧困率
とは、国民の所得格差を示す指標であり、一
定基準を下回る所得（日本では 1 人世帯で
127 万円、4 人世帯で 253 万円）しか得てい
ない人の割

わり
合
あい

を指す。

6
〔厚生労働省資料、ほか〕＊1 2019年 ＊2 2020年 ＊3 2021年

25
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5

0

％

フランス＊1 スウェーデン＊2 ドイツ＊1 イギリス＊2 日本＊3 アメリカ＊2

貧困率

子供（18歳未満）の貧困率

8.4

11.7

8.8 8.8
10.911.7 11.911.2

15.4

11.5

16.4
18.6

　すべての国民に、働かずとも毎月一定額の給付を行うベーシックインカム
（Basic Income）という社会保障制度がある。フィンランドやオランダでは過去
にベーシックインカムの導入実験が行われた。また、スイスでは、2016 年に導
入の是

ぜ
非
ひ

を問う国民投票が行われたが、反対 76.9% で否決された。
　日本には生活保護制度があるが、生活保護は申

しん
請
せい

と審
しん

査
さ

が必要なため、受給資
格があっても実際には申請していない人も多いとされる。ベーシックインカムで
あれば、こうした人々にも支

し
援
えん

を届けることが可能になると期待されている。ま
た、年金・失業保険、生活保護など
をベーシックインカムで代

だい
替
たい

するこ
とで、複雑な社会保障を簡素化でき
るとする意見がある。
　しかし、実現には、かなりの財源
が必要であることや、既

き
存
そん

の社会保
障制度との整合性をどうするかな
ど、課題も多い。

ベーシックインカムについて考えるCColumnolumnCColumnolumn
深める

ベーシックインカムについて

・従来の行政サービ
スでは支

し
援
えん

が行き
届かない人にも支
援できる。

・社会保障制度を簡
素化し、行政コス
トを削

さく
減
げん

できる。

・実現するには、大
おお

幅
はば

な増税が必要に
なる。

・勤労意欲がなくな
り、働き手や労働
生産性が減少する
おそれがある。

Ye
s No

第
2
部
　3
章
　3
節

171ここまでの学習を踏
ふ

まえて、節の問いに取り組もう。　➡ p.211「第 3 章の振
ふ

り返り」
振り返り
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本文で扱ってい
る用語について、
詳しく解説して
います。

学びやすく、理解が深 まる見開き構成見開き
構成

その見開きを学習す
る意義や、押さえる
べき内容を、問いの
形式で示しています。

４種類に分けています。
トピック…新しい社会の動き	 判例…判例に関する内容
深める…学習を深める内容	 歴史…歴史に関する内容

「学習課題」に関連した問いです。学習を通し
て身につけた知識・技能を活用しながら、思
考力・判断力・表現力を用いて説明します。

●判型をワイドなAB判として、写真や図版、コラム、補足
解説を充実させて、深い学びのための知識を多方面から
補完できるようにしています。

テーマに対して、賛成
する声と反対する声
を例示しています。

中学校で学習した内
容を示しています。

学習の導入として、具体
事例を確認

興味・関心：
見開きで押さえるべき内
容を把握

見通し ：
「学習課題」を意識して、
本文と資料を読解

読　解 ：本文・資料

学びの流れ

学習内容の基本事項を
本文で確認します。

学習の導入部分です。
学習内容と実社会をつ
なぐ事例を複数の資料
とともに取り上げ、読み
解きの問いをもとに考
えられるようにしてい
ます。

読み
解き

学習内容を本文で確認し、習得した知識・
技能を活用して「学習課題」を説明

振り返り ：
▶ ▶ ▶

▲p.170-171
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　　　　　　　　　　今、私たちの生きる社会は、公正だといえるだろうか。

「運も実力のうち」ということわざがあるが、自分を取り

巻く環
かん
境
きょう
はどこまで公正であるべきだろうか。

　人々は公正さを欠いた社会を正しくない状態だと考え、すべての人が平等

な関係で結ばれる社会の実現のために格
かく
闘
とう
してきた。特に17世紀以降、ヨー

ロッパでは、理性に基
もと
づき人を教え導こうという啓

けい
蒙
もう
運動が展開された。こ

の結果、人は生まれながらに平等であるという普
ふ
遍
へん
的な価値観が生まれた。

　　　　　　　　　　20世紀前半には自民族を優
すぐ
れたものとし、自民族を

中心とした社会を形成する動きが世界中で強まった。　

　ドイツではユダヤ人や障がいのある人などを絶
ぜつ
滅
めつ
させようとした過激な全

体主義（ナチズム）が誕生し、みずからとは異なる者を平等の対象とはみなさ
ず、暴力によって彼

かれ
らの声や存在を消去しようとした。

　ナチズムに追われてアメリカに亡命したホルクハイマーやアドルノは、全
体主義の原因が、感情や人間性などを軽視する行き過ぎた理性にあるとし、

啓蒙の欠点を強調した。同じく亡命したアーレントは、命令に従うままナチ
ズムを支えた無責任な官

かん
僚
りょう
であるアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、彼は思考が不

足していたと批判した。また誰
だれ
しもがナチズムの支持者になりうると警

けい
鐘
しょう
を

鳴らし、それを自分と無関係なものとして忘れ去ってしまうことは許されな

いとしたのである。そしてこの悲劇を繰
く
り返さないために、古代ギリシアに

みられた、多様な人々が対話できる公共的な空間が必要だと考えた。

公正な社会とは

2

1

p.28、46

平等と公正を
めぐる現代の議論

WORD p.43

（1895〜1973） （1903〜69）

2

p.43 p.94

1

p.28

他者と共に生きる倫理4 私たちは、格差を是
ぜ

正
せい

しよりよい社会をつくるうえで、
どのようなことを意識すればよいのだろうか。

学習
課題

　今日の社会で重視されることの多い学歴や職業、所得といった社会的地位は、
果たして本人の努力のみによって築かれたものなのだろうか。例えば、独学で必
死に勉強したが成果が出ない漫

まん
画
が
家Ａと、幼少期からお金をかけて絵画やシナリ

オの知識や技術を身につけ成功した漫画家Ｂがいたとした場合、ＡはＢに比べて
努力が劣

おと
っていたといえるだろうか。

読み
解き

社会的な成功を収めることにおいて、社会や家庭環
かん

境
きょう

は、どの程度影
えい

響
きょう

すると考えられるだろうか。

「社会的な成功には環境より努力のほうが強く影響する」という意見について

・よい環
かん
境
きょう
でも本人の努力がなければ成

果は得られないため、努力のほうが強
く影
えい
響
きょう
する。

・受験などは得点で合否を決める公正な
競争であるため、努力が成功に直結する。

・家庭環境などは、教育や経験の質に直
結するため、環境要因のほうが強く影
響する。
・試験や習い事など、努力するための環境
や機会は富める者に多く与

あた
えられる。

Ye
s No

1 論理的に思考し判断する能力である理性に
よって、人々を束

そく
縛
ばく
してきた伝統的な慣習や

制度を見直す啓
けい
蒙
もう
思想は、フランス革命など

社会制度の変革にも影
えい
響
きょう
を与
あた
えた（➡p.40）。

2 ホルクハイマーやアドルノに代表されるフ
ランクフルト学派は、特定の利益や目的のた
めに使われる理性を「道具的理性」として強く
批判した。

一つの政党が大衆を動員して政治権力を握
にぎ
り、

自国や自民族のみを美化しつつ、国家の利益を
最優先にする体制をいう。全体主義では、個人
の自由や人権は無視される。

全体主義WORD：

8　裁判を受けるアイヒマン（中央）（1961年）　
アーレントは、ユダヤ人を強制収容所に移送
し管理したアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、ナチ

スの凶
きょう
悪
あく
な犯罪は命令に従っただけの凡

ぼん
庸
よう
な

人間によって担
にな
われた（悪の陳

ちん

腐
ぷ

さ）と考えた。

1

成功するために環境はどれくらい重要か？  思考実験導入漫
まん
画
が
家Ａ 漫画家 B

32
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　その後、啓蒙や理性の意義を改めて問い直す動きも生まれた。ドイツの哲
てつ

学
がく
者ハーバマスは、ヨーロッパの近代にみられた、新聞というメディアを介

かい

したコーヒーハウスでの対話を参考に、他者と理性的に対話を交
か
わし合うこ

と（対話的理性）ができる公共的な空間を再構築しようとした。
　1960 年代になると人種差別を不正義と考える動きが生まれた。特にアメ

リカでは黒人の差別解消を目指した公民権運動が盛り上がり、他者との共生

が達成されるよりよい社会づくりに関する議論が広がった。アメリカの政治

哲学者ロールズは、各人がそれぞれの境
きょう
遇
ぐう
や経済力などの立場に縛

しば
られてい

るために、格差や不平等などの社会の不正義が生じると考えた。そして、自

分の置かれた立場を知ることができないように無知のベールをかぶせられた
人々がどのような社会を望むか、という思考実験を行い、社会のしくみには

公正性と平等性が求められるとする正義の二原理を提唱した。
　他方、インドの経済学者センは、子供と大人、障がいのある人と健常者と
では必要とするケアやサポートが違

ちが
うと考えた。そして、現実の暮らしのな

かで人々が何を必要として何ができるのかという概
がい
念
ねん
（ケイパビリティ）を提

起し、それらを満たし高めることで社会全体が幸福になっていくと唱えた。

　　　　　　　　　　このように、私たちが生きる公共的な空間をよりよく

するための考え方は、時代や地域を問わず多くの先人に

よって議論されてきた。先人たちの物事に対する視点や方法をヒントにしな

がら今日の社会の課題をとらえ、解決方法を考えていこう。

3

3

課題と
向き合うために

p.10

よりよい社会の形成に向けロー
ルズとセンは何が重要と考えた
か、それぞれ本文から探そう。

確 認

発展途
と
上
じょう
国にはどのような支

し
援
えん

が適切か、ケイパビリティの視
点を踏

ふ
まえて説明しよう。

説 明

3 所属する集団に共通する正義などの価値観
を尊重し、個人の善ではなく公共的な価値を
もつ共通善を重視するコミュニタリアニズム
（共同体主義）も注目されている。代表的な思
想家にマイケル ＝サンデル（1953〜）がいる。

思想家

アーレント（1906 ～ 75） ハーバマス（1929 ～） ロールズ（1921 ～ 2002） セン（1933 ～）

主著 『全体主義の起源』など 『公共性の構造転
てん
換
かん
』など 『正義論』など 『不平等の再検討』など

思想の
特
とく

徴
ちょう

ドイツ出身の哲
てつ
学
がく
者。ナチズムの迫

はく
害
がい

を受けた経験から、他人任せで社会に
無関心でいることが全体主義につなが
るとした。全体主義に陥

おちい
らないために、

人々が対等な立場で意見を言い合える
空間が必要であり、そこから外れたり
孤
こ
立
りつ
したりしないことが重要であると説

いた。

ドイツの哲学者でフランクフルト学派に
属する。「道具的理性」を批判する一方
で、近代を「未完のプロジェクト」として
擁
よう
護
ご
し、コミュニケーションに基

もと
づく合意

（対話的理性）を重視した。そのために
は、一定の理性と、支配関係がなく自
由に議論ができる空間が必要であると
した。

アメリカ出身の哲学者。1960年代の
公民権運動の経験から、すべての人の
自由と権利のために必要な正義の原理
（公正としての正義）を示し、社会にお
ける格差の是

ぜ
正
せい
のために、財の公正な

分配を主張した。著書『正義論』は、政
治哲学や経済学など、多方面に大きな
影
えい
響
きょう
を与
あた
えた。

インド出身の経済学者でアジア初の
ノーベル経済学賞を受賞した。インド
での経験を踏

ふ
まえて、貧

ひん
困
こん
解消や弱者

救済について経済学の視点で分
ぶん
析
せき
し

た。財の分配ではなく、「何ができるよ
うになるか」という潜

せん
在
ざい
能力（ケイパビリ

ティ）を広げることで、実質的平等（➡
p.58）が保障されるとした。

8　現代の主な思想家2

8　正義の二原理3

無知のベール
・各人は基本的な自由に対し
　て平等である（平等な自由）。

・全員に均等な機会が与えら
　れた公正な競争のうえで
　（公正な機会均等）、

・最も恵まれない人々の利益
　になる場合のみ、不平等は
　認められる（格差の是正）。

■第一原理

■第二原理

自分の置かれた
状況がわからない
じょうきょう

めぐ

ぜ せい

国籍は？国籍は？
こくせきこくせき

財産は？財産は？ 健康？健康？

第
1
部
　2
章

33ここまでの学習を踏
ふ
まえて、章の問いに取り組もう。　➡ p.60「第 1部の振

ふ
り返り」

振り返り
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単元
紹介

授業
展開例

第1部　公共の扉
４.他者と共に生きる倫理第2章

導入 展開１

「公共的な空間」とはどのような空間かを明確にしたうえで、よりよい空間を築いて
いくために、選択・判断するための手がかりとなる考え方や、これまでに先人が積み
上げてきた基本的原理について学習していきます。
ここでの選択・判断するための手がかりとなる考え方、基本的原理は、第2部で実社
会における諸課題を考える際に活用していくことになるため、思考実験を交えながら
深く理解できるように工夫しています。

単元の
ポイント

読み解きの問い「社会的な成功を収めることにおいて、
社会や家庭環境は、どの程度影響すると考えられるだ
ろうか。」について考えさせる。その際、思考実験やYes 
Noも確認しながら、自身の考えをまとめさせ、グループ
で意見交換をさせる。
学習課題を確認し、格差を是正しよりよい社会をつくる
ために参考となる、哲学者の思想について学ぶことを予
告する。

公正な社会について本文を読んで
確認させる。「公正な社会＝すべて
の人が平等な関係で結ばれる社
会」であることを理解させる。
次に日常生活で「公正」が問われ
る例を挙げさせる（例：学校での評
価、部活動のメンバー選抜）。
生徒の意見を黒板にまとめる。

展開２
アーレント、ハーバマス、ロールズ、センの思想について、
グループで分担して読み取らせ（５分）、各グループが要点
を発表する（１人あたり１分）。教員が全体をまとめ、４人の
思想の共通点や違いを解説する。哲学者の言葉は抽象的
であるため、例えば「同じ授業を受けても定期考査の平均
点がクラスによって異なるのは不公平か」など、具体的な
場面に即してそれぞれの哲学者はどう考えるか説明すると
分かりやすい。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」の問
いに取り組ませ、解答を見通し・振り返りシートに記入させ
る。ケイパビリティとは財の分配ではなく「何ができるよう
になるか」という潜在能力であることを確認し、「財の分配」
とはモノを直接提供すること、「潜在能力」とはモノをつくる
技術を提供することと置き換えられると解説する。
最後に、公正や平等といった考え方がもととなり、社会保
障制度（教科書p.168-169）が整備されたと結ぶ。

導入には「成功するために環境は
どれくらい重要か？」というテーマ
を設定し、生徒が学習内容と自身
の日常生活や将来を関連づけて考
えられるようにしています。

1
思想家たちの思想を、比較しやす
い表形式でまとめ、共通点や違い
を把握できるようにしています。

4

イラストでテーマに関連する場面
を直感的に伝え、生徒の興味・関
心を高められるようにしています。

2

「正義の二原理」という難しい概
念も、イラストを用いて分かりやす
く図解し、理解を促しています。

6

本文は、まず「公正な社会」という
概念を説明し、そのあとに具体的
な思想を取り上げる構成としてい
ます。

3

min
10

min
10

min
20

min
10

「実力も運のうち」というテーマ
で、能力主義の是非を問うたマイ
ケル⹀サンデルを取り上げていま
す。

5

▼p.32-33
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　　　　　　　　　　私たちの日々の生活は、さまざまな法に囲まれている。

例えば、登校するときや、道を歩いたり自転車に乗った

りするときのルールとして、道路交通法がある。法律はさまざまな場面で、

私たちの安全を保ち、豊かな生活を保障するなどの役割を担
にな
っている。

　　　　　　　　　　私たちの生活では、他人に迷
めい
惑
わく
をかけたり、他人の権

利を侵
しん
害
がい
したりしない限り、個人的な行動や判断は本人

の自由に任されている。これを私的自治の原則という。しかし、すべて自由
に任せたのでは、力の強い者が常に勝ってしまう。そこで法は、何が他人の

迷惑になるか、何が権利の侵害に当たるかをあらかじめ定め、｢これをする

とこうなる｣という予測を示すことで、私たちの権利や自由を守っている。

　私たちの権利や自由を守る法の代表が民
みん
法
ぽう
である。民法では｢私権の享

きょう
有
ゆう

は、出生に始まる｣と定められている。これは、人間は生まれながらにして

権利を保障されるということである。民法では、私たちの経済活動における

売買などの契
けい
約
やく
や物の所有に関するルール、そして婚

こん
姻
いん
や親子関係、相続と

いった家族に関するルールなどを定めている。

　また、私たちが自由に社会生活を営むと、別の人の権利とぶつかり、トラ

ブルが生じてしまうことがある。物やお金の貸し借りから離
り
婚
こん
や遺産相続に

至るまで、当事者どうしで円満に解決できないときは、法による解決を図
はか
る。

こうした個人間の紛
ふん
争
そう
を解決する手続きを定めた法の代表が民

みん
事
じ
訴
そ
訟
しょう
法であ

る。民
みん
事
じ
訴
そ
訟
しょう
（裁判）では、裁判官が双

そう
方
ほう
の言い分を整理して、証

しょう
拠
こ
はそろっ

身近な生活と
法の役割

3

市民社会の約束
としての法

p.70

Column

5 p.65、235

p.235（民法3条）

p.40

p.70

p.65

私たちの生活と法2 私たちの生活において、法はどのような役割を果たし
ているのだろうか。

学習
課題

　2022年 4月、成年年
ねん
齢
れい
が 20歳

さい

から 18歳へと引き下げられた。成
年年齢は契

けい
約
やく
などを自己の責任で

行うことができるようになる年齢
であり、民

みん
法
ぽう
で定められている。

　すでに 16年には公職選挙法で定
められた選挙権年齢が 18歳以上と
されており、また世界でも 18歳以
上を成年と定める国が多いことか
ら、改正が行われた。

4　成年年
ねん

齢
れい

引き下げに伴
ともな

うトラブルを注意喚
かん

起
き

するパンフレット（2022年）
1

読み
解き

成年年齢の引き下げに
よって、私たちの生活に
はどのような影

えい

響
きょう

がある
だろうか。

内容 年
ねん

齢
れい

成年 20 歳
さい
以上➡ 18 歳以上

結
けっ

婚
こん

（婚
こん

姻
いん

）
男性：18歳以上（変

へん
更
こう
なし）

女性：16歳以上➡ 18 歳以上

契
けい

約
やく 20 歳以上➡ 18 歳以上

裁判員の選任 20 歳以上➡ 18 歳以上

少年法の適用
20歳未満
➡20歳未満。ただし18歳と19歳
は「特定少年」として区別

飲酒・喫
きつ

煙
えん 20 歳以上（変更なし）

〔法務省資料、ほか〕

8　成年年
ねん

齢
れい

引き下げに伴
ともな

う主な影
えい

響
きょう

2

誕生

学校

投票

就職

結婚

老後

・生まれながらにして権利
を保障される
　（民法）
・出生届を提出する
　（戸籍法）

・義務教育、高等教育を
　受ける
　（教育基本法、
　学校教育法）

・選挙権、被選挙権をもつ
　（公職選挙法）
・憲法改正の国民投票を
行う
　（国民投票法）

・結婚する
　（民法）
・子どもを育てる
　（民法）

・企業などで働く
　（労働基準法、
　労働契約法）
・運転免許を取得する
　（道路交通法）

・年金を受給する
　（国民年金法）
・死亡したら死亡届を
　提出する
　（戸籍法）

8　人生のさまざまな場面と法律3

成年年齢引き下げで何が変わった？導入

66
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ているか、問題となった行動は意図的（故意）か不注意（過失）によるものかと

いった点を調べながら判決を言い渡
わた
す。裁判の途

と
中
ちゅう
で当事者どうしが話し

合って紛争を解決することで裁判を終える（和解）ことも多い。このほか、裁

判によらず公正な第三者機関が関
かん
与
よ
して迅

じん
速
そく
な紛争解決を図る裁判外紛

ふん
争
そう
解

決手続（ADR）が活用されることもある。
　　　　　　　　　　空き巣の被

ひ
害
がい
にあったのに、国がそれを放置し、生命

や財産が勝手に奪
うば
われてしまうような社会では、個人の

自由や権利は保障されない。社会秩
ちつ
序
じょ
をおびやかす行

こう
為
い
には、法によって国

が刑
けい
罰
ばつ
を科すことがある。こうした刑罰を科す法の代表が刑

けい
法
ほう
である。刑罰

には、正義を守り、犯罪を予防する役割がある。一方、刑罰を科されること

は、その人にとっては重大事であるため、国の都合でみだりに刑罰を科して

はならず、罪
ざい
刑
けい
法定主義が守られねばならない。

　刑罰を科すかどうかを決める刑
けい
事
じ
訴訟（裁判）は、刑事訴訟法にのっとって

特に適正に行われるべきである。国の立場を代表する検察官が罪を犯
おか
したと

疑われる人を起
き
訴
そ
し、裁判となる。

　　　　　　　　　　私たちの社会は、法によって人々の権利が守られ、秩

序が保たれており、私たちも法を守ることが求められて

いる。しかし、社会が変化することで新たな問題が生じ、これまでの法で対

応できなくなる場合は法を作り変えることもある。私たちは、今日の社会で

どのような法が必要なのか、常に検討することが求められている。

重大な権利侵害
を防ぐ法

p.80 1 p.65、234

p.50

p.78 p.65

社会の変化への
対応

12

諸課題

民
みん
法
ぽう
と刑

けい
法
ほう
が私たちの生活とど

のように関わっているか、それ
ぞれ本文から探そう。

確 認

私たちの生活において、法が果
たしている役割を説明しよう。

説 明

1 例えば、人の物を盗
ぬす
むと、刑

けい
法
ほう
235 条に基

もと

づいて窃
せっ
盗
とう
の罪とされ、10年以下の懲

ちょう
役
えき
また

は 50万円以下の罰
ばっ
金
きん
という刑

けい
罰
ばつ
が科される。

物権
物に関する
権利の規定財産法

所有、売買、賃貸
借などの財産関係
の規定

家族法
夫婦、親子、兄弟
姉妹などの身分関
係や、相続関係の
規定

債権
人に対する権利・
義務の規定

親族
家族関係の規定

相続
亡くなった人の
財産継承の規定

総則

さいけん

な

ふう

ちんたい

しゃく

ふ

し まい

けいしょう

8　民
みん

法
ぽう

の構成5

法律を作ってみよう

　近年、歩きながら、車や自転車を運転しながらのスマートフォン操作（ながらスマホ）による事故が増
えている。公道で安全に使うための法律を作ってみよう。

❶�　どのような法律があるとよいか。法律の①目的、②要件と効果、③定義について、空
くう
欄
らん
に入る語句

を考えよう。
　①この法律は、ながらスマホを禁止することで、（　　　　　　　　　　）を目的とする。
　②ながらスマホをした場合、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）とする。
　③ながらスマホとは、（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）である。

❷　❶�で作った法律は、下のＡ～Ｃの事例に適用できるか考えよう。
　Ａ：歩きながらスマートフォンでゲームをしていたら人にぶつかり、けがをさせてしまった。	 →適用（	できる	・できない	）	
　Ｂ：信号で車が止まっているときに、スマートフォンで通話した。	 →適用（	できる	・	できない	）
　Ｃ：自転車に乗って、スマートフォンで道を調べながら走っていたら、転んでけがをした。	 →適用（	できる	・	できない	）

❸　❷を考えるなかで、❶で作った法律を修正する必要があれば、修正しよう。

❹　ながらスマホを禁止する実際の法律と、あなたの作った法律を比べてみよう。　（例）道路交通法 71条 5号の５、117条の４

CColumnolumnCColumnolumn
深める

6　「歩きスマホ」
を注意するポスター
（2015年）

4

第
2
部
　1
章
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67ここまでの学習を踏
ふ
まえて、節の問いに取り組もう。　➡ p.84「第 1章の振

ふ
り返り」

振り返り
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単元
紹介

授業
展開例

第2部第1章　私たちと法
２.私たちの生活と法第1節

導入 展開１
読み解きの問い「成年年齢の引き下げによって、私たち
の生活にはどのような影響があるだろうか。」について
考えさせる。その際、表や写真、資料なども確認しながら
考えをまとめさせ、グループで意見交換をさせる。その
後数人の意見を全体に共有させる。
学習課題を確認し、身のまわりにどのような法があり、法
が私たちの生活においてどのような役割を果たしてい
るかについて学ぶことを予告する。

教科書に沿って民法や刑法につい
て理解させる。p.663「人生のさ
まざまな場面と法律」も併せて確
認することで、生徒たちに法との関
わりを実感させる。

展開２
Column「法律を作ってみよう」に取り組ませる。生徒を
3〜4人のグループに分け、❶〜❸に取り組ませる（10
分）。グループごとに発表し、ほかの生徒に質問や意見を
出させる（10分）。ながらスマホを禁止する実際の法律
を全体で確認し、各グループで作った法律との違いを確
認させる。最後に教員から「ルールや法律を作る過程で
は、さまざまな立場や意見を配慮する必要がある」こと
を解説する。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」の
問いに取り組ませ、解答を見通し・振り返りシートに記入
させる。教員が「法は日常生活を支えるルールであり、
社会の秩序を保ち、権利や義務を明確にする役割を果
たしている」とまとめる。
最後に、次回は法のなかでも特に身近な「契約」につい
て、契約はどのようにして成立するのか、トラブルを防ぐ
ためにはどうしたらよいのかを学ぶことを予告する。

「18歳成人」という生徒にも身近
なテーマを導入として取り上げる
ことで、学習内容に興味・関心をも
てるようにしています。

1
法律を作るという実践的な活動を
通して、学習内容を深められるよ
うにしています。

4

イラストで示すことで、抽象的な概
念を具体的にイメージし、直感的
に理解できるようにしています。

2 生徒が考えやすく、議論が活発に
なるよう、身近なスマートフォンに
関する法律を題材としています。

5

たとえ や具体例を盛り込んだ本文
で、一見難しそうな内容もかみ砕
いて説明しています。

3

「公共的な空間」ではさまざまな人々が生きていることから、互いの権利を尊重
しつつ社会生活を営んでいくために守るべきルールや決まりが必要となります。
この章では、学習指導要領を踏まえて、①法や規範の意義と役割、②契約と消費
者の権利・責任、③司法参加の意義について学び、法に関わる主体として私たち
はどのようなことができるか、考えられるようにしています。

単元の
ポイント

min
5

min
10

min
25

min
10

▼p.66-67
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　　　　　　　　　　政府による決定が、国民の権利を制限したり、義務を

課したりする場合は、国権の最高機関で唯
ゆい
一
いつ
の立法機関

である国会で制定される法律によらなくてはならない。
　日本国憲法は、行政府の全

ぜん
般
ぱん
をとりまとめる内閣と、国会とを強く結びつ

けている。国会が内閣総理大臣（首相）を指名し、首相がその他の国務大臣を
任命して、内閣は全員で国会に対し責任を負うしくみが、日本の議院内閣制
である。もし衆議院が内閣不信任を決議したなら、10日以内に総辞職するか、
あるいは衆議院を解散し改めて民意を問わなくてはいけない。
　憲法は首相に、行政各部を指揮・監

かん
督
とく
し、国務大臣を罷

ひ
免
めん
する権限を与

あた
え

た。さらに首相は、衆議院の不信任決議がなくても、解散権を行使できるの

が慣例である。内閣は最高裁判所の長官を指名し、ほかの裁判官を任命する。

　　　　　　　　　　国会は衆議院と参議院の二院からなる（二院制）。二院
はそれぞれ議員の任期と選挙方法が異なるので、多様な

意見を反映できるようになっている。両院では常任委員会と特別委員会が、

実質的な審
しん
議
ぎ
の場であり、本会議で最終的な議決がなされる。

　国会では、内閣もしくは国会議員自身による議案を審議し、議決する。予
算の審

しん
議
ぎ
・議決、条約の承

しょう
認
にん
も国会の仕事である。国政の全般について両院

はそれぞれ国政調査権をもち、証人の出頭や証言・記録の提出を要求できる。
司法との関係においては、重大な義務違

い
反
はん
を犯

おか
した裁判官に対して、国会は

弾
だん
劾
がい
裁判所を設置して罷免を審議する。

議院内閣制とは
（41条） （41条）

（67条）

（68条） （66条） 2 p.92

国会のしくみ （42条）

諸課題

3 4

5（60条） （61条）

（62条）

（64条）p.77

議院内閣制と国会2 私たちにとって、国会はどのような存在なのだろうか。学習
課題

4　通常国会の開会式（2020年）　開会
式では、衆議院と参議院の両院の議員が
参議院の本会議場に集まる。

1
読み
解き

一院制のメリットとデメリット
は何だろうか。

衆議院 参議院

定数

465 人
小選挙区：
289人
比例代表：
176人

248人
選挙区：
148人
比例代表：
100人

任期
４年

（解散のときは任期
中でも資格を失う）

６年
（３年ごとに
半数を改選）

選挙権 18 歳
さい
以上 18歳以上

被
ひ

選挙権 25 歳以上 30歳以上

解散 あり なし

8　衆議院と参議院3

内閣

国務大臣

内閣総理
大臣

参 議 院

衆 議 院

国会

内閣信任・不信任の決議

過半数は国会議員

国会議員のなかから指名
・
任
命

・
罷
免

衆議院解散の決定

世 論

連帯して責任を負う

国　　　　　　　民

選 

挙

8　議院内閣制のしくみ2

　衆議院と参議院は、議員の任期や選挙方法が異なるものの、両院共に国権の最
高機関であり、国民の意見を国政に反映する機関としての責務を負っている。
　しかし、両院が同じようなことを行っていると二院制をとっている意義がなく
なってしまう。

二院制をやめて一院制にすることについて

・二院で議決が異なることがなくなるの
で、政策実現のスピードが上がる。
・議員数が減れば、議員１人当たりにか
かる歳

さい
費
ひ
を減らせる。

・より多様な意見や利害を反映させるこ
とができなくなる。
・一つの議院の行き過ぎを抑

おさ
えたり、足

りない部分を補ったりできなくなる。

Ye
s No

国会は二院制をやめて一院制にすべきか？導入

90 中学校との関連 国会　内閣総理大臣（首相）　議院内閣制　解散　衆議院　参議院　弾劾裁判所　衆議院の優越　象徴　国事行為
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　しかし両院の議決が異なり、両院協議会を開いても意見が一
いっ
致
ち
しない場合

は、予算・条約に関しては衆議院の議決が国会全体の議決となり、法律案は

衆議院が出席議員の３分の２以上の多数で再可決すれば成立する。首相の指

名に関しても衆議院の議決が優先する（衆議院の優
ゆう
越
えつ
）。

　　　　　　　　　　衆議院の優越が定められているとはいえ、法案の審議

に関しては、両院の権限はほとんど対等である。また会

期が短いので、与
よ
党
とう
が過半数を握

にぎ
っていても、野

や
党
とう
が審議の延長を求めるな

どの抵
てい
抗
こう
をして、法案が会期内に議決されなければ廃

はい
案
あん
になる。現在は国会

外で与
よ
野
や
党
とう
間の調整を行っているが、これにより審議が形

けい
骸
がい
化し、国民から

は見えないところで政策と法律がつくられるという問題が生じている。

　　　　　　　　　　日本国憲法は天皇を｢日本国｣と｢日本国民統合｣の両者

の｢象
しょう
徴
ちょう
｣とし、その地位の世

せ
襲
しゅう
を定めている。憲法は、

首相の任命と国会の召
しょう
集
しゅう
、さらに最高裁判所長官の任命、大臣の任

にん
免
めん
の認
にん
証
しょう
、

外国の大使・公使の接受などを、天皇の国
こく
事
じ
に関する行

こう
為
い
（国
こく
事
じ
行
こう
為
い
）として

定め、すべて内閣の助言と承
しょう
認
にん
を必要とするとした。

　さらに天皇・皇族の公的活動として、天皇が国会の開会にあたって｢おこ

とば｣を読み上げるほか、全国植樹祭や全国戦
せん
没
ぼつ
者追

つい
悼
とう
式への臨席、自然災

害の被
ひ
災
さい
地への訪問など、さまざまな機会において、象徴としての意義を国

民の前に示している。また天皇・皇族が外国を訪問したり、来日した大統

領・国王を接
せつ
遇
ぐう
したりするなど、国際親善にも重要な役割を果たしている。

6（59〜61、67条）

国会の課題

7

1

天皇の地位
（1 条）p.45

（3、4、6、7 条）p.93

1

国会の役割を、本文から探そう。
確 認

国民の信
しん
頼
らい
に応えるために改善

すべき国会の課題について、説
明しよう。

説 明

1 国会審
しん
議
ぎ
の活性化のため、党首討論が導入

されている。国会の開会中に原則として毎週
水曜日に 1回行われる。全体で 45 分という
時間の短さや、野

や
党
とう
の党首は議席数に比例し

たもち時間で質問を行わなくてはならないた
め議論が深まりにくいこと、小規模の政党が
参加できないことなどに批判もある。

種類 召
しょう

集
しゅう 会期

常会
（通常国会） 毎年１回、１月 150 日間

臨時会
（臨時国会）

内閣、またはいずれかの
議院の総議員の 1/4 以
上の要求がある場合 両議院一

いっ

致
ち

の議決
による　特別会

（特別国会）
衆議院解散後の総選挙
から 30 日以内

参議院の
緊
きん

急
きゅう

集会
衆議院解散中、緊急の
必要がある場合

不定

8　国会の種類7

事項 内容

法律案（59）
衆議院で可決し参議院で異なる議決をした場合
→衆議院で出席議員の３分の２以上の多数で再
び可決すれば、法律となる。（意見の一致を図る
ために、両院協議会を開くこともできる。）

予算（60）

衆議院に先に審議する権限（予算先議権）
がある。両院が異なる議決をし、両院協
議会を開いても意見の一致をみない場合
や、参議院が衆議院の可決した議案を受
けとった後 30日以内に議決しないとき
→衆議院の議決が国会の議決となる。

条約の承認（61） 予算と同じ原則が適用される。（先議権を除く。）

内閣総理大臣
の指名（67）

両院が異なる人を指名→両院協議会でも意
見が一致しない場合や、衆議院の指名後
10 日以内に参議院が指名の議決をしないと
き→衆議院の議決が国会の議決となる。

内閣不信任の
決議（69） この決議ができるのは、衆議院だけ。

※（　）は憲法の条数

8　憲法で定められた衆議院の優
ゆう

越
えつ

6

議
員

議
長

委
員
会

本
会
議

内
閣 公聴会

議
長

国
民

委
員
会

本
会
議

成
立

署
名（
内
閣
）

公
布（
天
皇
）

公聴会

両院協議会

回付案可決

否決

（回付）

（返付）

両院で可決

可決 可決

衆（参）議院 参（衆）議院

出席議員の3分の2以上の
多数で再可決（衆議院のみ）

否
決

修
正
可
決

＊2 ＊2

＊1

＊2 予算や重要な法律案については、利害
関係のある人、学者、専門家などの意
見を聴くために、公聴会が開かれる。

＊1 審議の順序は、衆議院と参議院のどち
らが先でもよい。

法
律
案

法
律
案

廃
案

＊1

8　法律ができるまで5

6　参議院の予算委員会（2023 年）　
予算委員会をはじめとする常任委員会
は、衆議院、参議院にそれぞれ17ある。
国会議員は少なくとも一つの常任委員
になることになっている。

4

第
2
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単元
紹介

授業
展開例

第2部第2章　私たちと政治
２.議院内閣制と国会第1節

導入
p.901の「通常国会の開会
式」の写真と学習課題を確認
し、議院内閣制や国会につい
て学び、国会と私たちの関わ
りについて学ぶことを予告す
る。

展開１
教科書に沿って議院内閣制と
国会のしくみや課題について
確認する。この際、衆議院と参
議院の違いや、衆議院の優越
について重点的に理解させ
る。

一院制にすることへの賛否につい
て、賛成・反対それぞれの意見を
紹介し、自身の考えをまとめるうえ
で参考になるようにしています。

1

行間には関連する憲法や法律の条
数を示し、参照しやすいようにし
ています。
教科書の裏表紙などからアクセス
できるQRコンテンツでは、日本国
憲法を確認でき、難解な用語には解
説を付しています。（➡本資料p.37）

2

文章だけでは理解しにくい内容を、
しくみ図や表で視覚的に整理する
ことで、理解しやすくしています。

3

「公共的な空間」では、ときには対立も生まれます。この対立について話し合い、
形成された合意に人々は従うことが求められます。この一連の過程が政治です。
この章では、学習指導要領を踏まえて、④政治の役割と政治参加、⑤主権国家と
国際政治、⑥日本の安全保障と防衛、⑦国際社会の課題と日本の役割について
学び、政治に関わる主体として私たちはどのようなことができるか、考えられる
ようにしています。

単元の
ポイント

展開２
導入の読み解きの問い 「一院制のメリットとデメ
リットは何だろうか。」 について考えさせる。生
徒に一院制に賛成か反 対か、なぜそう思うのかを
問いかけ、２〜３名の意 見を聞く。生徒を３〜４名
のグループに分け、「な ぜ日本が二院制を採用し
ているのか」を話し合 わせ、意見を共有させる。
教員から二院制のメ リットとデメリットを補足
する。

展開３
p.901の「通常国会の開会
式」の写真で、国会議員が礼を
している先にいるのは誰なの
か問う。教科書に沿って天皇
の地位について確認する。

まとめ
「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」
の問いに取り組ませ、解答を見通し・振り返りシートに
記入させる。教員が「国会は私たちの生活を支える重
要なしくみであり、国民の私たちも選挙や世論によっ
て意見を表明することで、よりよい運営につながる」と
まとめる。
最後に、次回は内閣について詳しく学ぶことを予告す
る。

min
5

min
15

min
10

min
10

min
10

▼p.90-91
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　　　　　　　　　　近い将来、私たちの多くは労働者となり、企
き
業
ぎょう
のなか

で製品の開発や商品の販
はん
売
ばい
をするなど、さまざまな仕事

に就
つ
く。その仕事の成果が足し合わさって経済全体の生産となる一方、労働

の対価である給
きゅう
与
よ
収入は商品購

こう
入
にゅう
（消費）のもととなっている。

　労働者は企業に労働力を提供し、その対価として給与を得ることに合意し

て、労働契
けい
約
やく
を結んでいる。つまり労働者一人ひとりと企業との関係は、労

働というサービスを売買する売り手（労働者）と買い手（企業）の関係である。

しかし、労働者と企業が合意して自由な労働契約を結んだとしても、労働者

の技能は個別の企業内でしか通用しない場合や、企業側の知識が労働者側を

上回る場合も多く、両者の関係はなかなか対等にはならない。企業が労働者

の弱い状
じょう
況
きょう
につけ込

こ
んで権利や賃金を侵

しん
害
がい
する場合もある。労働者が健全に

働くことで経済は成り立っているため、労働者のさまざまな権利は保障され

る必要がある。例えば双
そう
方
ほう
が合意しても、最低賃金未満で労働者を働かせる

ことはできないなど、労働契約における契約自由の原則は制限されている。

　　　　　　　　　　日本では、憲法によって勤労の権利が保障されており、

また、労働組合をつくる権利（団結権）、労働者が使用者
と団体で交

こう
渉
しょう
する権利（団体交

こう
渉
しょう
権）、労働者が団結して仕事を停止して労働

条件の改善などの要求を通そうとストライキなどを起こす権利（団体行動権、
争議権）が保障されている。そして、団結権、団体交渉権、団体行動権の三
つを合わせて労働基本権（労働三権）という。

市場経済に
おける労働

2

1

諸課題

p.70

労働者の権利 （27条）p.53

3

p.53（28条）

労働者の権利1 私たちは、働くうえでどのような権利が保障されてい
るのだろうか。

学習
課題

4　有給休
きゅう

暇
か

を申
しん

請
せい

するアルバイト1

読み
解き

Q1、Q2は合法
だろうか、違

い

法
ほう

だろうか。

8　労働における家計・企
き

業
ぎょう

・政府の関係2

労働者（家計） 使用者（企業）

政府

契約

労働の権利を保障

労働力労働力

賃金賃金

8　日本国憲法が保障する労働者の権利3

日本国憲法 労働者の権利に関する法律

27
条

1 項
勤労権 ▶

職業安定法、雇
こ
用
よう
保険法

男女雇用機会均等法
障害者雇用促

そく
進
しん
法

高年
ねん
齢
れい
者雇用安定法

2 項
労働条件に
関する基準

▶

労働基準法、最低賃金法
労働者災害補

ほ
償
しょう
保険法

労働安全衛生法
育児・介

かい
護
ご
休業法、労働契

けい
約
やく
法

3 項
児童の保護 ▶ 児童福

ふく
祉
し
法

児童扶
ふ
養
よう
手当法

28
条

労働三権
　団結権
　団体交

こう
渉
しょう
権

　団体行動権

▶
労働組合法
労働関係調整法

※赤字は労働三法

　アルバイトであっても、雇
やと
い主

との間で労働契
けい
約
やく
が結ばれており、

労働基準法などの労働に関わるさ
まざまな法律と関係している。労
働条件などで困ったことがあれば、
地方自治体の相談窓口などへ相談
することもできる。

アルバイト先のお店で有給休
きゅう
暇
か
（取

得しても賃金が減額されない休暇）
をとろうとしたら、「アルバイトに
有給休暇はない」と言われた。これ
は合法、それとも違

い
法
ほう
？

Q1

アルバイト先のお店で、うっかりお
皿を割ってしまったら、「あなたの
ミスだから」と店長に給料を減額さ
れた。これは合法、それとも違法？

Q2

もしもアルバイトでトラブルにあったら？導入

解答例

174

第44節 労働者の権利と雇用・労働問題 節の
問い

私たちは、働きやすい労働環
かん

境
きょう

の実現に向け
て、どのような取り組みができるのだろうか。

中学校との関連 労働基本権　労働組合　男女雇用機会均等法　育児・介護休業法
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　これらの権利を具体的に保障するために、労働時間など労働条件の最低基

準を定めた労働基準法、労働三権を具体的に保障した労働組合法、ストライ
キなどの労働争議の予防や解決を図

はか
る労働関係調整法が制定されている。こ

れら労働に関わる三つの法律は、労働三法とよばれる。
　労働条件の改善や賃上げの要求を目的に、使用者と団体で交渉するための

組織が労働組合である。労働組合法では、使用者による労働組合の活動への
干
かん
渉
しょう
や組合員に対する不当な扱

あつか
いは、不当労働行

こう
為
い
として禁止されている。

労働組合の存在は、労働者の権利保護や生活の向上に大きく貢
こう
献
けん
してきた。

　日本では、欧
おう
米
べい
のように企業の枠

わく
を超

こ
えて職種別に組織されるのではなく、

企業単位で組織された企業別労働組合が中心である。1960 年代以降、全国

の労働組合が一
いっ
斉
せい
に行う春の賃金交渉（春

しゅん
闘
とう
）が恒

こう
例
れい
化した。この春闘方式は、

一時は低調であったものの、近年は再び重視されてきている。

　　　　　　　　　　85年には、雇
こ
用
よう
機会における男女差別の撤

てっ
廃
ぱい
を定め

た男女雇
こ
用
よう
機会均等法が制定された。99年には改正法

が施
し
行
こう
され、それまで努力義務であった募

ぼ
集
しゅう
・採用・配置・昇

しょう
進
しん
における差

別は禁止となり、違
い
反
はん
企業の企業名を公表する制度も設けられた。

　日本では、出産や育児のため仕事を中断せざるをえない女性も多く、一度

会社を退職してしまうと、その後再就職を希望しても、給与の低い非正規雇

用となることが多い。そこで、99年に育児・介
かい
護
ご
休業法が全面施行された。

現在では、ハラスメント（いやがらせ）も企業が防止することになっている。

1947 年制定 5 p.53、71、235 1945 年制定

1946年制定

6

女性と労働
p.14、46、116、235

7

1991年制定 p.234 Column

労働者の権利が保障されるのは
なぜか、本文から探そう。

確 認

「最低賃金を上げるべき」という
意見に対して賛成か反対か、あ
なたの意見を説明しよう。

説 明

CColumnolumnCColumnolumn
トピック 男性にも育児休業を

　今日の日本では共働き世帯が増加しており、男女が共に子育てをしながら働け
る体制づくりが必要となっている。
　育児・介

かい
護
ご
休業法では、労働者

は原則として子供が１歳
さい
になるま

での間、育児休業を取得すること
ができるとされている。
　男性の育児休業取得率は上

じょう
昇
しょう
傾
けい

向
こう
にあるものの、「職場に迷

めい
惑
わく
を

かけたくない」「職場の雰
ふん
囲
い
気
き
的

に言い出せない」などの理由から
依
い
然
ぜん
として低い状

じょう
況
きょう
が続いてい

る。そこで、育児休業を分
ぶん
割
かつ
して

取得できるようにするなど、育児
休業の取得がしやすくなるように
法改正が進められている。
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〔厚生労働省資料〕

85.1

＊

8　育児休業取得率4

項
こう

目
もく 内容

労働条件
・労働条件の決定では、労働者と使用
者は対等（2条）

賃金
・男女同一賃金の原則（4条）
・労働者に全額を直接支

し
払
はら
う（24条）

労働時間
・休日

・労働時間は週 40時間、1日8時間
以内（32条）

・毎週少なくとも1日の休日（35条）
・6か月以上勤務の労働者に有給休

きゅう
暇
か

を付
ふ
与
よ
（39条）

年少者 ・15歳
さい
未満の使用禁止（56条）

・18歳未満の深夜労働禁止（61条）

育児
・産後 1年間は 1日 2 回各 30 分以
上の育児時間を請

せい
求
きゅう
できる（67条）

8　労働基準法の主な内容5

8　春
しゅん

闘
とう

の交
こう

渉
しょう

状
じょう

況
きょう

を記したボード（2023年）6
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ドイツ

〔厚生労働省資料、ほか〕（2021年）

8　女性の年
ねん

齢
れい

別労働力率7
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単元
紹介

授業
展開例

第2部第3章　私たちと経済
１.労働者の権利第4節

導入
「もしもアルバイト先で有給休暇がとれない
と言われたら？」「もしもアルバイト先でお皿
を割ってしまい、給料を減額されたら？」と問
う。グループで合法か違法かを話し合わせ、
QRコードから解答例を確認させる。
学習課題を確認し、労働者の権利や雇用の
問題について学び、どのように自分たちを守
れるかについて学ぶことを予告する。

展開１
教科書に沿って労働の意義や労働者の権利に
ついて理解させる。労働者は企業と労働契約
を結んでいることや、労働三権および労働三
法の内容について教科書に沿って解説する。
教科書p.53において社会権の一つとして労働
三権があったことも振り返る。生徒に「なぜ労
働者にこれらの権利が必要なのか？」と問い、
意見を募る。

展開２ まとめ
教科書p.1757のグラフを読み取らせ、「1985年と比べる
と、25〜34歳の労働力率が大きく上昇したのはなぜか」と
問う。関連して、Columnの育児休業取得率のグラフを読
み取らせ、女性取得率は8割台で推移しているが、男性は
低水準であることを解説し、男女雇用機会均等法や育児・
介護休業法について解説する。

「確認」の問いに取り組ませる。解答を確認し、「説明」の問
いに取り組ませ、解答を見通し・振り返りシートに記入させ
る。この際、労働者の立場だけでなく、企業側の立場から
も考えることを促す。労働者は権利に守られているが、労
働者の利益ばかり追求しても、社会全体の利益にはならな
いこともある、と補足する。
最後に、次は雇用や労働に関する課題について学ぶことを
予告する。

高校生にも身近なアルバイトを導
入テーマとして取り上げることで、
学習内容に興味・関心をもてるよ
うにしています。
また、学んだ知識を実社会でも生
かせるようにしています。

1

複数の情報を盛り込んだグラフを
掲載し、比較しながら考察するこ
とで、資料読解力も養えるように
しています。

4
労働者の権利という抽象的な概念
でも、アルバイトにおける具体的
な場面を設定することでイメージ
しやすくし、高校生が意見をもち、
積極的に議論できるようにしてい
ます。

2

「男性にも育児休暇を」という
テーマで現代の課題を意識させ、
学びが実社会でも生きることを実
感できるようにしています。

3

「公共的な空間」では、さまざまな人々が分業を行い、経済が循環することで、豊
かな社会を実現しています。
この章では、学習指導要領を踏まえて、⑧市場経済の機能と限界、⑨金融の働
き、⑩財政の役割と社会保障の課題、⑪労働者の権利と雇用・労働問題、⑫社会
の変化と職業選択、⑬経済のグローバル化について学び、経済に関わる主体とし
て私たちはどのようなことができるか、考えられるようにしています。

単元の
ポイント
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QR
コンテンツ

教科書内容の理解を助ける
充実のＱＲコンテンツ

教科書の各所に配置しているQRコードを読み取ることで、学習内容
の理解を深めるさまざまなコンテンツをご利用いただけます。   
※QRコードを読み取り、表示されたウェブサイトにアクセスした際には、通信料がかかる場合があります

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です https://tks46.jp/08hs/pub

判例解説

▼尊属殺重罰規定違憲判決

スマートフォンからも
閲覧可能

一問一答 全756問

全14点

用語解説 全756語

法令集 全13点
動画、NHK for School

NHK for School全64点動画全７点

特設
ワークシート 全23点

見通し・
振り返りシート 全20点

思考ツール・白地図戦後史に
アクセス 全４点 白地図全93点思考ツール全11種

見通しページと振り返りページ（➡本資料p.6-7）に
対応したワークシートです。

教科書巻末に掲載している法令などの条文を、閲覧
できるサイトへのリンクを収録しています。日本国
憲法には用語解説も掲載しています。

重要用語とその意味を確認できます。ブックマーク
機能で間違えた問題だけピックアップし、繰り返し
取り組むことができます。

主な違憲判断の解説を、スライドショー形式で収録し、教科書の学習内容を深められるようにしています。

教科書に掲載している重要用語などの定義や意味
を確認できます。検索機能もあり、調べたい用語を
すぐに確認できます。

学習内容に関連する動画と、NHK for Schoolの
動画へのリンクを収録しています。

思考ツールの解説動画とワークシート、世界と日本
の白地図を収録しています。

教科書の特設ページ「戦後史にアクセス」で掲載し
ている年表を収録しています。

特設ページに対応したワークシートです。

※そのほか、主体的な学習に最適な外部サイトを掲載した「外部リンク」も収録しています。

▲QRコンテンツ　トップページ
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関連
教材

①指導用教科書 ●�教科書紙面の縮刷版を中心に置き、その周りに本文や図版の解説や発問例
などを掲載しています。

②Webサポート

●��授業をサポートするコンテンツを多数収録しています。帝国書院のウェブ会�
員ページよりダウンロードしてお使いいただけます。

■ 教科書紙面ビューア
■ 授業スライド（.pptx／Googleスライド）
■ 授業プリント（.docx）
■ 見通し・振り返りシート（.docx／Googleスプレッドシート）
■ 特設ワークシート（.docx）
■ 教科書本文（.txt）
■ 教科書掲載図版〈カラー・モノクロ〉（.jpg）
■ 映像資料
■ 図版アニメーション
■ 年間指導計画案・評価規準例（.xlsx）
■ 学習課題・確認・説明の解答例（.txt）
■ 評価問題例（テスト例）（.docx）
■ 一問一答（.xlsx）
■ 用語解説（.xlsx）
■ 白地図集（.jpg）
■ 参考文献紹介（.ｄocx）
■ 著作者からのメッセージ（.pdf）
■ 教科書QRコンテンツへのリンク

③��使い方・Webサポート等
　案内冊子 ●��指導用教科書の使い方と、Webサポートのコンテンツを紹介しています。

定価：2025年 9月中旬頃公開予定

▶�教科書紙面の縮刷版を中心に置き、そ
の周りに本文や図版の解説や要点整理
（板書例）、「学習課題」「確認」「説明」
の解答例などを掲載しています。 5
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　　　　　　　　　　今、私たちの生きる社会は、公正だといえるだろうか。

「運も実力のうち」ということわざがあるが、自分を取り

巻く環
かん
境
きょう
はどこまで公正であるべきだろうか。

　人々は公正さを欠いた社会を正しくない状態だと考え、すべての人が平等

な関係で結ばれる社会の実現のために格
かく
闘
とう
してきた。特に17世紀以降、ヨー

ロッパでは、理性に基
もと
づき人を教え導こうという啓

けい
蒙
もう
運動が展開された。こ

の結果、人は生まれながらに平等であるという普
ふ
遍
へん
的な価値観が生まれた。

　　　　　　　　　　20世紀前半には自民族を優
すぐ
れたものとし、自民族を

中心とした社会を形成する動きが世界中で強まった。　

　ドイツではユダヤ人や障がいのある人などを絶
ぜつ
滅
めつ
させようとした過激な全

体主義（ナチズム）が誕生し、みずからとは異なる者を平等の対象とはみなさ
ず、暴力によって彼

かれ
らの声や存在を消去しようとした。

　ナチズムに追われてアメリカに亡命したホルクハイマーやアドルノは、全
体主義の原因が、感情や人間性などを軽視する行き過ぎた理性にあるとし、

啓蒙の欠点を強調した。同じく亡命したアーレントは、命令に従うままナチ
ズムを支えた無責任な官

かん
僚
りょう
であるアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、彼は思考が不

足していたと批判した。また誰
だれ
しもがナチズムの支持者になりうると警

けい
鐘
しょう
を

鳴らし、それを自分と無関係なものとして忘れ去ってしまうことは許されな

いとしたのである。そしてこの悲劇を繰
く
り返さないために、古代ギリシアに

みられた、多様な人々が対話できる公共的な空間が必要だと考えた。

公正な社会とは

2

1

p.28、46

平等と公正を
めぐる現代の議論

WORD p.43

（1895〜1973） （1903〜69）

2

p.43 p.94

1

p.28

他者と共に生きる倫理4 私たちは、格差を是
ぜ

正
せい

しよりよい社会をつくるうえで、
どのようなことを意識すればよいのだろうか。

学習
課題

　今日の社会で重視されることの多い学歴や職業、所得といった社会的地位は、
果たして本人の努力のみによって築かれたものなのだろうか。例えば、独学で必
死に勉強したが成果が出ない漫

まん
画
が
家Ａと、幼少期からお金をかけて絵画やシナリ

オの知識や技術を身につけ成功した漫画家Ｂがいたとした場合、ＡはＢに比べて
努力が劣

おと
っていたといえるだろうか。

読み
解き

社会的な成功を収めることにおいて、社会や家庭環
かん

境
きょう

は、どの程度影
えい

響
きょう

すると考えられるだろうか。

「社会的な成功には環境より努力のほうが強く影響する」という意見について

・よい環
かん
境
きょう
でも本人の努力がなければ成

果は得られないため、努力のほうが強
く影
えい
響
きょう
する。

・受験などは得点で合否を決める公正な
競争であるため、努力が成功に直結する。

・家庭環境などは、教育や経験の質に直
結するため、環境要因のほうが強く影
響する。
・試験や習い事など、努力するための環境
や機会は富める者に多く与

あた
えられる。

Ye
s No

1 論理的に思考し判断する能力である理性に
よって、人々を束

そく
縛
ばく
してきた伝統的な慣習や

制度を見直す啓
けい
蒙
もう
思想は、フランス革命など

社会制度の変革にも影
えい
響
きょう
を与
あた
えた（➡p.40）。

2 ホルクハイマーやアドルノに代表されるフ
ランクフルト学派は、特定の利益や目的のた
めに使われる理性を「道具的理性」として強く
批判した。

一つの政党が大衆を動員して政治権力を握
にぎ
り、

自国や自民族のみを美化しつつ、国家の利益を
最優先にする体制をいう。全体主義では、個人
の自由や人権は無視される。

全体主義WORD：

8　裁判を受けるアイヒマン（中央）（1961年）　
アーレントは、ユダヤ人を強制収容所に移送
し管理したアイヒマンの裁判を傍

ぼう
聴
ちょう
し、ナチ

スの凶
きょう
悪
あく
な犯罪は命令に従っただけの凡

ぼん
庸
よう
な

人間によって担
にな
われた（悪の陳

ちん

腐
ぷ

さ）と考えた。

1

成功するために環境はどれくらい重要か？  思考実験導入漫
まん
画
が
家Ａ 漫画家 B
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　その後、啓蒙や理性の意義を改めて問い直す動きも生まれた。ドイツの哲
てつ

学
がく
者ハーバマスは、ヨーロッパの近代にみられた、新聞というメディアを介

かい

したコーヒーハウスでの対話を参考に、他者と理性的に対話を交
か
わし合うこ

と（対話的理性）ができる公共的な空間を再構築しようとした。
　1960 年代になると人種差別を不正義と考える動きが生まれた。特にアメ

リカでは黒人の差別解消を目指した公民権運動が盛り上がり、他者との共生

が達成されるよりよい社会づくりに関する議論が広がった。アメリカの政治

哲学者ロールズは、各人がそれぞれの境
きょう
遇
ぐう
や経済力などの立場に縛

しば
られてい

るために、格差や不平等などの社会の不正義が生じると考えた。そして、自

分の置かれた立場を知ることができないように無知のベールをかぶせられた
人々がどのような社会を望むか、という思考実験を行い、社会のしくみには

公正性と平等性が求められるとする正義の二原理を提唱した。
　他方、インドの経済学者センは、子供と大人、障がいのある人と健常者と
では必要とするケアやサポートが違

ちが
うと考えた。そして、現実の暮らしのな

かで人々が何を必要として何ができるのかという概
がい
念
ねん
（ケイパビリティ）を提

起し、それらを満たし高めることで社会全体が幸福になっていくと唱えた。

　　　　　　　　　　このように、私たちが生きる公共的な空間をよりよく

するための考え方は、時代や地域を問わず多くの先人に

よって議論されてきた。先人たちの物事に対する視点や方法をヒントにしな

がら今日の社会の課題をとらえ、解決方法を考えていこう。

3

3

課題と
向き合うために

p.10

よりよい社会の形成に向けロー
ルズとセンは何が重要と考えた
か、それぞれ本文から探そう。

確 認

発展途
と
上
じょう
国にはどのような支

し
援
えん

が適切か、ケイパビリティの視
点を踏

ふ
まえて説明しよう。

説 明

3 所属する集団に共通する正義などの価値観
を尊重し、個人の善ではなく公共的な価値を
もつ共通善を重視するコミュニタリアニズム
（共同体主義）も注目されている。代表的な思
想家にマイケル ＝サンデル（1953〜）がいる。

思想家

アーレント（1906 ～ 75） ハーバマス（1929 ～） ロールズ（1921 ～ 2002） セン（1933 ～）

主著 『全体主義の起源』など 『公共性の構造転
てん
換
かん
』など 『正義論』など 『不平等の再検討』など

思想の
特
とく

徴
ちょう

ドイツ出身の哲
てつ
学
がく
者。ナチズムの迫

はく
害
がい

を受けた経験から、他人任せで社会に
無関心でいることが全体主義につなが
るとした。全体主義に陥

おちい
らないために、

人々が対等な立場で意見を言い合える
空間が必要であり、そこから外れたり
孤
こ
立
りつ
したりしないことが重要であると説

いた。

ドイツの哲学者でフランクフルト学派に
属する。「道具的理性」を批判する一方
で、近代を「未完のプロジェクト」として
擁
よう
護
ご
し、コミュニケーションに基

もと
づく合意

（対話的理性）を重視した。そのために
は、一定の理性と、支配関係がなく自
由に議論ができる空間が必要であると
した。

アメリカ出身の哲学者。1960年代の
公民権運動の経験から、すべての人の
自由と権利のために必要な正義の原理
（公正としての正義）を示し、社会にお
ける格差の是

ぜ
正
せい
のために、財の公正な

分配を主張した。著書『正義論』は、政
治哲学や経済学など、多方面に大きな
影
えい
響
きょう
を与
あた
えた。

インド出身の経済学者でアジア初の
ノーベル経済学賞を受賞した。インド
での経験を踏

ふ
まえて、貧

ひん
困
こん
解消や弱者

救済について経済学の視点で分
ぶん
析
せき
し

た。財の分配ではなく、「何ができるよ
うになるか」という潜

せん
在
ざい
能力（ケイパビリ

ティ）を広げることで、実質的平等（➡
p.58）が保障されるとした。

8　現代の主な思想家2

8　正義の二原理3

無知のベール
・各人は基本的な自由に対し
　て平等である（平等な自由）。

・全員に均等な機会が与えら
　れた公正な競争のうえで
　（公正な機会均等）、

・最も恵まれない人々の利益
　になる場合のみ、不平等は
　認められる（格差の是正）。

■第一原理

■第二原理

自分の置かれた
状況がわからない
じょうきょう

めぐ

ぜ せい

国籍は？国籍は？
こくせきこくせき

財産は？財産は？ 健康？健康？

第
1
部

　 2
章

33ここまでの学習を踏
ふ
まえて、章の問いに取り組もう。　➡ p.60「第 1部の振

ふ
り返り」

振り返り
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　　　理性の光と影
　啓蒙思想が重んじる理性は平等の理念を生み出し、フラン
ス革命や近代立憲主義の基盤になった。その一方で、理性の
普遍性を信じて疑わず、異なる価値観をもつ他者に対する暴
力や差別といった、想像力を欠く側面も見受けられた。近代
西洋の理性は、人間理解の一つのアプローチにすぎないのだ
が、それを金科玉条のように考えることで、ある人々を「奴
隷」や「未開民族」と名付け、理性において劣るものととら
えてしまい、植民地主義的な収奪を正当化する論理として利
用された。このような行為こそ、理性的でないことに想像力
が及ばなかったのである。

　　　道具的理性
　マックス =ホルクハイマーとテオドール =アドルノは、亡
命先のカリフォルニアにおいて『啓蒙の弁証法』を書き、西
洋的な理性が他者を支配する手段としての道具と化し、文明
化を進めるはずの啓蒙が弁証法的にその反対物に転化するこ
とで、ナチズムという新しい野蛮をもたらしたと述べた。「啓
蒙が神話へと逆行していく原因は、ことさら逆行することを
目的として考え出された、国家主義的、異教的等々の近代的
神話のもとに求められるべきではなく、むしろ真理に直面す
る恐怖に立ちすくんでいる啓蒙そのもののうちに求められな
ければならない」（『啓蒙の弁証法』序文）。それは、理性と
啓蒙への徹底した批判であるが、徹底した批判を行う限りで、
理性と啓蒙を徹底的な崩壊から救うものでもあった。

解説

解説

　　　対話的理性
　ハーバマスは、ホルクハイマーやアドルノによる理性と啓
蒙への批判の後で、もう一度理性と啓蒙を立て直そうとした。
すなわち、「道具的理性」に対しては「対話的理性」を置き、
他者とのコミュニケーションによって構成される市民的な公
共領域（公共圏）を再構築しようとした。また、啓蒙�
としての西洋近代はナチズムという野蛮に堕したというより
も、十分にその理念を実現していない「未完のプロジェクト」
だとして、近代に備わっていた普遍的な諸価値（とりわけ公
正や正義という倫理）を擁護し直した。

　　　ロールズ
　ジョン =ロールズが主張する「公正としての正義」は、社
会的な基本財（自由・権利・機会・所得・富・自尊など）の公
正な配分を行うことで社会的な協力システムを実現するもの
である。それを支えるものとして、正義の二原理が提案され
た。欧米立憲民主主義の伝統に基づいた政治的リベラリズム
の立場からではあるが、不遇な人々の利益や幸福を考慮した、
公正かつ多元的な社会を目指した。

　　　ケイパビリティ
　アマルティア =センは、ロールズが考えている以上に多様
な人々が社会には存在するために、基本財ができるだけ公正
に配分されたとしても、その所有だけでは平等は達成されな
いので、とりわけ基本的なケイパビリティである移動・衣食
住・社会生活への参加といった能力はできるだけ平等にする
べきだと述べた。センは、特に障がいのある人の基本的なケ
イパビリティを実質的に平等にするような「社会的正義」の
議論を展開した。それは後に、「福祉」をケイパビリティの
指標化として考える方向にも向かった。また、このケイパビ
リティは個々人の生に根ざした「人間の安全保障」という概
念にも組み込まれ、人が不利益をこうむるリスクを避けなが
ら、「人間的発展」や「人権」を深化させ普遍化させていくた
めの、重要な構成要素となっている。

解説

解説

解説

（1）導入の活用
▶�身近な例（スポーツ選手、起業家など）を挙げ、
生徒の意見を引き出す。

（2）公正な社会の定義とその必要性を考えさせる
　　　　｢運も実力のうち｣という考え方をどう思うか。
▶�実際の社会問題（体験格差など）と関連づける。

（3）全体主義の危険性と対話の重要性を理解
　　　　自分の意見をもたないことのリスクとは。
▶�アイヒマン裁判の映像や証言を紹介し、具体的
なイメージをもたせ、�SNS などの現代の情報空
間との共通点を考えさせる。

（4）公正な社会制度のあり方について議論
　　　　無知のベールをかぶるとどうなるか。
▶�奨学金制度や福祉政策など身近な制度を例に挙げ、
生徒の考えを述べさせた後、資料3を用いて、無知
のベールをかぶるとどう考えが変化するかを確認する。

　　　　すべての人に同じ支援をすることは本当に
公平なのか。
▶�障がい者支援や福祉政策の例を挙げ、具体的な
イメージをもたせる。

（5）本時の振り返り
▶�環境と努力、公正と平等などの対立概念を振り
返り、学習課題に結びつける。

導入

展開
発問例

発問例

発問例

発問例

まとめ

□公正な社会とは
・�17 世紀以降のヨーロッパでは啓蒙運動が展開。
▶�人は生まれながらに平等であるという普遍的な価値観が生
まれた。

□平等と公正をめぐる現代の議論
・�ドイツでは、過激な全体主義（ナチズム）が誕生。
①ホルクハイマーやアドルノ
・�全体主義（ナチズム）の原因が行き過ぎた理性にあるとし、啓
蒙の欠点を強調。

②アーレント
・�ナチスの凶悪な犯罪は命令に従っただけの凡庸な人間によっ
て担われた（悪の陳腐さ）と考えた。

③ハーバマス
・�他者と理性的に対話を交わし合うこと（対話的理性）ができる
公共的な空間を再構築しようとした。

④ロールズ
・�無知のベールをかぶせられた人々がどのような社会を望むか
という思考実験を行い、正義の二原理を提唱。

⑤セン
・�現実の暮らしのなかで人々が何を必要として何ができるのか
という概念（ケイパビリティ）を提起。

□課題と向き合うために
・�先人の視点や方法をヒントに今日の課題を考える。

　社会的な成功には努力だけでなく、教育や経済的
環境が大きく影響する。公正な競争を実現するには、
機会の平等を保障する必要がある。

読み
解き

解答例
縮刷版の赤マーカー部分を参照。

　発展途上国への支援では、人々が自身の可能性を広
げ、自立した生活を送れるようにすることが重要であ
る。そのために、教育機会の提供や医療体制の整備を
進め、誰もが学び、健康を維持できる環境を整えるこ
とが求められる。また、地域ごとに異なる生活の基盤
を強化することで、持続的な発展を促すことができる。
〈A評価の視点〉
・�ケイパビリティの概念の観点から支援の目的を明確
にしているか。

・�具体的な支援の種類に触れ、それぞれが人々の能力
を高める点を説明しているか。

・�発展途上国の状況に応じた柔軟な支援（一律ではなく、
文化や地域性を考慮した支援）について言及しているか。

〈C評価への助言〉
・�｢どのような支援が人々の選択肢を増やすか｣ などの
視点が不足していないか。単なる善意ではなく、ケ
イパビリティの観点から議論しよう。

・�具体的な支援策の説明が不足していないか。例えば
｢教育が大事｣ と述べるだけでなく、どのような教育
機会が提供される必要があるのかを掘り下げよう。

確 認 解答例

説 明 解答例（B 評価）

　社会の格差を是正するには、すべての人が適切な
機会や支援を受けられるしくみが必要である。例え
ば、障がいのある人や経済的に厳しい環境にある人
が、自分の能力を発揮できるような教育や福祉の制
度を整えることが大切だ。また、多様な立場の人々
が意見を交わし、互いの状況を理解することで、公
正な社会のあり方を考え続けることが求められる。
〈考えるポイント〉
・�社会の格差を生む要因にはどのようなものがあるか。
・�すべての人が能力を発揮できる社会にするには何
が必要か。

・�互いの立場を理解するためにどんな工夫ができるか。
〈評価のポイント〉
・�社会の格差の原因を理解し、それを是正するため
のしくみを考えられているか。

・�多様な立場の人々による対話の重要性を意識し、
共生のための工夫を考えられているか。

学習
課題

解答例（B 評価）

授業の流れ 要点整理（板書例）

公共的な空間における人間としてのあり方・生き方

他者と共に生きる倫理4

第 1 部 2 章

32 33
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▶教科書本文ページ１見開きにつき、10～20枚のスライドを収録しています。加工してお使いいただけます。
▶PowerPointとGoogleスライドの２形式を収録しています。

教科書p.32～33

４ 他者と共に生きる倫理

第１部 公共の扉
第２章 公共的な空間における

  人間としてのあり方・生き方

学習
課題

＜考えるポイント＞
●社会の格差を生む要因にはどのようなものが
あるか。

●すべての人が能力を発揮できる社会にするに
は何が必要か。

●互いの立場を理解するためにどんな工夫がで
きるか。

私たちは、格差を是正しよりよい社会をつく
るうえで、どのようなことを意識すればよい
のだろうか。

考えてみよう導入！導入！
成功するために環境はどれくらい重要か？

社会的な成功を収めることにおいて、
社会や家庭環境は、どの程度影響する
と考えられるだろうか。

Q

公平な社会とは

●人類は、すべての人々が平等な関係で結ば
れる社会の実現のために格闘してきた。
● 17世紀以降のヨーロッパでは、理性に基
づき人を教え導こうとする① 啓蒙運動 
が展開。 
人は生まれながらに② 平等 であるとい
う普遍的な価値観が生まれた。

▶�授業スライドに対応したプリントを収録してい
ます。加工してお使いいただけます。

   年   組   番／名前                   

 

□学習課題  

Q：私たちは、格差を是正しよりよい社会をつくるうえで、どのようなことを意識すればよいのだろう

か。 

 

（1）社会の格差を生む要因にはどのようなものがあるか。 
（2）すべての人が能力を発揮できる社会にするには何が必要か。 
（3）互いの立場を理解するためにどんな工夫ができるか。 

 

●公平な社会とは 
• 人類は、すべての人々が平等な関係で結ばれる社会の実現のために格闘してきた。 

• 17 世紀以降のヨーロッパでは、理性に基づき人を教え導こうとする①  啓蒙運動  が展開。 

 ▶人は生まれながらに②  平等  であるという普遍的な価値観が生まれた。 

 

●平等と公正をめぐる現代の議論 
• 20 世紀前半に⾃⺠族を優れたものとし、⾃⺠族を中⼼とした社会を形成する動きが世界中で強まる。 

• ドイツでは、過激な全体主義（③  ナチズム  ）が誕生。 

 ▶みずからとは異なる者を平等の対象とみなさず、暴力によって存在を消去しようとした。 

⑴ ④    ホルクハイマー    や⑤  アドルノ  （ドイツの哲学者。アメリカに亡命） 

• 全体主義（ナチズム）の原因が行き過ぎた理性にあるとし、啓蒙の欠点を強調。 

 ▶ 特定の利益や目的のために使われる理性を「⑥   道具的理性   」として強く批判。 

⑵ ⑦   アーレント   （ドイツの哲学者。アメリカに亡命） 

• ナチスの凶悪な犯罪は命令に従っただけの凡庸な人間によって担われた（⑧   悪の陳腐さ   ） 

と考えた。 

 ▶ 多様な人々が対話できる⑨   公共的な空間   が必要だと考えた。 

⑶ ⑩   ハーバマス   （ドイツの哲学者） 

• 他者と理性的に対話を交わし合うこと（⑪   対話的理性   ）ができる公共的な空間を再構築し
ようとした。 

⑷ ⑫  ロールズ  （アメリカの政治哲学者） 

• 各人がそれぞれの境遇や経済力などの立場に縛られているために、社会の不正義が生じると考えた。 

 ▶ ⾃分の置かれた立場を知ることができないように⑬   無知のベール   をかぶせられた

  第 1 部 公共の扉  ２章 公共的な空間における人間としてのあり方・生き方 

  
４ 他者と共に生きる倫理  

教科書  

p.32〜33 
年   月   日 

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

人々がどのような社会を望むか、という思考実験を行い、⑭   正義の二原理   を提唱した。 

⑸ ⑮  セン  （インドの経済学者） 

• 現実の暮らしのなかで人々が何を必要として何ができるのかという概念 

（⑯    ケイパビリティ    ）を提起。 

 ▶それらを満たし高めることで社会全体が幸福になっていくと唱える。 

 

●課題と向き合うために 
• 先人たちの物事に対する視点や方法をヒントに今日の社会の課題をとらえ、解決方法を考える。 

 

▼確認（教科書の該当箇所をマーカーしよう）  

Q：よりよい社会の形成に向けロールズとセンは何が重要と考えたか、それぞれ本文から探そう。 

 

■学習課題（120 字程度でまとめよう） 
Q：私たちは、格差を是正しよりよい社会をつくるうえで、どのようなことを意識すればよいのだろう

か。 

  

  

  

  

 

◆説明（120 字程度でまとめよう） 
Q：発展途上国にはどのような支援が適切か、ケイパビリティの視点を踏まえて説明しよう。 

  

  

  

  

  

■振り返って自己採点してみよう ( A：よくできた B：できた C：あまりできなかった )  

■分かったこと、感じたことを書いてみよう 

  

（例）社会の格差を是正するには、すべての人が適切な機会や支援を受けられるしくみが必要である。
例えば、障がいのある人や経済的に厳しい環境にある人が、自分の能力を発揮できるような教育や福祉
の制度を整えることが大切だ。また、多様な立場の人々が意見を交わし、互いの状況を理解することで、
公正な社会のあり方を考え続けることが求められる。 

（例）発展途上国への支援では、人々が自身の可能性を広げ、自立した生活を送れるようにすることが
重要である。そのために、教育機会の提供や医療体制の整備を進め、誰もが学び、健康を維持できる環
境を整えることが求められる。また、地域ごとに異なる生活の基盤を強化することで、持続的な発展を
促すことができる。 

▶�教科書紙面を先生方の端末でご覧いただける
ビューアです。

指導資料

副教材

高校生の公共 ［公共 046-901］準拠

公共ノート公共ノート
高校生の 高校生の公共ノート

教科書に完全準拠したフルカラーの
ノートです。
「チェック」で基礎の定着を図り、「チャ
レンジ」で実践問題に挑戦できます。

親しみやすい導入と豊富な図解、丁
寧な解説で学習が深まる、池上彰監
修の資料集です。

ライブ ！ 公共

ご指導を支援する教科書関連教材が充実しています

⑴ ④ ホルクハイマー や⑤ アドルノ
• 全体主義（ナチズム）の原因が行き過ぎた
理性にあるとし、啓蒙の欠点を強調。

 特定の利益や目的のために使われる理性
を「⑥ 道具的理性 」として強く批判。

⑵ ⑦ アーレント
• ナチスの凶悪な犯罪は命令に従っただけの
凡庸な人間によって担われた
（⑧ 悪の陳腐さ ）と考えた。

 多様な人々が対話できる
⑨ 公共的な空間 が必要だと考えた。

平等と公正をめぐる現代の議論 ２ 正義の二原理資料３ 確 認 説
明

発展途上国にはどのような支援が適切か、
ケイパビリティの視点を踏まえて説明しよ
う。
（（例例））発発展展途途上上国国へへのの支支援援でではは、、人人々々がが自自身身のの可可
能能性性をを広広げげ、、自自立立ししたた生生活活をを送送れれるるよよううににすするるここ
ととがが重重要要ででああるる。。そそののたためめにに、、教教育育機機会会のの提提供供やや
医医療療体体制制のの整整備備をを進進めめ、、誰誰ももがが学学びび、、健健康康をを維維持持
ででききるる環環境境をを整整ええるるここととがが求求めめらられれるる。。ままたた、、地地
域域ごごととにに異異ななるる生生活活のの基基盤盤をを強強化化すするるここととでで、、持持
続続的的なな発発展展をを促促すすここととががででききるる。。

指導資料・関連教材の ご案内
※内容は一部変更になる可能性があります



項　目 特　色

総合的な特色

・�公共的な空間のなかで主権者および自立した契約主体として求められる、①さまざまな課題をみずからの問題として正対し解決しようと
する意欲・関心と、②その課題に対して自分なりに判断していくために必要な資質・能力を、確実に身につけられるように構成されている。

・�教科書全体を通して、実社会の具体的な課題が積極的に取り上げられ、また課題に対するさまざまな立場の人の意見や主張が数多く紹介
されており、物事を多面的・多角的に考察できるように工夫されている。

・�最新の具体事例や高校生の活動事例が豊富に取り上げられ、学習者の興味・関心を高め、学んだ内容を社会に生かす姿勢を育めるように
工夫されている。

・�単元ごとに設定された第１部の「章の問い」や第２部の「節の問い」、各見開きに設定された「学習課題」は、学習内容と学習者自身と
の関わりを意識した内容となっており、それらの問いや課題に取り組むことで、社会参画に向けた態度が形成されるように構成されてい
る。

・�各分野がバランスよく配置され、分かりやすい本文と高い資料性を備えることで、基礎から応用まで幅広い学習に対応できるように工夫
されている。

内容

◆第１部「公共の扉」は、実社会の課題解決に必要な「視点や方法」を養えるように構成されている。
・�特設「『公共』の見方・考え方」では、幸福や正義、公正といった概念的枠組みや、義務論、功利主義をはじめとする選択・判断の手がかり、
人間の尊厳と平等、民主主義などの基本的原理を理解し活用することで、第２部以降の学習に生かせるように工夫されている。

・�身近な事例が数多く取り上げられ、青年期の特徴や悩み、多様性のあり方、キャリア形成や先哲思想に関する学習において、自己と他者、
自己と社会の関わりについて考えられるように工夫されている。

・�「共有地の悲劇」などの「思考実験」においては、人々の多様な主張や利害が複雑に絡み合う社会の構造をモデル化し、課題の本質をと
らえながら、人間としてのあり方・生き方を考察できるように工夫されている。

◆�第２部「よりよい社会の形成に参画する私たち」は、社会制度への理解を深め、課題解決に向けた思考力・判断力を育成できるように構
成されている。

・�学習指導要領に示された法、政治、経済に関する 13 の事柄や課題が主題として教科書の各節と対応しており、主題に沿った学習が展開
できるように配列が工夫されている。

・�第２部以降の本文記述では、第１部で学習した公共的な空間におけるあり方・生き方に関する認識を基礎として、よりよい社会の形成に
参画する意識を高められるように配慮されている。

・�特設「実社会の諸課題」を各節末に設置し、第１部で学んだ「視点や方法」を活用しながら、実社会の具体的な課題について解決策を考
察することで、主体的・対話的で深い学びを促進できるように構成されている。

・�特設「戦後史にアクセス」では、戦後の日本と世界の政治・経済の歩みを振り返りながら、習得した知識を時系列で整理できるようになっ
ている。また、歴史科目とのカリキュラム・マネジメントを図れるように配慮されている。

・�各章の「振り返りページ」では、学習内容を踏まえ、探究したい課題を記述する問いが設けられ、第３部で学習者が探究課題を設定しや
すいように配慮されている。

◆�第３部「持続可能な社会づくりの主体となる私たち」は、科目のまとめとして実践的な課題探究学習を行うことで、持続可能な社会を形
成する主体としての資質・能力を身につけられるように構成されている。

・�課題探究学習では、課題の設定、情報の収集と分析、レポートの作成方法などが手順ごとに詳しく解説され、探究活動を円滑に進められ
るように工夫されている。

・�「探究課題例」では、人口減少問題、生命倫理、地球環境問題、情報といったテーマが取り上げられ、各領域を横断した総合的な探究が
可能となるように構成されている。

◆教科書全体を通して、QRコンテンツが充実しており、紙面を超えた多様な学びに対応できるように工夫されている。

構成・分量
・「学習課題→導入→本文・資料→確認→説明」の流れで構成され、学習の見通しを立てやすいように配慮されている。
・原則として１時限１見開き構成となっており、分量が適切となるよう調整され、学習計画を立てやすいように工夫されている。
・見開きごとに「導入」が設置されており、実社会と学習内容の関わりを意識しやすい構成になっている。
・発展的な内容の学習も可能となるように、側注欄の補足解説や資料、特設ページが充実している。

表記・表現 
および 

使用上の便宜

・�具体例やたとえが適宜取り入れられ、中学校で学ぶ漢字にもふりがなが付されるなど、理解しやすい平易な本文となるように工夫されて
いる。また、重要語句は太字となっており、視認性が高まるように工夫されている。

・本文内容を補足する「WORD」と「補足解説」を多く設置し、理解を助ける工夫がされている。
・本文には関連図版・写真の図番号が示され、資料の活用を促す工夫がされている。
・本文行間には、関連する事項が扱われている箇所の参照ページが付されている。

ユニバーサル 
デザインへの対応

・�本文や補足解説、キャプションなどの文字には、見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォント（UDフォント）が使用され、
誤読を防ぐ配慮がなされている。

・カラーユニバーサルデザインを採用し、色覚特性のある学習者にも読み取りやすい表現になっている。

その他

・�教科書の判型をワイドなAB判とし、図版や写真、コラム、補足解説を充実させ、深い学びのための知識を多面的・多角的に補完できる
ように工夫されている。

・紙は環境に配慮し、かつ裏写りしない用紙が使用されている。
・インキには、再生産が可能な植物由来の油などを原料とするライスインキが使用されている。
・使用期間の間、破損することがないように、堅牢なつくりになっている。
・指導資料や準拠ノートをはじめ、充実した関連教材が用意されている。

特色一覧

著作関係者※所属・肩書きは令和7（2025）年3月時点のもの

下記の表は、右のQRコードからダウンロードできます

著作者
渥美　利文　　（東京都立東久留米総合高等学校　教諭）
内久根　直樹　（千葉県立東葛飾高等学校　教諭）
苅部　直　　　（東京大学　教授）
川﨑　誠司　　（東京学芸大学　教授）
君塚　正臣　　（横浜国立大学　教授）
佐藤　豊記　　（北海道高等学校遠隔授業配信センター　次長）
唐仁原　友紀　（東京都立篠崎高等学校　主任教諭）

編集協力者
大石　昇平　（兵庫県立洲本高等学校　教諭）
菊地　誉　　（北星学園女子中学高等学校　教諭）
中村　大輔　（札幌光星高等学校　教諭）
福田　秀志　（兵庫県立尼崎小田高等学校　教諭）

中島　隆博　　（東京大学　教授）
平岡　可奈之　（東京学芸大学　非常勤講師）
宮川　大介　　（早稲田大学　教授）
安井　健人　　（桐蔭学園中等教育学校　教諭）
脇田　成　　　（東京都立大学　教授）
渡辺　祥介　　（札幌創成高等学校　教諭）
株式会社帝国書院

特別支援教育に関する監修・校閲者　丹治　達義（筑波大学附属視覚特別支援学校　教諭）
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